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辮護士制度の研究
中　村

第一章序 読

宗　雄

　　　　　　　　　　　　x．

　辮護士Rec五t晦nw出，誠voc翫te，我v｛）catと稽せらるる法律業

務は．凡べての時代を通じ、殆んどあらゆる國に於て見受けら

れる。其の業務とする塵、裁判上、裁判外を問はす．廣く法律

事務全般に亙るのであるが．其の主要の任務は、素よ勢法廷に

於ける活動であつて、民事訴訟に於ては當事者の代理入として、

又．刑事訴訟に於ては被告人の爲めの辮護人として．其の職務

を行ふのである。

　此の辮護士といふ職業は、本稿にも述ぷるが如く、遠くギソ

シア、η一マの昔に遡り其の存在を登見し得る。我國に於て執

明治維新後、欧米文化の輸入に俘ひ、その系統を引ける辮護士

制度が設けらる㌧に至つたのであるが、夫れ以前、奮幕時代に

　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　じ　し　　　ロでゆりし
も、姥較的新らしき制度ではあるが．公事師、出入師等と構せ

らる」者があり、法律事務の取扱を爲せしことは文献の示す虚

である。

　　　　　　　　　　　　豆。

　斯く法律事務の取扱、法律事件の庭理等の爲め、夫れ等を專
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門とする職業の蛮生し、登達することは、文化の登展、昂上に

件ふ當然の現象と看るべきであつて、從つて將來に向ひ、此の

職業は、盆隷、登達するの可能性をば多分に包藏する。而して、

今、辮護士なる制度の過去を顧み、叉、現在各國に於ける其の

實状を比較考察するならば、その職業的機能に於て、或はその

祉會的地位に於て、其の他種々の黙に於て、著しき墾蓬と其の

問の差異とを登見し得る。例之、現今の辮護士の起原とも看る

べき・一マのorator，advoc＆tus，古ゲルマンのRechtsweiser

（法の指示者）の如き、軌れも高き祉會的地位を占め、他面、裁

判所に封する法律指示の職能を兼ね、當事者に封する法律上の

補助を以て、無報酬を原則とする名碁的業務と倣したのであつ

た。然るに後世、経濟事情の攣遷に件ひ、漸吹、夫れが有償を

原則とする自由職業とせらる」に及むで、之れに俘ひ、著しき

その肚會的地位の低下を看た。力八る現象は、ドィツ普通法の

下に於て殊に甚しく、我國に於ても、奮幕時代の公事師、出入

師の當時は勿論、明治初年の代言人に就ても亦、同様であつた。

此等は、現在に於て荷、辮護士なるものが、祉會的に不當に低

く評慣せらる㌧傾向の存する重大なる原因であらねばならぬ。

尤もイギソスに於ては、Barristerが高き肚會的地位を占むるの

であるが、夫れはイギリス特有の制度に基くのであつて、（註一）

而かも其の高き杜會的地位には、同じく法曹家たるAttomey（現

在のSolicitor）の不當なる杜會的地位の低下、若くは夫れとBar。



第　一　章　　序 説 3

rister’1との問の不當なる杜會的差別といふ犠牲の支沸はれある

ことに留意しなけれぱなら露。

　（註一）Ims　of　Courtを策源地として、如何に：Barristerの地位の昂揚が劃策

　　せられしかは、イギリスの辮護士鋼度を述ぶる際に詳述する。術、イギリス

　　に於て、B＆rr楓erの地位高きは、その司法國家Just傭taatたることも、亦、

　　重大なる原因であらねばならぬ。

　更に叉、辮護士の職務は、法律事務の全般に亙り、我が辮護

士法第一條の示すが如くr訴訟二關スル行爲其ノ他一般ノ法律

事務ヲ行フコトヲ職務トス」るのであるが、その主要なるべき

職務は、訴訟事件の庭理、法廷に於ける辮論である。而して法

廷に於ける辮論には、軍に法律學の知識若くは法律事務庭理の

事務的訓練の外、一種の才能就に技術を必要とするが爲め、そ

れに滑革的原因をも附加せられて、i辮護士の職務をぱ、法廷に於

ける辮論と、夫れ以外とに分ち、異なれる種類のi辮護士に分澹せ

しむるの法制を生じた。（註一）現今のイギソス、フランス、イタ

リーに於ける、即ち夫れである。（註二）荷、辮護士といふ業務を法

認するとして、法律事務の塵理をその濁占に委するか否か、叉、

属刑事事件に付き辮護士の使用を強制するか否か等は、（註三）其

の國の肚會的事情を顧慮して決定せらるべき一國の法制上の問

題であり、從つて此の黙に開しても、各國の法制、必すしも其

の揆を一にせ露。又、辮護士の業務は、一般にそれを自由職業

恥eie　Berufeの一となすのであるが、或は之れを免許職業と爲す

法制もあり、進んでは、それに官吏たるの身分を付與したる事例
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も存する。（註四）

　（註一）辮護士の職務中、法廷に於ける辮諭以外のものは、概して事務的内容

　　のものが大部分である。從つて辮護士に種類を生じたる場合には、法廷に於

　　ける辮諭を專らとする辮護士の肚會的地位の、より高かるべきことは當然の

　　現象であらうo例之、イギリスに於ける：BarristerとSolicitorとの闘係の

　　如き夫れであるo

　　術、法廷に於ける辮論を專らにする種類の辮護士は、口頭主義の訴訟制度

　　の下に於てのみ、其の出現を要請せられるo去れば書面審理主義を執れるド

　　イッ普通法の下に於ては、本稿に於ても述べらる＞が如く、過去よ堕傳承せ

　　る二種類の法律業務、帥ちAdvokatとProkur＆torとの間の匠別を喪失した

　　ることは、素より當然の蹄結であると云はなければならぬo現今、ドイツ、

　　オーストリー、スイス等の辮護士制度、更に我國の辮護士制度が、箪一制を

　　執る所以のものは・か＞る浩革的理由に基く。

　（註二）　イギリスに於ては、辮護士がB訊rristerとSolicitorとに、フランス

　　に於ては、批vocat　と　avou6　とに、又、イタリーにては乱vvocatoと　Pro－

　　curatoreとに分たれる。伺、イタリーには、第三の種類として、双方の職務

　　を一身に委ぬる者が認められる。疏等詳細は、夫れ夫れの揚所にて述．…ミるo

　（註三）　辮護士は、馨師の署學乃至馨術に封する關係に於けると異な堕、素よ

　　り法律家の全部でもなく、又、從つて法律知識を夫れ自身に猫占するもので

　　もない。從つて辮護士に依る法律事務鹿理の濁占と云ふことは考へられ得な

　　いのであるが、間題となる事は、非辮護士の職業的なる法律事件の塵理に封

　　する取締（所謂、三百の取締）。並に法廷に於ける當事者代理の辮護士に依る

　　濁占、更に進むでは辮護士使用の強制等の問題である。我が今回の辮護士法

　　の改距が、三百の業務禁止を以て其の主要の眼目とせることは、愛に云ふ遙

　　もない。又・現在・中華民國にては、民事訴訟に付き辮護士（律師）に非ざる

　　者の嘗事者代理を積趣的に禁止しないのであるが（同國民訴法六八條）、其

　　の他の先進諸國にては、法廷に於ける職務執行は、原則的に之れを辮護士の

　　濁占とする（但しソヴィエット叩シアを除く）。而して問題とせらる＞のは、
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　　當事者に封しi辮護士の使用を強制するか否かの瓢であつて・例之、我國にて

　　は、刑事訴訟に於ける上告に限りi辮護士たる辮護人のみそれを爲し得べく（珊

　　訴四三〇、四三一條）、被告人が自ら辮論を爲すことを許されぬo

　（誌四）例之、ソヴ｛エツ1一・・シア革命の頭初、一九一八年の法制改革に依り、

　　辮護士の職を執る擢利代理人prawos麟upnikiに封し官吏たる身分を與へ、

　　之れに俸給を給與して、依頼人より報酬を験受することを禁じたのであるが

　　失敗に蹄し、一九二〇年に早くも官吏たる身分を消滅せしめた。斯く辮護士

　　に官吏たる身分を輿へ、之れに國家的統整を加ふる紐織は、臨に第＋八世紀

　　の末葉、プロシアのフリードリヒ大王治下に於ける法制改革の際試みられ、同

　　じく失敗に館した先例がある。此等に關しては・本稿に於て・夫れ夫れ詳紬

　　に述ぶる。

　以上蓮ぷるが如く、辮護士の職能と其の祉會的地位とに於て．

著しき攣蓬と其の問の差異との存すろ二とは、聴がて辮護士な

るものが、複雑せる機能を有することを示すものに外なら臓。帥

ち其の螢む庭の機龍が軍一ならざることが．此の業務に從事す

る者の問に、人格的にも、祉會的にも著しき問隔を存せしめ、

（註一）又．硅會のそれに封する認識に。著しき高下と矛盾とを生

ぜしむるの因となつて居る。（註轟）か㌧る複雑なる機能と地位と

の主膿たる辮護士は、夫れを或は沿革的に．或は比較法制的に

各方面より研究することに因りてのみ、初めて其の本質を明か

にし．その正しき認識に到達し得るであらう。

　（註獅・）　肚倉一流の人士も、辮護士の職に從事するo例之、我國に於ても、物

　　敵せられし岸、花井爾博士、侮、健在せらる＞原博士を初めとし、多敷の一

　　流人士が此の職に從事し、又、從事せられしことあ恥又、歴史上には、ゲ

　　帥テが、其の壮年の當時、辮護士たりしことがあ勢、Vgl．W董erus蛋owskf，A。フ
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　　Goethe霊Lls　Recktsanwalt，1909。又、ぺ一コンが、エリザベス女皇の治世に、

　　免ueenフs　Counse1に任ぜられしことは、蝕りにも有名である。然るに他方、人

　　物として香ばしからざる者が此の職に從事し、祉會的害毒を流すの事實は、濁

　　り我國のみに止まらざる現象であるo

　（註二）　辮護士に封する杜會的認識乃至評傾が、時に依り、場所に依り、又、其

　　の者の人物如何に依り著しき差異の存することは、我々の日常見聞する虎で

　　あるQ現にBarristerの地｛立著しく高く、「紳士中の紳士」など＞稻1せらる＞

　　英國に於てすら・之に封し、「ウエストミンスター・ホールの老猫なる蜘蛛」

　　とか、「田舎物を喰物にする猫」とか呼ばれた時代もあつたと云ひ（長嶋毅氏、

　　i辮護士法、現代法學全集八巻二一四頁）、又、現在に於ても、：磁rr減erに封

　　する悪撃は、跡を噺つて居らぬ。伺、此の長嶋毅氏も、前掲現代法學全集に

　　辮護士法を執筆するに當P、其の序言に辮護士法を執筆することが、貧乏籔

　　云々と述べ、小山法相の帝國、第一雨辮護士會招待會（昭和七年＋二月）の席

　　上、盤谷帝國辮護士會理事に依り其の不都合を指摘せられ、同氏より繹明の

　　上、遣憾の意を表した等のエピソードもある（正義九巻昭和八年一月號九

　　三頁以下）。

　　　　　　　　　　　　　III．

　次に辮護士に關する近代法制としては、一六三八年のオース

トリー法典codex　austriacus中の當該規定の如きを、その最も

早きもの㌧一として墨げ得るであらう。（註一）素より夫れ以前と

錐も、イギリス、フランス、ドイツ等の諸國に於て、夫れ夫れ

必要に慮じ、辮護士に關する規定が逐次制定せられたのであつ

て、更に古くは・一マにても、辮護士に關する法制が著しく完

備せしことは、本稿に於て述ぶるが如くである。我國、明治

維新以後、欧洲文化を輸入したる後の法制としては、明治五年

八月三日のr司法職務定制」（姦肇纂）中に代言人職制の規定せら
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れたるを其の囑矢とし、翌明治六年六月十八日の　r代人規則」

（楚宣蝶）雄て溺治九年二月二卜日のr代言人規則」（騰竺

窪布）となり、爾來、歎次に亙る修正を経て、明治二十六年に辮

護士法が制定せられ、更に昭和八杢紛新辮護士法（里欝万翻月）

となつたのである。

　（註一）K鷲bl，E，GeschichtederδsterreichischenAdv・k翫tur，1925，3・52・

　此等、各國の辮護士法制を、其の澹革に顧み、其の規定の内

容に立入今研究を爲すことは、當然に爲されなければなら組塵

であらう。

　　　　　　　　　　　　Iv．

　本稿にては、先づ辮護士制度の沿革を蓮べ、績いて各國の辮

護士法規の内容を概観し、以て辮護士制度の登達と愛蓬との跡

を探り、現代の辮護士制度の擁つて來る塵の根源と、其の現状

とを明かならしめむとする。但し其の範園廣きに亙る大問題で

，あり、各部分に付き詳細に立入ることは一論文の克く爲し得ざ

る庭であるが故に、本稿にては、その概観に止め、各部分に付き

及ぷ限り多歎の交献を墨げ、（註一）以て他日の研究に資すること

とする。而して最後に、本稿は、我が新辮護士法制定を機縁とし

て執筆したものであるが故に、此の新辮護士法の規定に則し、其

の批評と共に、辮護士制度に關する根本間題、例之、其の資格、

地域制、報酬問題等に付き考察を試むる考へである。

　（謹一）　その大多敷は、我が早稻田大學圖書館に所藏せらる》ものを掲記したD



第二章　辮護士制度の沿革

第一節　ギリシア拉にローマのi辮護士制度

：丈　献

L　ギリシアの裁判制度に關するもの（多少な砂辮護士制度に關係あるも

　の）

　Meier，M．H．IE．u．Sc嫡mann，G㌔F．，Dera曲chePro猛ess，1824．3He餓erア

　A．W．，：Die　at五en翫isc五e　Gerichts▽eぬssung，1822、三PI批tner，E．，Der　Process　un＆

　die　K1跳gen　bei　den　Attil｛ern，2Bde，1824。；Z江cker71孔，Beitr翫ge　zur　K：enntn盤

　der　G・eric五tsorg8nお翫tion　im　PtQlemaeischen　und　Rδmおc五en　Aegypten，1911。3

　Wagner，：E．，：Eine　Geric血tsver五andlullg　in　A伽n，1894弓Gilber七，G。，：Bei輔ge

　zur　Entwicklungsgeschichte　des　gr1ec五おchen　Gerichtsverfゑhrens　uEd　des　grie－

　chisc｝len　Rechts，1897．3Lipsius，H．，Das　Att1sc五e　Recht　und　Rec五tsver塩hren，

　Bd．1．1905．l　Weber，H．，Att蜘五es　Prozessrechtin　den　att三schenSeebundst乱aもen7

　1908．3Smith，G．，丁五eAdministration・fJustice血・mHesi・dt・S・1・ル1924・多

　Bonner，R．」．＆Sm仙，G．，Admin珀伽ti・n・fJustice食omH・mertoArおtotles・

　Vol．1．1930．

　穗積陳重博士、代言職の起原（明治＋九年）（遣丈集第一冊pp．479－480）Q同

　博士．代言制の進化（明治二＋五年）（遺丈集第二冊PP・243－245）。高木豊三氏じ

　代言至要（明治十七年）PP・230－266・高柳賢三教授、法律哲學原理PP・438－443・

II．・一マの辮護士制度に關するもの

　　Weおsler：Geschic五te　der　Rech協anw我ltscLaft（1905）．S・93－100・；WengeL3

　Die　Anw我1tsclha銑im　r6mischen　R㏄lht．im‘‘Magnus＝　Die　Rechtsanw＆1tscぬ我ft，ア
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（1929）3Dergelbe：Institutionendesr6m1sc強enZivilprozessreckts（1925）。S，

84－89，151，312£；K最b玉3　Gesc五圭c｝1te　derδβterreich鴬c五en　Advok我tur　（1925）・

S．3－15。多マ～71assak＝　呂ur　Gesch三c五七e　der　Cognitur，in　der　Breslauer　Pestg我be

fUr　R、　von　Ihe罫ing　（1892）。3　Eおele：　Cognitur　und　Procuratur　（1881）弓

Bethm泓nn－Hollweg＝Derめmおcke　CMlprocess。11。III弓　J6rs：　Rδmisclhe

：R㏄五tswissensch誼zurZei右derRe餌blik（1888）弓M・mmsen：：Rδm量scぬes

Str盆frec五t　（1899）。　S、　376－378．多　Mommsen－Bl｛imner：Der　Mα圭xmaltar圭f　des

Diocletian（1893）。；Bute我u，II。：De1我pr・fbssi・nd7av・cat翫R・me，Thさse

（1895）．pp．1－84，l　Weitere勉elIen　bei　Wenger，Institutionen，S．84。N，29。

u。S．312．N．24．

　穂積陳重博士、代言職の起原（前掲）。同博士、代言制の進化（前掲）。諸外國

に於ける辮護士制度概観（司法資料第九五號）PP・1－3・（本書はMagnus前掲書

奮版の抄課である）。高木豊三氏、代言至要（前掲）PP・297壌13・佐伯好郎氏、羅

馬法に於ける辮護士並に馨師の成功謝金問題及び成功謝金慶止善後策（法律及政

濡一巻大感＋一年六號、七號）。高柳教授、法律哲學原理pp・445－449・

1

　ギリシアの法制下に於ける辮護士制度に關しては、之れと纒

りたる文獄が存せぬ。兎に角、ギリシアには、後世の＆dVOC就US

に該當する階級乃至職業なるものを存せす、且つ初期古代法の

特徴として、代理S七ellvertre七ungをば法律取引に於て認めざり

し結果．訴訟に關しても嘗事者自身の出頭を必要と爲せしこと

に疑義がない。（註一）併しながらギリシアにては、辮論の術が

盛に行はれし國情の爲め、辮論が張力に法廷を支配せしことを

容易に想像し得る。郎ちソ・ン（凡そ639－558B．C。）以後の法

制としては．法廷に他人を件ひ辮論せしめ得ること』なり、総



ユ0 辮護士制度の研究

べて市民権を有し、自己の事件に付き出廷するの権利ある者は、

他人の事件に付き出廷し、辮論するの権利を有した。　（註二）

　（註一）He餓er7A・W・，a・a・0．S・103・3Pla七ner7a・a・O・猫eil　I　S・94・樹、

　　初期・一マ法並にゲルマン法にても、夫れ夫れに就て後蓮するが如く、代理

　　を認めず、從つて訴訟に付き本人出頭主義が行はれた。

　（註二）He航er，a・a・O．S・105．

　而して斯く法廷に他人を件ひ、辮論を爲さしむることを許さ

るるとせば、i辮術に巧みなる者に依頼せむとするは素より當然

であり、勢ひか」る依頼は、辮論術に長じたる一部の者に集中

せざるを得組。即ち此の種の依頼をば、當時、ギリシアを風靡

したるかの誰辮學派SOp五is七に屡する人々が好むで引受けたの

であるが、（註一）此の派の者が、力八る依頼を引受けたりし所以

のものは、・一マの辮論人・r乱七〇rの如く、（註二）其の名碁の爲

め、若くは杜會的義務心の登露に基きしものではなく、寧ろ其

の生活の爲めに爲されたのであらうが故に、か』る依頼を引受

くるに際し、其の勢力に報酬を受くるの習慣を生じたことは、素

より當然の成行である。而して報酬を得て法廷の辮論を引受け

たる最初の人は、SOPllis七の一人たるアンチホン（4804玉1B。C・〉

であると傳へられて居る。（註罵）

　（註一）本丈に掲げたるAntiphonを初めとし、Isocrates（436－338BC・）・De－

　　mosthenes（384－3221B，C・）等、Sophistの饒將が、敦れも準職業的に法廷の辮

　　論を引受けたと云ふ（穂積博士、前掲書滲照）。術、此等Sop五観に關してはb

　　和田講師、ソフィストの自然法思想（早稻田法學第＋三巻）滲照・

　（註二）　本稿一七頁参照。
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　（註三）　穂積博士・前掲遣丈集第一冊p・480滲照∂

　此等、法廷の辮論人は、當事者の代理人ではなく、當事者と

共に法廷に現はれ、その辮舌を以て依頼人たる當事者を補助し

たのであつて、此の黙・一マの辮論人or泓七〇rに近似する。（註一）

併しながら・一マの辮論．へ・ra七・rは、後述するが如く、かのr保

護者」P乱tr・nusを以て、其の初期の型態となし、肚會上流の．べ

士が、杜會奉仕の念を以て、名轡的に、無報酬に其の任務を行ふ

たのである。從つて、報酬を目的とし、自己の辮舌に醇ふて爲せ

しギソシアのSoph描とは、其の出登黙に於て異なる。即ち・

一マのo蹴orが、正義の観念に燃え、正義の爲め法廷にて團へ

るに封し、（謎二）ギソシアのSoph描は、報酬を得て、依頼人

の爲めに其の辮舌を振ふたのであつて、去れぱ訴訟を有利に展

開せしむる爲めには、勢ひ言危辮に馳せざるを得なかつた。斯く

てギリシアの辮論人は、・一マの夫れと異なり、鯨り高き肚會

的評憤を享くることなく、その爲す塵に劃し、相當、杜會的批

難も存せしもの㌧如くである。郎ちプラトンのr法治國家論」

めμ0ご（nomoi）のうちにも、そのやうな一節がある。（註三）

　（註一）　ギリシアにては、・一マの法律顧問」1皿おconsultiに該當する者が現

　　はる》には至らなかつたo蓋しギリシアに於ては、法律文化が．ローマに於

　　けるが如く爽達しなかつたが爲めであつて、必要なる法律論は、Sophlstの

　　學力を以て充分に問に合はされたのであらう、）

　（駐二）　ローマのoratorは、か＞る傳統的意識を堅持せしが爲め、後世、aふ

　　vocatusと改ま軌報酬を得て法廷に於て辮論を爲すに至つても、樹、正義ゆ
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　　代表者として行動したのである（本稿三四頁以下）。現在の辮護士制度は、此

　　の・一マの認vocatUSに起源すること後述する如くである。

　（註三）　Apelt，0．ヌ：Pl＆ton，S三Lmtliche　Di飢oge、Bd。VII、，Gesetze，Erfte　Buch，

　　937，（S．476）∫そして亙義の代辮者面レδ‘πα一部ち辮護士一は高侮なも

　　のではないであらうか。それに狗らず、技術といふ美しい名稽のもとに、我

　　々の面前に現はれてゐるこの辮護士の職業の上に悪い評判が襲つて來てゐ

　　るo先づ第一に我々は辮護士の巧妙な辮論とその助けとによつて法律は人に

　　正不正の別なく、特殊の訴訟を勝たせ得るといふ事、及びその結果、技術と

　　その中に含まれる言論の力とはそれに封してよく報酬を支沸ふ人に一層よく

　　奉仕するといふことを聞かされる。・…何人でも欲する人は・法律の濫用と

　　虚儒の辮護とに封して彼を告爽することを許される」云々（鈴木明子氏課プ

　　ラトン法治國論PP．492－493に撒る）o上禍は、プラトンが、新國家として

　　の法治國の法典を述べた第十一巻中の一節であるが、當時の辮論人（辮護士）

　　に封する証會の感情乃至意識が、最も明瞭に現はされて居る。

　省、ギリシア末期には、訴訟代理も、亦、或る範園に於て許

されしもの』如くである。（註一）此等ギリシアの法制は、敦れ

も、・一マに傳はり、・一マの法制に　なからす影響を及ぼし

たのであるが、後世の辮護士制度としては、直接、ギリシアの

夫れと關連を有た鍛。現代に影響を及ぼせる、その初めの辮護

士制度は、素より・一マの夫れである。

　（註一）　その例謹として、Plutarch（46頃一120以後）の傳中に、Isocrates（436－

　　338：B。C．）が病氣の故を以て出廷せず其の養子を遣し田廷せしめ。而かも途

　　に勝訴したとの記述の存することを撃げ得るo　Vgl　Pl＆tner，a・＆・O・S・94・

　　　　　　　　　　　　　　II．

　・一マの辮護士制度は、訴訟代理：Prozessvertreもungの原則

酌に否認せられし法律訴訟legis　actio時代に於て、先づ辮論人
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or漁r拉に法律顧問1し・riS　COnsulti等の形態に始まり、訴訟代理

権なき訴訟輔佐入謡vOC泓tUSへと展開せられた。此の謡vOC乱tUS

なるものは、後述するが如く、訴訟に付き法廷に於て當事者を

代理するの権限なく、法廷に於ては、i辮論人or勘torとして當事

者と共に出頭し．事件に付き辮論を爲すことを以て、其の專ら

の任務と爲したのである。併しながら訴訟に於て當事者の代理

を許さ薗ることは、砂なからざる實際上の不便を醸し、時とし

て不可能に遍きことゐるが爲め、か』る實際的必要に迫られ、

方式書訴訟IF・rmu！齪Prozess時代に至り、代訟人cognitor虹

に代理入proeu輪torと云ふ二種の訴訟代理入が認めらる』に至

つたのである。

　而して此の代訟入¢ognitorと代理入prOCllratorとの垣別は、

主として沿革的理由に基くものであり．其の問に特に職能的差

別なるものなく、（註一）ユスチFアン法典（529A・D・）當時には、

既に其の問の匿別が溝滅したのであつた。（謎二）併しながら訴

訟輔佐Rec批sbeist油dと訴訟代理PrOZessvertretungとの封立、

帥ち一方に於ては訴訟代理権なく、法廷に於ける辮論、及び法

廷外に於ける法律鑑定を其の任務と爲す認vo磁us若くはluris

cons置毒iと、他方に於ては訴訟代理灌を有し．法廷に於ける當

事者の代理を職務とするcognitor若くはprocur我torとの職能

的分割は、中世の敏會法典Codex　C飽…ieiを通じ、現在、英、

佛、伊に於けるが如き辮護士を二階級に分つ翻度の根源を爲し
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たのである。（註三）

　（註一）Weまssler＝M．0・S・101・

　（註二）Weissler：＆．a。O．S．99．；Wcnger：翫乱0．im　M島gnus。S．445．

　（註三）現今、英國にては、辮護士をsolieitorとbarristerとに、佛蘭西にて

　　は、avou6と乱vocatとに、又、伊太利にては、procur＆toreとavvocatoと

　　に分つが、此等は、敦れも、ローマ法の影響を受けたる中世の寺院法K挑一

　　nonisches：Rechtに基く。VgL　M跳gnus：：Die：Rec五ts＆nw乱1観h誼（1929）．S、

　　3．3Weissler：a、a。O。S。110。皇口ち現在の英、佛、伊等に於て執らる》辮護士

　　二分制は、制度としては、教會法、而かも其の後期に麗する新教會法典Codex

　　Juris　Canonici（cc1655－1666）に根檬するのであるが、此の二分的傾向は、ロ

　　ーマ法に迄、遡り得るのであるO　VgL　Wenger：翫・＆O　hll　M謎gnus・S・444・

　　　　　　　　　　　　III．

　・一マに於ける辮護士制度の淵源は、可成、曖昧であるが、

（註一）一般に、原始・一マ時代に於ける保護者拠七ronusの制度

に遡り得ると云はれて居る。（註二）脚七roniとは、古代・一マに

於て、上流有産家族の首長を指し、此の者と多藪無産階級の者

との問に、中世の封建制とは異なれる一種の從属關係が登生し

たのであつた。即ち保護者は、何等かの形式に於て、彼に從属

する者crienに生活方法を與へ、且つ公法上の事項に付き庇護

の手段を執ると同時に、其の者は、patroniに封し、各種の財

産上の給付義務を負捲した。而してcrienに何等力・訴訟事件が

惹起するときは、patroniは、其の者の爲め法廷に出頭し、代つ

て庭理するの責を負捲したのであつた。駐三〕斯くして古代・

一マに於ける法廷の辮論は、當時の有識、有産階級たる脚tro感
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の任とせられ、又pa七roniは、此の仕事を以て其の階級に負は

しめられたる名碁的負澹と倣し、素より、夫れが爲めに特に報

酬を受くるが如きことは、なかつたのである。（註四）

　（註一）Wenger＝鍛・0・imムlagnus・S・443丘

　（註二）：K：負b1：a識0．S．1，樹、其の後、一部に於て、辮論人：Redne「をpat「oni

　　依頼人をcrienと稲したるは、曲の滑革を示す例謹の一となし得る。WengeN

　　我。批．O．im　MagnUs。S。455．N3。

　（註三）　Kilbh　a，a。0，S，L

　（註四）1難bL　a。a、0・S・4・l　We測er：翫・我・O・S・94・

　是れと同時に、古代・一マに於ては、僑侶が．法律生活に付

き重要なる役割を演じた。帥ち當時に於ける法律知識は、僧侶

のみの有したる秘密の學問とせられ、僧侶は、求めに慮じ、所

薦の形式と同様に、當事者に封し訴の形式を與へたのであつて、

裁判は、僧侶の鑑定に依りて行はれたのであつた。（註一）其の

後、準民Ple1）sの要求に依り、法律の大綱が公表せられ、かの

十二銅表Twelf』feln（451B・C．）となつたのであるが、訴訟

手績、殊に訴の形式は、衝、依然として僑侶の秘密として其の

知識が濁占せられ、是れが公知となれるには、更に百鍮年の歳

月を費して居る。（註二）

　（註一）Weissler＝窃・蕊・0・S・92・古代・一マに於ては、其の他の民族の法律制1

　　度と同じく、趣端に形式主義であつた・師ち訴の提起は、一定の形式に結合

　　せられ、其の形式に違ふときは、訴訟に敗るるの危瞼があつた。されば人は、

　　訴訟の開姶前、豫め、如何なる形式を以て訴を提起すべきかを借侶に問ひ。

　　又、裁判機關としては、法律學の素養なきかの俗人鋼官Judexが其の任に
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　　常れるが爲め、裁判に際しては、常に、佃侶に法律上の鑑定を求めたのであ

　　つたQ

　（註二）此の借侶の狗占する秘密知識は、紀元前三百二十蝕年の頃、偶然の事

　　故に因P、一般に公表せられたと傳へられて居る○印ち當時、Gnaus　F1翫v至us

　　と稽する僧院の書記が、私憤を晴らす手段として、嚴に秘密に附せられし「訴

　　の形式」を公表し、爾來、曾1呂の訴訟に於ける優越の椹が消滅したと云ふo

　　K漁1：a．段．0。S．4．3末松博士、ウルピアーヌス羅馬法範、P。187．参照。

　斯くして法律的知識が、支配階級の濁占より放たる」や、忽

ちにして一般化し、愛に法律的專門知識を備へ、一般に鍋し法

律上の相談Rechtsbe盟もungに懸す・る法律學者luris　prudents

の一團が形成せられた。之れを法律顧間jur茎s　conSU1七iと樽し

た。（註一）此の法律顧問jllris　consultiは、主として法廷外に於

ける法律相談虹に鑑定を主と爲したのであつて、法廷の辮論は、

前述の｛）挑tr…iの任とせられ、之れを辮論人or乱torと構した。

（註二）此の辮論人o麟orは、其の辮舌を以て、依頼人の爲め法

廷に於ける其の椹利の伸張、防衛に鑑したのであつて、雄i辮が

其の固有の武器であり、〔註罠〕其の法律上の知識は、必要に慮

じ、法律顧問lurisconSultiよう、之れを得たのであつた。（註四）

　（註一♪　Kえ1bL　8，a・0．S．4二・多、VeissIer：a・嵐0・S・92・

　（註二〉　Wenger31nstitutionen・S・312・穗積博士、遺文集第二珊・p・246参照。

　（註翼♪　・一マの初期に當り、法規範未だ精微ならずして、且つ法廷が市揚の

　　中央廣場Forumの青天井の下に開かれたる當時に於ては、雄辮が法廷を支

　　配する最良の武器たりしことは疑ひを容れぬ。其の後、法廷が室内に移砂た

　　る後も、侮、法廷は辮論が支配し、辮論技術が、あらゆる角度から研究せら

　　れたのであつた。帥ち當時には、Cicero，免uintili蹴，％c1tus等の著作が、法
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廷辮論の範とせられ、C至ceroの如きは、屡々「・一マに於ては、雄辮が第一一

位にして、法律學が第二次的技術なり」と稻し、VgL　Jδrs＝：Rδm示c｝1e：Rechts－

w漉enseh孟．S．255．N．2。彼自身、辮論に先立ち、其の全部を手記し、一語

一語を推敲した墾と云ふ。斯くて有名なる事件には、多激の辮論人が現はれ

て、纏日の畏きに亙る辮論を爲し、弊の極まる庭を知らざ夢しが爲め愉漸次、

法廷に現はるぺき辮論人の数と、其の辮論の長さとが制限せらる＞に至つた

のであるQ此の鮎に就ては、本稿三一頁（註二）参照Q

（註圏）Wenger識紘0。im　M我gnus．S．452．

　此の辮論入om搬には、澹革的に、肚會上流の．入士が、之れ

に從事し、名碁あるの任務とせられた。從つて其の勢力に饗し

ては、贈典を受けたりとするも、報酬を受くるが如きことは、

なかつたのである。（註一）如何に此のo賊Grの薩會的地位が高

かつたかは．Aug蹴sも薦帝（訂誼4：B・（）．〉に關する逸話が示して

居る。（註嵩）向．我々は、共和時代拉に帝政初期の時代に於て、

法廷に於て辮論を爲せる者の申に、C蜘，8碗恥，翌iberi囎u．

C漁sG蹴五US，臨r欄A蜘nhS，P・mpeius，Cicero，：B描US，

C齢⑳r・更に又．前述のAugust薦の如き、史、ヒ有名なる多藪の

人々を登見し得る。（註三）併しながら此等入士が．軍に名響的

義務若くは好事心より．法廷の辮論を爲せ今とは、現實的なる

・一マ國民としてあり得ざる庭であつて．要之、其の政治的目

的達成の手段と爲されしものと考へられる。（註四）

　（註一）：Be伍man跳一E・墨lweg：Denδm，Civi1pr・ce3s。II．S．167N、55、多

　　We蛤slerほ．a．0．S．94．

　（註二）　Augus加Sが、或る時、其の部下の老兵よ夢、法獄に於ける辮論を懇願
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せられ、彼は其の求めに慮じ代表者を差向けむとした虚、其の老兵は、其の

身盤にある疵痕を示し、昂然として曰く「私は・職雪に際し・陛下の爲め自

　ら職ひ、決して代表者は迭らなかつた」と。已むなく帝は、自ら法廷に赴い

たと云ふ。此の逸話の眞儒は保詮の限りではないが、當時、如何に法廷に於

　ける辮論が、高貴の地位に相磨したかを示す好個の材料であらう。VgLWeiss－

1er：　a．乱．0．S．93．

（註罵）　偉大な辮論家は、其の若年の時代に、既に重要なる事件に關與した。

T＆citusに依れば、Lucius：L量cinius　Crassusは、既に十九歳の時、Caius　Carb

にi封し、ヌ1、C飴訂は、其の二十一歳の時、Dolabel瓶に封し、法延にて辮論せ・

　りと云ふ。又、Ciceroが、Rosciusの爲め辮論せしは、彼の未だ満二十六歳

に漣1せざる頃であつた＝Q　Vgl．K且b1：汎。紋、o，s。6／7．

（註四）　跳の辮論人の任務は、更に叉．、・一マの有産上流階級の子弟が將來の

政治的飛躍を爲す温床の役目を爲したのであつて、從つて敦れにせよ・無報

酬にて悦むで、此職務が執られたのであつた。VgL　I勲bl3＆萬0・S・5弓

『～Veissler：跳．乱．0．S．93．；～Venger：我．a。O．in1　｝lagnus．S。451．

　斯く辮論人oratorの枇會的地位高く、杜會的上流且つ有名の

入士が此の職に就きしに比し、法律顧問juris　consultiの肚會

的地位は遙かに低く、且つ史上有名の者に乏しい。其の故は、

法律顧問juris　consultiの職に從事せる者は、主として當時の

法律學者にして、政治家の之れを顧みざりしと、更に辮論人が、

其の辮舌拉に著作を通じ、殊更にluris　consultiの地位を低下せ

しむるが如き言動ありしに由る。（註一〉併しながら共和制末期

に至りては、祉會的要求の爲め、法律家が辮論．べ・r泓torとして

法廷に現はる㌧に至り、（註二）此の時代より漸次、辮論入と法

律顧問との匿別が失はれ、訴訟輔佐人advoca七usなるもの㌧成
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立を見るに至つたのである。（註三）是れと同時に著しく職業化

し來り．後述するが如く、其の勢務に封する有報酬の原則が確

立せられ、寧ろ世は、其の報酬額の高きに苦み、Diocre七ianus

帝（284－305A，D・）の時、最高手数料法（301A・D・）が定めら

る㌧に至つたのである。（註四）

　（註一）K且b1：翫・a。o。S。6／7。3Wenger：a・翫o・imムlagnus・s・45L

　（註二）　例之、C脇ius　Slllpicius　G跳lb乱・Lucius　ILicinius　Cr肌ssus，Servills　Sulpicius

　　Rufus等の如しo　VgL　K費bL鉱＆．0．S．7，

　〈註罠）　此の推移を更に詳細に説明するならぱ、認VQC翫tusは、其の初めの頃

　　は、法律顧問juris　consultusと同じく、法律上の鑑定をなし、若くは軍に

　　法延に同行せしに止まり、一般に無言の補助者と稽せられ、重大なる事件に

　　際し．當事者又は辮論人or抗torが、彼を法廷に件ひ、其の名郵に依る有利

　　なる影響を齎らしめんとなしたのであつた、）Wellger：批．翫，0，imMagnus・S・

　　452．N．3，3Mommsen＝R伽．Str翫frecht，S。377．N。7弓Bethm翫m－Hollweg3

　　Der　rOm．Civilprocess・II．S，205．而してか＞る段階を経て、法律學の素養

　　あるadvOC翫t囎が、辮論人or乱torの地位を綴ぎしものである。

　　　此の推移の過程は、頗る曖昧であるが、兎に角、帝政時代に至りては、p加

　　‡rOlluS，我dvOC乱tuS等の名稚は、其の間の匪別を失ひ、凡べて當事者と共に法

　　廷に現はれ、辮論をなす者を、一般に縦dvocatUSと1欝せしもの＞如くであるO

　　VgL　K豊bl＝抗，我。0．S．5．

　（註四）Weissler：漁。0。S．94弓｝Iommse11－Bl且mner3：Der　M批xim勘ぬrifdes

　　Diocletia11（1893）。S．120。

　以上述ぶるが如く、共和制時代を通じ、法律顧問luris　con一

㎝ltiと、其の源をpatroniに迄遡り得るi辮論入ora七〇rとが融合

して、辮護士昂dvo餓加sなるものを形成したのであるが、前述

のora七〇rは素より、此の訴訟輔佐入翻vOC勘tuSも、亦、法廷に於
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ては、專ら辮論の任に當り、訴訟代理Prozessvertretungの椹限

を有しなかつたのである。蓋し・一マ法は、其の初期に於ては、

極めて例外の場合の外、代理Stellver七Tetungを許さなかつたが

爲め、法廷に於ける訴訟代理Prozessvertretungをも認めなかつ

たのである。（註一）併しながら實際の必要上、後述するが如く、

種々迂廻の方法に依り、方式書訴訟：FomularProzeSS時代に至

りて、漸く訴訟上の代理を認むるに至り、而して其の訴訟代理

権を有する者としては、沿・革上の理由に基き、代訟．尺cog垣tor

と代理入｝）rocu凱torとに分たれ，たのである。併しながら此の

cog葺i七〇rとproc皿我torとは、職能上の匿別なかりし爲め、帝政

時代を通じて、漸次、相接近し、前述の如く儒帝法典時代には、

既に其の問の匿別が滑滅せしのみならす、（註二）更に訴訟輔佐

人adv・ea七usに封し、訴訟代理権が與へらる』に至つたのであ

る。（註副去れば末期・一マに於ては、無voca七usと云へば、訴

訟代理をも包括し、今日の辮護士Recht瞼nw駄1tと同一意義に

解し得る。（註四）

（註一）R廿me1三n，M：．，ZurGesc五圭chtederStellvertretung，18S6・S・18・胤；

Weissler：a．訊．0．S。99．；G汎ius：1▽，82，「・…往時法律訴訟手綾の行はれた

る世に於ては、絡・段なる場合を除くの外は、何人も他入の爲めに出訴するこ

　とを得ざりき」（末松博士、ガーイウス羅馬法解説P・466・）。

　・一マ民事訴訟に於て、當事者の代理をば、容易に認めざりし傾向は、私

法殊に債櫨法に於て代理Stellvertretungを拒否したると同一範晴に属するQ

蓋し當時、訴訟は、Iitiscontes旛tioと稻する訴訟形式に關する契約に依りて闘
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　　始せられたるが敵に、契約に關する私法法規が之れに適用せられたのであ

　　るo

　（註二）　本稿一四頁（註二）滲照。

　（註罠）Wenger：＆，＆O、im　Magnus，S．456、！7」3K負bl：我．乱．0、8．15　本稿

　　二八頁参照。

　（註四）故に本稿にては、末期・一マ以後の叙蓮には、adVOCatusを辮護士と

　　繹する。

　　　　　　　　　　　　Iv．

　以上述ぷるが如くにして、・一マ法欄熟期たる帝政期に於て

は、辮護士は、訴訟代理権の付興せらる』代訟入co9丑i七《）rと

代理入procu麟or就に．訴訟代理権を有せすして法廷に於ける

辮論を專らにせる訴訟輔佐入滅vo磁鵬とに分たれるのである

が、此の外、當時の法學者Reehtsgeiehr乞er力貧．後蓮するが如き

皇帝よう典へられたる法律問題に關する解答灌」聡reSpoden畿

に依ひ、訴訟に於て重要なる役割を演じたのであつた。

　以下．夫々に付き略読を試むる。

第一　代訟入cognitorと代理．ノk　prOCu描or（註一〉

　（謎一）cogn三torとprocuratorに關する詳細なる文献は、Wenger＝Institu・・

　　tio㈹1．S．84．N．29．

　訴訟代理が．法律訴訟盈egis我ctioの下に於て、原則的に否定

せられしことは．既にそれを蓮べた。儲一）1丑S翫utionesに依

れぱ、被後見入の爲めにする後見入の訴、自由擁護の爲めにす

る自由擁護者aαsertor　liberta七isの訴等、特殊の場合に限う他人、

の爲にする訴の提起が許されたが、（註二）此等は、軌れも今鷺
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の訴訟理論を以てせば、訴訟代理に非すして、寧ろ他人の事件

に付き訴訟途行梅Pr・zessf廿hrungsrechtの付與せられし場合と

看るべきであつた。（註三）然るに他入の爲めに爲す訴訟を、か

かる極めて例外の場合のみに限ることは、事實上困難なりしが

爲め、漸次、問接訴訟代理の法理を展開し、方式訴訟Formul凝

Prozess時代に至りて、代訟人cogni七〇r虹に代理人procur＆七〇r

の制度を生み、途には現代訴訟理論に於ける訴訟代理、即ち直

接訴訟代理の域に迄、孚ば到達したのであつた。（註四）併しな

がら直接代理を原則的に否認する・一マ法制の下に於ける登展

なるを以て、其の経過は、今日よりそれを見るならぱ、洵に奇

異にして且つ不徹底であつた。

（註一）　本稿二〇頁（註一）滲照。

（註二）　Institutiones・IV・10・Pr。（末松博士ユスチー高アーヌス帝欽定羅馬法學

　提要p・522）・樹、同博士補註（ガーイウス羅馬法解説p・539）滲照。併しな

　がら此の例外に付き、疑問を挿む學者もある。VgL　Wenger：Ins嶺utiollen．

　S．85．N．31．

（註三）　訴訟途行椹に就ては、拙著、民事訴訟法要論（昭和八年）P。123以下

　滲照。

・（註四）　Gaius・IV・82・「吾人は或は自已の爲め或は他人の爲め訴訟を提起し得

　ることを記憶せぎるべからず、他人の爲め提起すとは例へぱ代訟人代理人後

見人又は保佐人が出訴するを謂ふ。往時法律訴訟手績の行はれたる世に於て

　は格段なる揚合を除くの外は何人も他人の爲めに出訴することを得ざりきの

　（末松博士、ガーイウス羅馬法解説P・466）・

代訟入cognitorは、其の套生の沿革、詳らカ・ならざるも、訴



第二章辮護士制度誕）浩革 23

訟上の代理人として登達し來れる制度である。（註一）而して其

の初期の形態に就ては、異説あるも、主として老齢者虹に病者

の爲めに許されたのであつて、（註⇒其の後法務官法Pr蕊tori・

s幽es　Rechtに依り一般的に認められ、當事者は、自由に之れを

選定し得るに至れるもの㌧如くである。（註三）而して其の選定

には、本入が相手方の面前に於て、一定の方式語を以て其の代

理として指定することを要した。（註四）此の代訟人cognitorが

原告の爲めに任設せられたる場合には、本入との問に直接訴訟

代理の關係を生じたのであつた。帥ち原告の代訟人は、原告た

る本入の地位に立つものと看倣され、從つて代訟人は勿論本入

も亦、保謹s瀬sd瀬oを設定することを要せす、（註五）而して

・判決は、本入の名に於て爲され、從つて其の敷力は、直接、本

入の爲め、且つ本入に封し生じたのであつた。（註六）反之、被告

の代訟人として現はる㌧場合には、其の關係著しく異な帆判

決は、代訟入の名に於て言渡さる㌧ものにして、（註七）之れに

封し原告の利盆を防衛するが爲め、被告たる本人は、相手方の

求めに因り「判決履行の捲保Jsatisd醐ojudica七umsolviを供す

るの義務あるものと倣された。（註八、九）因つて此等の關係を考

・較するならぱ、被告の代訟入は、被告本入に封し問接訴訟代理

の關係に在b、今日の訴訟理論を以てせぱ、他人の事件に付き

訴訟途行権を有する當事者と看るべきであつた。

　（註一）Wenger：a乱0・im　M我g・・us・S445・末松博士、ユ帝羅馬法學提要
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　P・568（同博士補註）参照。

（註二）　　～Venger：　Institutionen，S，85。N．34、、

（註三）Wenger：照．0．im皿agnus．S。446・N。1弓We翻er：a・a・O．S、99・

　樹、本文の如き臨定の根振は、一般にG抗ius　IV・83（末松博士、ガーイウス

　羅馬法解説P，467）とせられるっWenger；Ins嶺utioneu，S・85・N・35・

（註四）G汎ius．IV。83．『代訟人は訴訟事件に於て一定の方式語を以て封手の面

　前に於て本人の代表として指定するものとす、原告が其代訟入を指定する方

　法は例へば次の如し、「予は今汝を雌不動産に關して出訴するが故に予は甲

　某を此事件に關し汝に封して予の代訟人たらしむ」、被告のなす所は次の如

　し、「汝は雌不動産に付て予に封して出訴せるが故に予は雌事件に關し乙某

　を以て予の代訟人とすあ原告は次の如き丈句を用ふるも妨げなし、「予は汝

　に封して出訴せんと欲するが故に跳事件の爲めに代訟人を選任す」、而して

封手は又同じく次の如き文句を用ふ、「汝は予に劃して出訴せんと欲するが

散に予は其事件の爲めに代訟入を選任す」、代訟人たるべき者が其選任の際

　其面前に現在するや否やは問ふ所に非ず。然れども若し其者が選任の際不在

　なるときは其者は其事の通知を受け之を承諾したる後に於てのみ代訟人とな

　る。』（末松博士、ガーイウス前掲書P468・）。

（註五）Ga呈us，IV．97・「加之假令代訟人を以て出訴する場合と錐も其代訟人

又は本人よ堕も何等の保詮を設定することを要せず、何となれば代訟人は一

定且つ殆んど荘嚴なる言語を以て原告たる本人の地位に置かる＞が爲めに其

者は正しく本人の地位に立つものと見徹さる＞を以てなり。」（末松博士、ガ

ーイウス前掲書、p，473／4．）o

（註六）Weおsler3批。a。0。S．99．

（註セ）　G駄iusJv。87．「』又若し被告に於ても代訟人叉は代理人を使罵する揚

合には封人訴訟に於ては一定の請求中に本人が支沸ふべきことを記載し判決

丈中に於て其代人の名に愛更す、封物訴訟の場合に於ては被告に付ては本人

の名も代人の名も一定の請求文中には記載せず、何となれば一定の請求中に

於ては軍に其物件は原告某の折有物たりと記載するに過ぎざればなり。」（末

松博士、ガーイウス前掲書、P・469・）。
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（駐’嚇　G蝕礁IV。10L「被告に付ては若し他入の爲めに防訴するときは如何

なる場合にも保謹を設定することを要す、何となれば如何なる人も保謹の設

定なくして地入の爲めに防訴をなすべき資格ありと認められざればなり・但

　し代訟入の場合には本入が保謹を設定し、代理人の揚含には代理人自已が保

鐙を設定することを要す、此後段の規則は後見人叉は保佐人にも適用するも

のとすc＿　（末季公ヤ嘩士、　カや一イウス前蜜易書、　P・475・）Q

l誌爽）斯く披告本入をして保詮を設定せしむる所以のものは、本文に述ぶる

が如く、鋼決は、被告の代訟入に封し爲さる＞を以て、原告が、其の判決の

瀧足を得るが爲め提起する「判決履行請求の訴訟」aetio　jud圭c批tiは、代訟人

に封し鴬すを要するが敵であるO　VgL　Wenger：111s芯iもutionen。S86．N。40，

　吹に代理入P即oou臨torは、代訟入CO9ゑitorとは、全く異な

れる種路に於て登達し來れるものなる1）、之れに關しては、確

實なる交献が存せ諏。（註一、l　p鞭・磁torとは、元來、一般事務

を代行する者を云ひ、其の初めには一般代理入を指禧したので

あるが．後には個々の行爲を爲す者をも、此の観念に包括した。

故にprocu盤torと云へば．好意を以て他．べの爲め或る仕事を爲

す者を総稔し．從つて輩に手紙を屈くることを引受けたる者を

も．亦、轡o膿r論oyと樗し得たのである。（註二、而して此のpro－

Gu麟orは．其の代理権の範團内に於ては．早くより訴訟代理権

を認められたのであるが．代訟人eognitorの制度に刺激せら

れ、特に訴訟代理権のみの付與せられたる者を生じ．之れを訴

訟代理入proe濯滋or嵐isと稻1．した。此の代理、尺の代理権は、通

常は．無方式¢）委任m鐡磁tm換に依ゆ與へらる』も、（註蕊例

外的には、本人不在等の場合．委任なくして代理入たることが
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許された。（註四）即ち是れは現在の事務管理Gesc臨ftsf並hrmg

ohne　Auftragに該る場合である。而して代理人の爲す訴の提起

は、委任の存すると否とに拘らす、代理入の名に於て爲し、（註五）

且つ代理人自身、判決履行の推保cau七ioludic泓tumsolviを立て

なけれぱなら濾。（註穴）而して判決は、代理人prOCur乱tor自身

の爲め、叉、夫れ自身に封し其の数力を生じ、其の剰決に基く

張制執行も、亦、同様である。（註七）因つて代理人　proc皿滋or

と本人との關係は、一種の問接訴訟代理に外ならないのであつ

た。（註八）

　（註一）Wenger：lnstituもi・nen。S。86．；Kabl：aa・0・S・13・

　（註二）　K廿1）1：＆，＆。0。S．14，；We聾lsler：註・a・O　S・1GO・；末松博士㍉ユ帝羅馬

　　法學提要、P。567£同博士補註滲照、

　（註三、四）Wenger：IIlstitutiollen・S・875G汎ius・IV・84・「之に反し代理人に

　　付ては何等一定の方式語なく訴訟進行の爲めに本人の代入とするものにして

　　箪純なる委任を以て選任せらる＞ものとすり且つ劃手の不在中又は不知の間

　　に於てするとも妨げなし。更に一歩を進めて言へば鼓に入あり假令本人より

　　明白なる委任を受けざるも其者が善意に其事に當望且つ其爲す所は後日本人

　　の承認を得べしとの保詮を設定したるときは之を代理人と認むべしとの説を

　　執る者あり。但し委任を受けたる代理人と錐も多くの場合に於て保謹を設定

　　するを要す・何となれば委任は出訴の初めに於ては之を秘密にし後に審判官

　　の前に於て公示すること屡々之あればなり。」床松博士、ガーイウス前掲書、

　　P。468ウ。

　（註五）　Gaius．IV．98・「代理人が自ら進み・て出訴するとき云々」（（註六）滲・

　　照）。111stitutiones　IV・10・「他人の爲めに訴へらる；者は代理人、…・の如し』

　　（末松博士、ユ帝羅馬法學提要、p・522）。
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（註六）　Wenger：Ins嶺ut至onen・S，87弓被告の場合、G・a置us・IV・10・（前掲〉；原

告の揚合、G協ius．Iv。gs。「然れども代理人が自ら進み・て出訴するときは其

者は後日其訴訟進行の事項に付き本人の追認を受くべき爲めに保謹を設定す

ることを命ぜらる。何となれば若し斯の如くせざれば同一物に付き本入が更

に別に出訴するの虞あればなり。代訟ノkを以て訴訟をなす場合には斯の如き

虞なし・何となれば何人にても代訟人を以て串訴したる揚合には本人が自ら

訴訟を進行したると同様に同事件にけき再度の灘訴を爲すことを得ざればな

　りoJ（末松博士、ガーイウス前掲書、p474）

（註七、　∫㌧）　　’～Vellger31nstitu駈011e1L　S・8S

　以上の如くして、方式書訴訟Formul刎：Proze鵤の下に、一

時、當事者の訴訟代理入として、代訟入cogni七〇rと代理人1）ro・

curatorとが封立せしも、斯く二種類併存する必要なきと、前遽

の如く浩革に捉はれ、代理人proeu磁《）rには、問接代理権を認

むるに止まり、實際上に不便なるとの爲め、代理入procurator

の権利は、漸次．代訟人の夫れと接近、吸牧せられ、代理．へ

prOCur乱torとして、法務官の面前に出頭せる當事者により口頭

を以て委任せられ、之れを調書に記載せらる㌧ときは、代訟入

cogRitorと同一の権限凌）わとせられ、（註一）斯くしてユスチニ

アン法典の當時に至つては、代理．へと代訟入との匿別を失ひ、

総べて代理人procu麟orの名の下に、直接代理の法律關係が形

成せらる㌧に至つた。（註二）加之、此の直接代理権ある代理入

prOGu麟orも、亦、洛革上、其の職務の執行に付き無償を原則

とせるも、此のprocuratorに任設せらる」には、法律上の知識、
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を以て其の要件とせす、實際上に於て不便なるが爲め、更に叉、

後述する別途の登達の径路を執れる訴訟輔佐人advocatuSと合

膿し、後期帝政時代には、訴訟輔佐人adVOC前USは、無條件に

代理入に任設せられ得たと云ふ。（註三）

　（註一、二）Wenger＝a．翫，O．imMagnus．S。446弓We量ssler：臨。a、O。S、99弓

　　、Veitere　Quellen　bei～Vellger：　In8titutionen．S．88．N．4：7・

　　術、Corpus　Ju漉には、cogllitorなる丈字が見當らぬ。是れは、編纂に際

　　し・改窟沁terpol面oせられしものなることに争ひがないo帥ちユスチニア

　　ヌス法典編纂者には・古典に付き・その必要と認むるinterpo1＆tioを施す椹

　　限を有したのであつた（武藤智雄氏、アレキサンドリア・ガーイウス臨片の嚢

　　一見、國家學倉1雑誌、四八巷一一號P．108、参照）o併しながら改窟1の個々の揚

　　斯に就ては、學者間に、議論が盛であるo　Vgl。Wellger＝a、翫。O，im　Magnus。

　　S．445．N．1．

　（註罠）　Weissler：a乱0．S、102．3Wellger＝111stitutionen．S．313．

　此等、代訟人cognibrと代理．べprocura七〇rとの地位は、後

述する辮護士訓vOC勘tUSに比し、肚會的に遙か低かりしもの」

如くである。（註一）蓋し此等には、辮護士advocatUSに於ける

如く、法律學者の如き上流階級に属する者が從事せざりしと、

其の職務の性質上、難務を執る必要ありしに因る。次に此等の

仕事の庭理が．當時、職業として認められしや否や必すしも明

確でない。（註轟）併しなカテら軌れ・にせよ、代理人proO罧ratorは

其の事務の執行に付き、原則的に、報酬の牧受が禁ぜられて居

つたのであるQ（註翼）

　（註一）KhbL＆a，0・S・141代理人procur翫torは、繋護士advoc欲tusと異な

　　り、裁判所構成上の地位を有せず、自由職業として、i辮護士に於けるが如き
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　　資格・定員等の定めなく、又、名響喪失者も、亦、之尋しに從事するを得たの

　　であつた。VgLWe至ssle㍑＆．a．0。S．102．

　（盤二）　併しながら商業代理人にして、職業として商業用書類の作成を爲す傍

　　らに訴訟代理を爲せる者ありしと同時に、VgL風Veおsler：乱a。0．S．：文獣に

　　依れば、Cicemの時代、更に降つて帝政時代に於て、代訟人cognitOrが職業

　　として認められしとも云ふQ　B砥ぬ皿anl1－Hollweg＝Der　r6nユ，Civi垣roceBS・

　　H．S．419弓WirbeL　Le　cogllitor（！911），S，192。

　（註三）Weissler：a。我。0。S，100．3反之、代訟人co9旗orに就ては、報酬を受

　　くることを許されしもの＞如くである。VgL　Wenger：我・a・O・1m玉lagnus・

　　S．4；46．N．6．

第二　訴訟輔佐入advoc乱七usと法律學者Reehtsgelehrter・

　共和制の末期に至り．古代の保護者P乱tmnusの系統を牽け

る辮論入or乱toτと、法律的素養を中心とする法律顧問juris

¢011SUltiとが、訴訟輔佐入a御OC挑tuSの名稽の下に総括せられし

こと、既に述ぷるが如くである。（註一）而して此の訴訟輔佐入

汎dvoe飢USは、帝政1期を通じて、制度的登展を遂げ、前述のcogni－

tor立立にprOCUでatorと雰目立立むで、　言斥訟一k、重要ブ♂るイ斐：害りを演じ

たのであつたo

　（駐一）　本稿一九頁（註二）滲照。

　帥ち訴訟輔佐人翻voe編usは．法廷に於ける申立と辮論とを

專らの任務と爲し、訴訟に於ける當事者の代理は、本．家、其の任

務に非すして、代訟人cog鋤or若くは代理入．prOCu麟orに委

せられた。帥ち訴訟成立の爲めにする争瓢決定1itisco途もest乱tio

は、其の性質、一の訴訟法上の契約なるを以て．當事者自身、
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荷、若し許さる㌧場合には、代訟人cognitor若くは代理人pro－

oura七〇rに依りて、之れを爲すべく、其の上にて訴訟輔佐人＆d－

vocatUSが、當事者と共に法廷に出頭し、申立postulatioを爲

したのであつて、此の申立は、當事者本入の爲したると同一の

敷力を與へられた。（註一）而して・一マ法に於ては、各種の理

由に基き、當事者自身が申立を爲す権なき者を認むるのである

が、此の場合には、必す訴訟輔佐人adVOC就USを使用する必要

があつた。（註二）申立無能力者として、Codexには、未だ十七

年に至らざる者、其の他を墨ぐる。（註…三）

　（註一）　Cod，Just，2．8、1（227n．Chr）3VgL　Wenger：訊．我。O．im　M我gnus。

　　s．454．N．3．

　（護二）　G蜘s・IV182．（末松博士、ガーイウス前掲書、P・532）∫樹、學説彙

　　纂：Dige呂ta．中「法廷に於ける申立に就て」De　postu1践ndoの章下に「汝、訴

　　訟輔佐人なきときは、我之れを典へん」‘‘Si　non五abebUn右磁vocatum，ego

　　dabo．”とあるoDig．3。1．1。4．

　（註三）　D三9。3，1．1．3．3樹、學説彙纂　Digesね　の此の：章（第三審第一章法廷

　　に於ける申立に就てDe　postu1鋤do）は、其の前丈に「本章は、法務官が、彼

　　の尊嚴を維持し、且つ其の威望を傷けざらむが爲め、何人も、無差別に彼の

　　面前に於て申立を爲すことを防止するために設けたるものな恥と掲げ、各

　　種の申立無能力者を纂ぐるも、其の中には、盲目者は、彼の榮警の徴章を看、

　　尊敬の念を起し能はざるの故を以て、申立無能力者となせる等、滑稽趣まる

　　ものもあるo　Dig．3、1．L5。Vgl、Wenger：Institutionen・S・453／4・

　斯く訴訟輔佐．へadvOC＆tuSは、法廷に於けるi辮論を主となせ

る結果、i辮舌の巧みなることが其の最も必要なる資格とせられ、

此の事が、辮論を好みし・一マの國民性と相侍ち、辮論の時問、
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愈々延長せられ、殊に刑事訴訟に於ては、不自然なる方向に迄、

登展した。帥ち、刑事訴訟に於ては、元來、一被告人一辮護人

の制度なりし塵；、共和制末期より帝政期初頭に亙り、二人、四

人と途に十二人に迄漸次増加せられ、有名の事件にては、多歎

の辮護人が、夫々、絡日の長きに亙う辮論するの例が稀れなら

ざるに至つた。（註一）於是乎、辮護人の藪蛇に最長辮論時問の

制限等が、行はる㌧に至つたのである，、（註二）

　（註一〉Mommsen：：Rδm。Str晦rozess・S。377・；Wenger：徽・O・im　M：agnus・

　　s．455．

　（註二）We…ssler3a．a。0。S。93弓Wenger3a。窃．0．im　M＆gnus。S．455。タ疏

　　の制限は、Pompeiusの例外法に依りて初めて設けられたりと云ふ。VgL

　　］～10mmsen：　翫。a．O．S。　377．　N．　6。

　此の訴訟輔佐人advoca加sなる者は、共和制末期より帝政期

初頭に亙う、漸次．職業化するに至った。蓋し當時に於ける・

一マの経濟的躍進は、職業として此の任務に服する者を甦會的

に要求し、且つ容る㌧に至つたが故である。（註一）而して此の

職業化せる翻voc舗usの外に、純然たる法學者：Rechtsgelehrter

が、訴訟・に重大なる役割を演じたることは、見逃し能は露。　即

ちadvocaもUSは、素より法律的素養を具へたる者ではあるが、困

難なる問題に關しては、時の法學者の意見若くは鑑定を求めた

のであつて、此の法學者が、當事者若くは訴訟輔佐人認voc滋us

の求めに因り、具膿的事件に付き與へたる法律上の鑑定は、長

きに亙り、且つ其の数を重ぬるに從ひ、訴訟制度に　なからざ
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る影響を及ぼし、斯くして新たなる訴訟の形式Prozessformen

の構成せられしこと稀れなりとせぬ。（註二）而して此の法學者

の鑑定意見を、解答responsumと稔し、殊に帝政期に至り、著

名なる法學者に封し、皇帝が、解答椹Jus　respondendiなるも

のを典ふるに及び、（註三）法學者の見解は、公法的性質を帯ぷ

るに至つた。（註四）

（註一）K五b1：批。a、O，S。5．

（註二）Wenger：a，a。0．im　Magnus．S．448／9。3Wenger　dnstitutionen・S・

312．

（註三）Pomponius。Dig、1。2、2．48£ヌGaius、1．7、「法學者の解答とは法律

解繹の特許を與へられたる者等の断案及び見解を謂ふ。此等の諸説の互に一

致したるものは法律の敷力を有す。若し否らざるときには審判官は任意に自

巳の揮ぶ所の説を探ることを得。是れハヅリアーヌス帝の勅書に宣示せる斯

なり。」（末松博士、ガーイウス前掲書、p・4・）。

　Inst・1・2・8・「法學者の解答とは法律解繹の勅許を受けたる者の噺案及び

見解を謂ふ。何んとなれば右は公然法律を解繹するを職業とし答案を與ふる

の椹を勅許せられたる者帥ち法學專門家Jurisconsultusの稔ある者の制度あ

　りたればな聾。是等の者の悉皆一致せる断案及び見解は、勅法の規定ありて、

審判官も之に準嫁せざるを得ざるの椹威を有す。」（末松博士、ユ帝前禍書P・

10）

（註四）　Wenger：a．翫．0．im　Magnus．S、450．3末松博士、ユ帝前掲書、P・31（同

博士註）参照。

　然るに帝政最盛期に至り、法律鑑定に專心する法學者の藪が

漸次、減少の一途を辿つた。〔註一〕蓋し凡べての法律問題は、

帝王の勅書に依り解決せられ、敢へて法學者の解答responsum
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を待たざるに至つたが故である。而してDiocreti乱nlls帝（284－

305A・n）以來、法學者の特権たりし前述の解答椹Jus　resp・n－

deRdiが滑滅せしめらる㌧に至り、（註二）愈々、此の傾向を顯

著ならしめた。而して其の反面として、法學者にして訴訟輔佐

人advo餓tusの職に從事する者が櫓加したると、（註罵）更に前述

の如くadvoeatusが、漸…欠、cognito「蛇にprocu脇torの職を粂

ぬるに至りしが爲め、（註四）結局、後期帝政時代に至りては、

窃dvo麟薦は、訴訟に於ける、あらゆる職務を庭理する、今日

の辮護士Rechts油w謡と同様なる機關となつたのである。（註

五．六）

（謎一）Wenger：徽。O．iln　M汎gnus・S・456・

（註二）　KipP3　Gesc琵cllte　der　Que11en　des　Iδm・Rechts（1919）．sほ45．

（離i翼）　斯くて法學者は、advoc酷usとして、當事者の爲め法廷に於て辮論を

爲すと同時に、他面、法學者は、屡々、裁判の任に衝るべき陪席鰹essores

　として招かれ、若くは審判員Judexとして選まるることありて、場合に依恥

同一事件に付き、同一人が．判事にして且っ認vocatUSたること絶無ではな

かつた。而してJustinianUs帝は、これを禁じたのであつた。CodJust．1．

51．14．3Cod．Just。II．6。6．pL；VgL　Weissler：蘭。O．S．98．

（註四）　本稿二〇頁並に二八頁（註三）参照。

（註五）Wenger；徽．0，加班agnus。S．456／γ・

（註六）　此の當時に至P、advocaもusと、Jur1s　consulti（法律顧間）との匪別

を失ひたるのみならず、自らsc五〇1astici（學者）と禰し、』又、其の職服も09出

（上衣）に依P、togatiとも稚した。VgL　Bethmann－Hollweg3Den6m．Civil－

process。III，S，162弓Wenger31nstiもutionen。S．312，
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　　　　　　　　　　　　V．

　以上述ぶるが如くにして、advOC飢USなるものは、帝政時代

を通じて登達し、保護者pa七ronus乃至辮論人ora七〇rの後喬と

して法廷に於ける辮論を專らにせし當時より、更に今日に於け

る辮護士Rechtsanw謡と1司様に、訴訟に於けるあらゆる任務

を執る機關にまで登展を途げたのである。之れを制度的に観察

するならば、共和制末期より帝政期初頭に亙り、前述の如く其

の職業化せられて以來、更に祉會的状勢に件ひ、之れに國家的

統整が加へられたのである。即ち此の職に從事するには、一定

の資格を必要とし、且つ一定裁判所に登録することを必要とす

るが如き制度を生み、更に、今日に於て問題とせらる㌧定員制、

地域制限、報酬制限等が、當時、既に論ぜられ、且つ立法問題

とせられたのである。以下、此等の間題を一瞥する。（註一）

　（註一）advocatusに關する詳細な丈献は、Wenger：Institutionen・S・312・N・

　　24：．

　advocatusに封する國家的統整は、第三世紀以前、即ち帝政

期中葉以後に於て、愈々、完備の域に達し、翻vocatUSは、一種

の官職化して、裁判所に從厨する司法機關たる形態を執るに至

つた。其の國家的統整の第一として、advocatUSの職に從事する

には、一定の資格を必要と爲した。帥ち其の資格の第一要件は、

法律學の素養あることであつたが、後には正規の課目に依り法

律學を修業したることが必要とせられ、（註一）而して其の修業年
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限は、初めは四ケ年であつたが、JUs七撤an囎帝に依り、五ケ年

に延長せられた。（註二）次にadvocatusたるの要・件としては、其

の就職に、皇帝若くは共の代理者の同意あることを必要とし、

（註罵）更に紀元四六八年以後は、其の正教徒たることが必要と

せられた。（駐四）術、鉄格條項としては、十七歳未満の者蛇に

名碁喪失者雌amie等が墨げられる。（註五）

（註＿）Wenger：＆識，0．董ln　M乱gnus，S．457．N．4弓W曲1er3鞠．a．0。S．95．

（註二）　修業課程としては、第一學年には、法學入門ins廊u蜘nenとし、引綴

　き三ケ年問は、古典法學者、殊にP乱P憾蹴の講i義に費し、最後の一ケ年を、

蕩らしき法律事件等の彪理研究に專念せしめた。VgL　K節1：我・翫・0．S・10。

（離属）　Cod。Just．2，6，6。6弓VgL　K負bl：1覧．訊．0。S。10．N。3。

（註霞）βet五mann－H・llweg：Derr6瓜Civ三lpr・cess・III，S，164。N，23．3

1ζ廿b1：　践．a．0．S．11．N．1．

（註五）　：Dig，3．1．1，3，u，6．3Vg1。K輪1：a，乱O，S。11，

　斯く滅vocatusたるべく一定資格の必要とせらる㌧と共に、

之れに封する統整を容易ならしむる爲め、一定裁判所に研属す

べきものと爲し、其の結果として、更に地域制Lok瀬sierun呂

と定員制numerus　claususとが、之れに随’俘したのであつた。

先づCons幅nti丑us大帝（306－337A・D）は、西暦三一九年、

瓠voc錨薦は、凡べて其の所属の裁判所に於てのみ職務を行ふ

ものと爲し、愛に地域制が確立せられた。（註一）而して一定裁

判所に於て菟許せられたる記VOC挑tUSは、集つて一の團艦COL

1⑲gium　to9批torUmを構成し、其の長には、國庫辮護士advoc鵠tUS
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丘SC堂を以て充てた。（註二）斯くてadvocat薦の一定裁判所への

所驕が確立するに至れば、之れと同時に各裁判所に所属すべき

定員藪の問題が當然に生する。併しながら此の當時に於ては、

末だ員歎を制限すること困難なりしが爲め、訟vocat聡に二階

級を設け、即ち定員s七atu七iの外に定員外supemUmer我斑を認

め、（註鼠）而して前者のみadvoca七麗として完全なる椎限を有

し、且つ裁判所に備ふる名簿に登録せらる聴のと爲し、後者

は、下級の官磨にて職務を執行する場合の外、正規のadvoca七us

の補助者として職務を執るべきものとせられた。（註四）カヘる

段階を経て、第五世紀に至り、原則的なる定員制numerus

daususが行はる㌧に至つたσ）である。（註五）

　（註一）　L，1、2，Co（L　Theod．de　postuL2，10；　Khbl：二しa。0。S，10．N。1弓

　　Weissler：＆，a．0。S．95．

　（註二、）　Bethm乱lm－Ho11weg：臨訊・0・III・S・164／5・；“アdssler：翫a・0・S・95・；

　　Cod。Just，72，8．

　（註三）　Cod。Just・2・7・24弓　Bethman11－Ilollweg：Der　rGm　　Civilprocess・

　　III．S．1633Wenger：鳳。O，im　M＆gllus。S，457。

　（註四）K：Ubl：a・8。0。S・10・

　（註五）此の定員制は、一部、a伽O幅US自身の要求に因り、個々の裁判翫に付

　　き、例之、urbi縣には八十名、praeωrio縣には百五十名と云ふが如く、夫

　　夫れに規定せられしもの＞如くである。VgL　Weissler：批。a．0・S、95・3：Beth。

　　mann－H・llweg＝徽・0・III・S・162／3・

　か＼る鍼vOC泓tUSに封する國家的統整は、advocatUSの地位

に著しいi攣化を齎さすには置かなかつた。帥t）advocatIlsなる
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ものは．枇會に於ける一の階級を構成し、身分的榮碁を捲ひた

ると同時に．其の職務上、一定の椹利と共に、嚴重なる義務を

も課せられたのでめる。就中、瀬voe抗加Sは、前述の如く一定

裁判所に所属するの結果として．身分上、其の裁判斯の監督に

服し、例之．其の職務を行、ζ・地域を離れ、長期に亙今族行せむ

とする場合の如きには、裁判所の許可を必要となしたる等の

外、（註一）更に進むでは．裁判斯は、其の必要と認むるときは、

a伽oc蜘Sに封し懲戒権を行使し、其の職務の執行を停止し、若

くは禁止することを得た。（註⇒禽、認vo磁usは、裁鯛所に

勤し、恭敬の態度を執るべき義務を負ふた。

　（駐一）B紬m窃恥H・豊lwegεDerr伽・αv三lpr。ce謝・mS・ユ66・N・・蛉多

　　K：肢b互＃批．窃．O。S．1！，

　〈註二）　Bethmann－HoUweg3＆．批、O。II．S．i65，樹、當時の通弊た塑し辮論

　　の冗長に亙れる場合の如き、裁判所は、懲戒を以て．之れを戒告することを

　　得たo　K茄L　a・a．0・S・1L

　瓢vo繍Usの職務行爲、邸ち法廷に於ける訴訟の輔佐拉に辮

論に付き、金銭的報酬を到檀として牧受し得るに至つたのは、帝

政時代に入つてからのことである。夫れ以前、郎ち共和制時代

に於ける謡vo麟鵬は、其の前身たる癖論入o雌or若くは保護

者腿tron薦に就て翫に蓮べしが如く、（註一）凡べて無償を以て

原則と爲したのである．蓋し此の當時に於ては、未だ充分に職

業化せす、有識、有産の者が、階級的義務として、若くは、其

の政治的目的達成の手段として、之れに從事したるが爲めであ
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つた。（註二）併しながら此の當時に於ても、贈與の形式を以て

報酬を受け、叉、公然の秘密として報酬を求めしことは、例之、

キンキア法lex　cinci乱（204v・価r・）等に於て、法廷に於ける

辮論の爲め金銭若くは贈與を牧受することを禁じたるに依りて

も、（註罠）窺知することが出來る。

　（註一）　本稿一五頁以下・

　（註二）　本稿一七頁参照。

　（註三）Wenger：a・＆・O・im　Magnus．S、456弓Weissler3a．＆．0。94．3船田享

　　二氏、羅馬法、P。449．滲照。

　斯くadvoca七USの職務行爲を以て一種の名碁的事務と倣し、

法律は、之れに封する報酬の牧受を禁止し、更に丁凸磁US其の

他の文筆家は、口を揃へて之れを批難したのであつたが、（註一）

時代の経濟的躍進は、advOC乱tUSの職業的成立を齎らしたるの

結果、帝政時代に入りては、菅に金銭的報酬の牧受を認めたる

のみならす、特別審理手績eXtraOrdimri勘COgni七iOを以て報酬

を請求することを許し、（註二）更にDiocretianUS帝の時、最高

手藪料Maximalt島rif（301A。D．）力貧法定せらるるに至つたので

ある。（註三）

　（註一）丁乱citus：Annales・IV・S・52・3K廿bL我，a，O．S．8。；Wenger3a。a．0．

　　im　M翫gnus。S．456。N，2。

　（註二）：Dig・17・L7・「代理人procuratorに封し約束せられたる報酬が、非

　　常訴訟破依り訴求せられたる揚合には、依頼人に於て初めに報酬を支彿ふ意

　　思があ珠從つて其の約束を履行することを必要とするものなりや、更に』叉、

　　代理人が、善良の風俗に反し、高き金銭的報酬を以て、訴訟の危瞼を員搬した



第二章辮護士制慶の潰革 39

　　罫やの鮎をも審査すべきものとす」。爾、VgL　Wenger：a・a・O・im　Magnus・

　　S．456．

　（註三）Wenger識，a．O．im　M我gnlls，S。456，N．3．l　Mommsen－Bltimner；

　　DerMaximaltarifdes：Diocretian（1893）．S。120』Diocreti＆nusの定めたる最

　　高手敷料は、訴提起の申立pos加1批tiOに付き250Den鯉e．訴訟代理eognitめ

　　に付き1．000：Den我reであつたと云ふ。Weissler：徽・O・S・94・

　而して當時に於ける認voca七usの牧入が、假令、其の全部の

者に就てに非すとするも、相當高額に昇bしことは、其の職務

の性質と、當時、面VOC翫七漏の肚會的地位の比較的高かりしこと

（註一）よりして容易に推測し得るのであるが．街、ユスチニアン

法典中に定めらる㌧其の最高手歎料が、當時の経濟状態に比し、

著しく高額なること等も、（註二）亦、其の護左と爲すに足りる。

當時の認voca七uSの或る者が、極めて豪奢の生活をなせしこと

は、文獄が、之れを示して居る。（註罠）併しながら翻vocaもusの

牧入の過大なることは、其の職務の性質上、相當、戒心を要す

る周題であり、夫れには、種々の悪弊が内在し、又、杜會的弊

害の因ともなつたのである。

　（註一〉　當時、磁voc乱tusは、訪蓮のcollegium　togatorumに依聾て、團髄組

　　織を有ち、且つ或る程度に於て、時の國家穫力より濁立せる爲め、階級的濁

　　立と、高き名聲とを有つた。Vgl．Bet五mann－Hollweg：翫・＆O・III・S・166弓

　　Wenger識、＆．Ojn集皿agnus。S、455／6・3樹、ユスチニアン勅法彙纂Codex

　　中に、次の如く認voca加Sの功績を絶讃せるものがある。

　　Cod．Just。2．7．14，（」．469）。「疑はしき事件を、克く判断し、其の熱烈な

　　る辮論を以て、公私の事件に於て、陥れ’られたる；者を救け、力蝿きたる者を

　　再び立た1、む漁advocatusは、人の爲め濫せる鮎に於て、彼の職揚に闘ひ、
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　　傷き、以て憩國と爾親とを救へるに比し、決して劣るものに非ず。蓋し吾人

　　は、濁り創と盾と兜とに依りて闘へる者のみに止まらず、＆dvocatusも、亦、

　　我國の爲めに闘へるものと傲すものとすQ部ちadvoc乱tusは、其の輝ける辮

　　舌を墜量とし、急迫の歌態に在る者の希望と生命と其の子孫との爲めに、防

　　衛するなりo」

　（註二二）　ユスチニアン法典、學設彙纂Digesta中の規定に依れぱ、一の訴訟事

　　件に於て鍼vocaもusの牧受し得る報酬の総額は、1・000窃ureosを超え得ざる

　　ものとする（Dig．50．13．1、13ウQ併してWengerに依れば、此の金額は、

　　現在の濁逸貨幣2・175金マルクに相當するとの事である。WengeN蕊・M瓦

　　im　Magnus。S，456．N．4．

　（註翼）：Fried1義nder－Wおsow＆：Sittengeschichte　Roms（9，Au紐，1919），1，S，

　　182。其の一節に曰く「感謝せる依頼人は、彼（advoc＆tus）の爲め、其の馬を

　　駅し、若しくは四頭立の馬車に乗りたる像を立て、又、勝利の祀として綜欄

　　の枝を以て飾りた恥とo樹、Quellenが示されてはないが、佐伯好郎氏の

　　論文中に、當時のadvocatusの牧入の多大なりし例を墾げて居るo同氏」羅

　　馬法に於ける辮護士拉に署師の成功謝金間題及び謝金駿止善後策」（法律及政

　　治一巻、大並十一年七號、p。41）o

　　　樹、此の當時にても、下級のadvocatus（Winkel認vo幽teu三百代言）は、

　　僅少の報酬を受くるに止ま臥地方にては、金銭に代り、豚肉、魚類、果

　　實、オリーブ油、酒類等の現物を以て渡されたと云ふ。Wenger：翫・a・Ojm

　　Magnus。S．456．

　此の辮護士に勤する報酬の問題は、辮護士に關する重要の問

題として、今日、術、論議の焦鐵となり、（註一）各國とも、之れ

が立法就に封策に付き苦心しつ㌧あるのであるが、既に・一マ

の昔に於て、此の問題は、立法者の苦心の標的となつて居つたの

である。以下、ユスチニアン法典をQueHenとして略述するな

らぱ、advocatUSの報酬は、特別訴訟手績に依り請求し得るもの
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とし、（註二此の場合、裁判所は、r事件の大小．其の辮論の内

容如何、虹に裁判慣習を参酌し、更に特に其の事件を審理する

裁判所の慣行をも考慮して、1其の額を決定すべきものとする

（Cod。Just。50ユ3，1．1011。而して一事件の報酬の総額は、一一千

オーレーを超過し得ざるものとせられ（Cod。Jus七。50。13，1。13）。

（註三）最高額を超過したる額に就ては、返還の請求を許した

（Cod．Just。50。13．1ユ0）。是れと同時に、advocatusが、其の地

位を利用し、當事者をして、勝訴の場合、係雫物の過大なる部

分を報酬名義にて引渡すべき旨の契約を爲さしめたるときは、

其の職務の執行を禁止すべきものと爲した。（註四）術、序なが

ら翻vocatUSのみに關する問題ではなく、寧ろ一般的の問題と

看るべきであるが、不當の利得を獲得する目的を以て事件を買

入る」こと、蛇に訴訟費用を供給することを禁止して居ること

に注意を要する。（註五）

（註一〉殊に我國に於ては、今日一般的慣行とせらる》成功報酬に付き、喧び

すしき議論がある。此の貼に就ては、後述する豫定である・

（註二）　Dig．17．1．7．（本稿三八頁（註二）に課丈掲記）o

（註罠）本稿四〇頁（註二）滲照。

（註四）Cod．Just．2，6。5．「吾人の意思は、advocatusが、其の名讐を不常且

つ不法に利用し、其の引受けたる事件の或る部分の利盆を、報酬名義nomine

五〇norariorunユを以て、當事者の著しき損害の下に納めんとすることを嚢見

　したるときは、彼が、か》る批難すべき行爲を止めざる限り、其の職務の執

行を禁止すべしと蓉ふに在ηo詩

く註五〉　Cod，Just4．35．20，「汝が訴訟に依る不特定の牧盆を不法に買入る
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　　るときは、禁止せる契約として、其の履行の請求を爲し得ざるものとすo§1．

　　併しながら汝が、無償にて其の委任を受けたるものなるときは、汝は、誠實、

　　信用の原則に蓮ひ、其の立替へたるもの＞償還を請求することを得。」

　　　Dig・2。14・53、「争訟の當事者の一方の爲め、費用を立替ふることは、批

　　難すべきものに非ず。併しながら其の揚合、支串したる金額の元利とせずし

　　て、訴訟に依りて牧盆したるもの＞牛額を取得することを約するは違法なり

　　とす。J

　最後に、advOC島七USの職業的犯罪としては、法源には、當事者

より寄託せられし文書を不法に相手方に交付すること、蛇に當

事者双方より寄託せられたる文書を、不法に其の一方のみに封

して返還すること等が墨げられる。（註一）街、義務違背prae－

varica七ioとして、相手方を不當に利盆することを墨ぐるも、此

の義務違背praevaricatioなるものは、濁りadvoc乱tusのみに限

らざる身分犯罪である。（註二）

　（註一〉　Momnユsen：Strafrecht．S。675丘

　（註二）M：ommsen3a．aO・S・501E三Dig・47．15，1pr。

　　　　　第＝節古ゲルマン拉にドイツの

　　　　　　　　　　辮護士制度

：丈　獣

　　Weissler，Gesck油te　derRechtsanw乱1tscLaft（1905）。S。3－83。u．10姐3K：廿b1，

　Ges面chtederδsterreic五isc五enAdvok蜘r7S．15－19。；Schwerin7DieAn－

　waltsc五aft　im　deutschen　Rec血t7im　‘‘Magnus3　Die：Rec五tsallw＆1tschaft

　（1929）！，3：Brix，A．，Org我nisation　der　Advoka七ur（1869）．3Schw＆rtz，Vier一
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盗und叫J我五redeutscherCまvilpr・cess－Gesetzgebung（1898）5Planck7D3sdeut・

sc五eGer油もsver舳renimMittel＆1ter，2Bdle（1879）弓Sc髄der一漁nssberg，

Lehrbuc五derdeut．：Rec五tsgeschic五te（1922）；Brunner，H．，Forschungenzur

Geschi磁e　des　deut．u．f士anzδs』Recktes（1893）。S。389－443。3We鵡sler，A。ア

Die　Umbildung　der　，Anw我ltscぬ翫銑　unter　Friedrich　dem　Grossen　（1891）．；

Stein，E，FreまeAdv・幅u卸（1867）。S・王一31弓Lesse，丁血・，：D∫epreuss畑che

Rec虹ts乱nw乱ltscぬa代wぬendderle七zten50Ja五ren，im“Fes轡be愉Dr，

R　Wi！ke（1900）。，’

　諸外國に於ける辮護士制度概麹（司法費料大正ナ五年第九五號）　PP・塩8・

《本書は前掲M翫gnus著の抄課とす）。金子要人氏．改正辮護士法精義（昭和九

年）P・3・

　　　　　　　　第一　古ゲルマン法時代

　　　　　　　　　　　　　　1．

　愛に古ゲルマン法時代とは、カーノレ大帝の死（814A・D・）に

至る迄の一般にフランク時代f臨丑kische　Zei七と稻iせらる～時代

を云ふQ古ゲルマン法に於ては、ローマ法に於けると同様、「代

理」StellvertretUR9なるものを認めなかつた。’而して鷲一マ法

が、前述の如く、夙くより不徹底の態度を以てその例外を認め．

その爲め訴訟上に於ては．當事者を代理する辮護士制度なるも

のが登達するに至つたのであるが、古ゲノレマン法に於ては、此

の療則は嚴重に支持せられ．極めて例外の場合にのみ、例之、無

學者、女子拉に病人等の爲め必要已むを得ざるが如き場合にの

み、代理を許した。（註一）斯くゲルマン法にては、r代理」を原

則的に許容せざるの結果として、訴訟上に於て、今日の如き辮
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護士制度が登達すること能はす、唯、後述するが如き他の必要

からして、今日の辮護士とは、其の性質蛇に職能に於て全く異

なるr法の告知者」K加der　des　Reehts拉にr言葉の指導者j

Wo雌ah蹴なる制度が現はれたのであつた。

　（註一’Wei881er7践．＆，0．8．104．

　　　　　　　　　　　　　H．

　古ゲルマン法に於て、多少なり今日の辮護士としての要素を

含むものとして基げ得るものは、所謂r法の告知者」K伽der

desRechtsである。古ゲルマン法に於ては、法は神に淵源するの

であつて、其の法を識り、必要に慮じ之れを告知する者が僧侶

であつた。而して法を識り、必要に慮じ之れを告知する者を、ア

ゼガ抗sega若くはアジンゲa8ingeと稻したのであるが、（註一）

此の法を 告知するの僧侶の一入は、必す此のアゼガに驕するも

（Z）でなけ顧し君よならなカ）つナこ。（註二＝）

　（註一）　古ゲルマン厘始時代からの傳説として、或る時、國王カールがフリー

　　ゼン海岸地方よP＋二名の『法の告知者」voer8prekenを選み、フリーゼン

　　法friesischee：Rechtに就て間を嚢した塵、何等答ふることが出來なかつたの

　　で、夫れ等の者を舵も帆も綱もなき船に投じ海に流した。流されし皆の者は、

　　其の一人の提案に依り憩に所つた慮．何時の間にか彼等と姿同じき＋三入目

　　の男が船に座し、木切れを以て船を岸に漕ぎ寄せ、然る上に法を告げたと云

　　ふO　VgL　Weissler、a．a．O・S・3・

　　　而』して法を告知する者をaseg我若くはasingeと1鱈するのであるが、温singe

　　の語源は、剥l　Asenに遡る。』叉、asegaのaは「法」を意味し、gcgaは「述

　　ぶる人」を示し、結局、「法を蓮ぶる入．：といふことを示すのであるが、上記
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船に投ぜられし十二人の者を鵬即と稀したのであつたo　Weおsler，詫．我，0。3。

（繋轟）　Weissler，撚我。0。8。3．

　此のアゼガなるものは．法を識る者で凄）り．その初めは、一・

の官職でもなく．又．特定入の定まれる任務でもなかつたので

あるが、（譲一）後に至与も法律の1知識があ今恥相當の年輩にし

て且つ経験に富める者が一般民衆より選出せられ．國王に封し

宣誓することに因り、鳶ヒの職務を執ること㌧なつナこ。（誰謡）斯

くして此の舗e即は、「法の告知者」として、一の階級級apdを

構成するに至つたのである。併しながら舗eg我は．裁判官では

なかつた。蓋し古ゲルマン法制に依れば、裁判権を有するもの

は、武士と農民とよ与なる裁判集會Gerie臨vers乱m烈ungであ

む、（註罵）舗e欝は．具膿的事件に付き、判決案U惚撫vorsdh臨9

を作成し．それを此の裁判集會に提示せしに止まる。而して裁

判集會は．此の判決原案に拘束せられしものではなかつたが、

其の入の信用せらる』限り、多くは探揮せられしこと勿論であ

つた。（註四）

　（言叢一）　1く読bl：a。2L（〉．S，1G．　超『、此の躍eg我は、或1よels挽go，1agm島n等と

　　も不露せられ’たo

　（駐昌）　We玉8sler：a・註・αS・4・

　（註罵）S・血通，R＝一Die無・k細五eRe油s－u．Ger・ehtsve漁ssung・§4（S・57

　　£〉u・§11（s。278£）．

　（註四〉　K曲1：a、設。0．S．16．

か㌧るr法の告知者」なるもの㌧存する限り、人が、訴を提
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起するに先立ち、豫め其の入の意見を問ひ、勝敗を案すること

は當然考へらる㌧塵であつて、當時の如き、慣習法も、衙、未

だ乏しく、正義観に出登する所謂法律戚情IRech七sgef直hlに從て

裁判せらる㌧の範團廣汎なる時代には、殊にその必要があつた

とも云へる。帥ち此のaseg乱は、又、フリーゼンFrieseR地方に

於てラーグマン上agman（法の人）若くはレドヂエ・“redje鴨（忠

言．尺）とも樽し、裁判集會に鋤し、前述の如く法を告知し、判決

原案を提示するの外、私入に断しては、法律問題に付き其の意

見を述べた。（註一）か㌧る行爲、師ち具鵬的事件に關し法律上の

意見を陳述することは、一の鑑定に外ならないのであつて、今

日に於て云ふならば辮護士の職務に属するのであるが．當時と

しては、其の事件が訴訟となるならば判決原案を作るで凌）らう

庭の1agman（法の人）が、個人の爲めか』る行動に出づることを

ば怪しまなかつたのである。蓋しか㌧る行爲に因り個入を援助

するのではなく、公の．へとして其の法的確信を述ぶるに過ぎす

と考へられたが爲めであらう。（註二）その代り夫れ等の行爲は無

償にのみ爲され、報酬を受くることを得なかった。（註三）

　（註一）Weissler，徽・O・S・5・u・16£

　（註二、置）K：負b1，＆・a・・O・S・16・

　要之、翫segaは、元來、法律を識らざる軍人と農民とを以て

構成せらる』裁判集會に蜀し．法律上の知識を供給するの機關

であつた。（註一）然るに其の後、r面Jeva（忠言人）若くはlagm孤
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（法の人）とも穗せらる㌧に至り、一般民衆に封し具艦的事件に

關する其の法律上の意見を述ぶるの慣習を生じ、更に進むでは

當事者が訴訟の提起に際し、豫め此等の者より得たる其の法律

上の意見．即ち鑑定をば裁判所に提出し、又、Tedle鴨自身が、

當事者と共に法廷に現はれ、辮論を爲すの風習を生じたのであ

つた。斯くて今日の法制を以てするならば、判事に準輩るの地

位と辮護士の夫れとが、一身に集中せられたのであつた。

　（詫一）ase即は、裁剣集會に封し、今日云ふ實豊法上の知識のみならず訴訟

　　法上の知識をも供給したのであつたo例之、訴訟手績が適法に爲されたるか、

　　誰擦が充分に蒐集せられたるか、若くは不充分なるを以て隔決闘Zweikampf

　　若くは宣誓・：Eidを必要とするや馨々に付き、、其の意見を與へたのであつた。

　　VgL　We猛ler，蔑，馳。O．S。14．

　　　　　　　　　　　　∬1．

　古ゲルマン法に於て．上述、「法の告知者」asegaと相蛇び、

他入の訴訟に干與したる者としてfurispre磁o，邸ち「言葉の指

導者」Woyt鐵hreyなるものがあつた。（註一）此のWortf湿1rerはも

古ゲルマン法に特有なる訴訟に於ける甚しき形式嚴格：Formeル

st畑1gの産物であつて．古ゲルマン法に於ては、當事者の訴訟

に於て爲す縛べての問と答とは、一定の古來より傅來せる形式

：Formに從ふことを必要とし、「極り言葉」を云ひ誤りたる場合

は勿論のこと、昔の獅揚若くは態度の末に至る迄．定められた

る形式に從はざるときは、権利を失ふの結果を齎らしたのであ

つた。（粧二）帥ち此の宿命的なる形式嚴格に基く當事者の困難を
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克服すべく登生せる制度が、此のr言葉の指導者」Wo湖曲rer

であつて、法廷に於て、先づWortf誼hτerが、正しき形式：Form

を以て申立、其の他の陳述を爲し、當事者は、其の登聲に追随

し、同一なる形式拉に態度を以て、同一の陳述を反覆し、斯く

して失灌の敷果を附せられたる形式違背を冤かれたのであつ

た。（註三）

　（註一）Weissler，我・a・0・S・22弓S曲werin，DieAnw我1ts伽ftimdeuもsc五en

　　Recぬt，inユ“Magnus：Die　Rechtsanw窃1tschaft”　（1929）．S，460。

　（註二、罠）　K｛1bl，＆・批・O・S・17・

　此の制度は、・一マ人と特に接鰯のあつた民族・ンゴ・のレデ

ン10且gobarde丑の間に最初登生した。因つて或は、之れ蓬、・一

マ文化の影響を受けた制度ではあるまいか、例へば、・一マの

辮論．尺o撤or（註一）の制度の模倣に非ざるかとも考へられるの

であるが、その確讃は存せ澱。（註二）爾者共通する庭と云へば、

共に當事者の代理に非すして法廷に立つ黙であるが、・一マの

o膿torは、法廷に於ける癖論、郎ち其の知識を以て當事者を鷹i

援し、此の古ゲノンマン法のWortf曲rerは、口を以て當事者を支

持した黙に於て異なる。兎に角、此のWorbf亘hrerの制度が漸

次螢展して、封建法Lehnrech七時代に於けるr代辮入」Vor－

8precl1の制度となつたのである。

　（註一’）　本稿一六頁以下。

　（註二）K菰bl・a・a・O・S・17・
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　　　　　　　　　　　　Iv。

　・一マの法制が．古ゲルマン法制に影響を及ぽしたことは愛

に云ふ迄もない。その關係をi辮護士制度に就て看るならぱ、画

η一マ帝國の末期に於て、其の種類の塘加を來せし法律顧開

Rec1臨be撤紐d　の制度が．古ゲルマン法固有の制度と混同す

るに及び．第七．八世紀の交には過渡期の現象として．其の

種類が盆々複雑となう．名：欝も、亦．多様にして一定せざるに至

つた。加之、ゲルマン固有の制度にラテンの名稻を附するに及

むで．愈々．複雑化し．名稻の元來の意味に墾更をも生するに

至つた。例之．翻voe蜘sとは、・一マ帝政時代に於ては．今臓

の辮護士の如き職を意味したのであつたが．（誰一）第八．九世紀

の頃には．獲つて僑院の財産管理者Vermδge且sverwalをer　e沁es

Klosterを指欝し、之れに反し・一マ法の意義に於ける辮護士

はも別にcl飢Rator　od．⑱usidiCU8と：構した。（註⇒又．前述の

「法の告：知者J　K簸1戴er　des　Rec1互tを勲dex若くは担dex　et翻一

VOCat薦とも云ひ、又、此の名禧は、時として前蓮のr言葉の

手旨導者」Wor七f読互rer　をも乎旨辮しナこ。（註…箋）

　（註一）本稿二〇頁滲照。

　（註二、翼）K亘b1，a・乱・0・S・18弓Brix，A・，Organisati・nder想▽・k我tur

　　（1869〉。S，306．

　　　　　　　　第二封建法時代

　　　　　　　　　　　　1．

　愛に封建法：Lehnrecht時代とは、カ・一ル大帝の死（814A』D。）
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よb、第十六世紀初葉ルーテル　Luther　の宗致改革に至る迄

の約七世紀問（中世時代後期）を指す。此の時代に於ては、法

律制度が漸次複雑化するに件ひ、前述せる古ゲノレマン法時代の

「法の告知者」K廿nder　des　Rechts拉に「言葉の指導者」WOrt－

f曲rerの制度が登達、攣形して、今日の辮護士制度に近きもの

が現はる』に至つた。

　先づ前時代のfurispreeho即ちr言葉の指導者」Wortf苞hrer

の制度は、登展して代辮人VorSPlecherとなり、他方、代理、殊

に直接代理が廣範園に認めらる㌧に至つて、今日の辮護士の前

身とも謂ふべき　An鴨ldなるものが現はる㌧に至つた。此の

Vorsprec五erとAnw勘ldとの封立が、今日のフランスに於ける

即oca七とaVOU6との二元的辮護士制度の出褒黙を爲して居る。

（註一）

　（註一）Weissler7a乱0・S・108・

　　　　　　　　　　　　　II．

　前述せる「言葉の指導者」Wor七f曲rerより登達した、此の時

代の代辮人VorSprecherは、（註一）著しく今日の辮護士若くは輔

佐人に近き形態を執つて現はれた。此のVorsprecherは、かの

Wortf丘hrerと同じく、當時の訴訟手績が甚しき形式主義なりし

が爲め、訴訟形式に蓮曉せざる當事者補助の爲め登達せしもの

であるが、（註二）Wortf廿hrerと異なれる黙と云へば、Vorsprecher

と共に法廷に現はれたる當事者は、訴の申立：Klaggeschrei並に
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宣誓Eidに限bて、VorSprec五erの指示する庭に從ひ、其の登

聲を追ひ復唱するを必要と爲すに止まり、（註置）其の他の訴訟行

爲に就ては、當事者は、之れを模倣若くは復唱するの必要がな

かつた。帥ち夫れ等Vorsprecherの訴訟行爲は、其の儘にて

は當事者を拘束せす、唯、當事者の追認に依りてのみ其の敷力

を有した。從つてVorsprecherが誤り陳述したるときは、當事

者は、夫れを補正若くは撤同することを得たのであつて．之れ

をr補正及び撤同」Holu且9URd　W細delと稚した。（註四）

　（註一）　跳の揚合、Vorsprecllerの指示に背き、腕を上ぐ可からざるときに腕

　　を墾げ、叉は霞言を誤つたときは。其の訴訟行鴬は蝦疵あるものとせられた。

　　、Veissler7乱．a、0。S．40．

　（註二）Brunner，E・rschungen，S・389・

　（註三）Schwerin，＆・a・αS・461弓Weissler7繍0・S・46£8我c五senspiegel（L

　　60・§1）に依れば、Vorspr㏄ぬerなくして當事者自ら訴の申立を爲し、ヌ．、

　　答辮を爲すことを得るも・其の陳述を誤りたる揚合・それを撒同することを

　　許さぬと・さオしぱ當事者は、自身の言葉に拘束せられざるが爲めにも、亦・

　　Vorsprec｝玉erを立つる必要があつたO　Weissler，我・窃・0・S・40・u・47・

　（註四）　「～Velssler，a・a・O・S・46・

　此の代辮入Vorsprecherは、裁判所が、それに必要なる知識、

経験を有する者の中より選任したのであるが、當事者も、自己

の適當と信する者を墨げ、裁刺所に封し其の任命を求むること

が出來た。（註一）而して裁判所より選任せられたる者は、特別な

る拒絶原因なき限り、其の任命を拒否することが出來なかつた。

蓋し當時に於ては、代辮者たることは正義を扶くる一般の義務



52 辮護士鋼度の研究

として、謹人蛇に判噺入Urteilerたるの義務と相拉び、一般民

衆に課せられたのである。（註翻

　（註一）Weおslerン徽．0，S。27．

　（註二）Schwerin，a．a・O，S．46L

　代辮人の任務とする庭は、當事者と共に法廷に現はれ、當事

者の利盆の爲め訴謎を途行するのであつたが、他面、裁判所よ

り任命せられたる公の機闘たるの性質を有し、當該事件に付き

正しき法の登見に努力するの責任をも負搬した。（註一）要之、此

の當時の代辮人Vorspre磁e℃は、當事者の利猛を代表する私的

要素を多分に備ふるに至つたのであるが、尚、本質的には裁判

所を補助する公の機關たるの性質を有し、從つて裁判駈が之れ

を任命したのであつた。而して其の選任は、當事者の指定を許

したのであるが、公の義務として選任せらる』のであるが爲め．

之れに醤し報酬を與へらる㌧ことなく．又、其の選任は、其の

裁判日限りのものであり、特定當事者の爲め事件の絡了に至る

迄縫績的に任命せらる㌧と云ふことはなかつた。（註鋤

　（註幽）Wei曲r7徽．0。S．33弓Schwerin3a。乱，O。S．46L

　（註二）We三ssler2a．窃．0．S。26£u．53島Scぬwerin，a，我．O．S、462，

　併しながら此の代辮人Vorsprecherの制度が、漸次、普偏化

し、確定せらる㌧に連れ、訴訟の審理に鉄く可からざる機關とな

り、一面に於ては常設の機關として、之れに從事する者の職業

化を來すと同時に、（註一）他面、代辮入彊制VorSPTecherZw韻g

の制度が實現するに至つた。（駐二）斯くして中世紀の末葉に至つ
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て、今日の辮護士の前身たる自由職業としての代辮入制度Voレ

sprec抽膿描が完成せられたのであつた。（註翼）

　（註一）雛ch呂e期piege玉に依れば、代辮入Vorspre面erは逸一の名警職E血ren一

　　我mtであつたが葡倫熟職i業としての代辮人の存在を認めた規定があり（亙・6L

　　§4）・其の後の法源は、勃れも代辮人の職業的存在を認めて居る。VgL　Weiss－

　　1e為我，窺．0．S．58£

　（註二）　Se血wer並，窃，乳0。8澱61弓代i辮人1よ、當事者の爲め任設せられたの憾

　　あるが、裁鋼所を構成する凋臨人自身が法律知識を具備せざる一般民衆よ蟄

　　選寓せられしものであるが爲め、代辮人よP法律上の知識を受くるの必要が

　　あ貌或る意味に於ては・裁判斯の必要上、代辮人強制の制度が實現せら加

　　たのであるo　V酷Weissler，我訊0・S・39黒

　（誰罵）　職業的代辮人に關する最も早き法令は。一三四〇年に公布せられし皇

　　帝Llld幡9の命令であると謂ふ。此の命令に依れば、代辮人は、各裁鋼所が職

　　擢を以て任命したのであつて、職業代辮人は。宣誓することに依り．裁判所

　　其の弛の官晦にて職務を執ることが詩された。VgL　Scllwerin，我．a・0・S。462、

　代辮人制度が、その初め公法的色彩の濃厚なうし當時に於て

は、之れに封する報酬の供輿は素より許されなかつたので、第

十世紀頃迄は、代辮人に封する報酬の提供は．贈賄：Bestee五ung

の一種と認められたのであつた。（註一）併しながら其の後、代辮

人と當事者との問の私的交渉の密となるに俘ひ．當事者がこれ

に報酬を支沸はんとするのは當然の成行きであb、一二四〇年

のリュベック法：Lubisches　Rec批虹1こ一二、七〇年の2・ンブルグ

法HamburgisclleS：Rec猛は、翫に法定手藪料を規定したのであ

つた。（註二）尤も南濁逸の法源は．第十五世紀に至るも、筒、代

辮入に封する報酬の供典を認めす．8achsenspiegelの註繹者も。
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第十四世紀の頃、筒、代辮人に封する報酬の許否を論議して居

つた。（註三）斯くて・“イエノレン：B躍emの如きは、第十五世紀の

末葉に至り、漸く手藪料法を設けたのであつた。（註四）

　（註一）Weissler，a。翫。0．S。54．尤も代辮人に封する立替金の　濟は、之れと

　　は無關係に早くよP當事者の義務とせられた。Vgl・S面werin，a・＆・0・S・462

　（註二）　Schwerin，a・a・O・S・462・

　（註三）　Schwerin，我。a、0、S．462弓、Veissler，a．a．O．S，55．

　（註四）代辮入に封する報酬給與の原則の確立と共に、他面、貧困者に封する

　　無償の代辮義務が認めらる＞に至つた。一五五五年の帝國裁判所法Re漉s・

　　kammergeric五tsordllm9　をま、特にその爲めの規定をも設けた。　SchweriP，

　　a，a，0．S．462．

　　　　　　　　　　　　III．

　當事者が代辮入Vorsprecherの補助を以て満足せざる場合、

更に當該事案に付き法律家の意見を聴くの途が存した。か㌧る

法律上の意見を與ふる者に封しては、種々なる名稔が附せられ

たのであるが、例之、ザクセン法にてはHorcher若くはW乱mer

と云ひ、南濁逸にてはR勘七gebeTと稽し、其の名欝の異なるが

如く、其の任務も、亦、必すしも同一でなかつた。（註一）帥ちザ

クセン法の夫れは、自らも法廷に現はれ、當事者拉に代辮人を

指導したのであるが、南濁逸のRatgeberは、軍に法i廷外に於

て、當事者の求めに依り其の意見を與ふるに止まつた。（註二）軌

れにせよ、此等の者は、法律制度が、梢、特殊化し、專門知識を

必要とするに至つて、初めて登達せるものであり、純然たる當

事者の顧間であるが故に、之れに報酬を與ふることに付き、何人
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も疑ひを挿まなかつた。（註罠）

　（註一）　Schwerin，をLa、0。S・463・斯く名稽が時代に依り、場合に依り同一でな

　　かつたことは、雌の制度の襲生が一元的でなかつたことを示すのであるが、疏

　　等補助機關は、　総べて　Rull　lmδ　B編　の名稔を以て一括せられ・た。VgL

　　Weissler，腐．a。0．S．50．

　（註二、罵）　Schwerin，ざt．a．0・S．463・

　　　　　　　　　　　　　Iv．

　以上述ぶる代辮1．へVorsprecher拉にザクセン法のHoでcherの

如き、軌れも當事者の代理入ではなく．從つて法廷には此等の者

の外、當事者自身の出頭を必要と爲した。即ち訴訟に於て廣く

代理（直接代理）の認められたのは、遙かに後世のことである。

　翫に一言したるが如く、古ゲルマン法制は、買一マ法と同様、

代理Stellvertretung、殊に直接代理を原則的に拒否したが爲め、

訴訟に於ても直接代理が認められす、古ゲルマン法制としては、

嚴重に訴訟に於ける當事者自身の出頭を要求したのであつた。

（註一）併しながら斯かる原則も、自身法廷に出頭し難き病人、若

くは自身出頭するも自から訴訟を途行し難き無學者等に勤して

は、例外を設くる外はなかつたのであるが、斯くして設けられ

たる例外は、漸次援大せられ、（註二）更に、中世期後牛に至つて

愈々其の範園が廣められた。（誰罠〉

　（註一）斯く訴訟に於ける直接代理を原則的に許容せざりし理由としては、例

　　へば、八〇二年拉に八一三年のK批piもu1麟euに「法廷に於ては、雄辮者が、訥

　　辮1の者を不當に墜迫することなからしめむが爲め、何人も慣行的にgewohn－

　　heitsm蓑ss1g他人の爲め訴訟を途行することを得ず」との旨が規定せられてあ
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　　ることは、滲考と爲すに足るQ　VgL　Weissler，＆．a，0，S．104．£

　（註二）　前記Kapiもularienに「病人拉に無學者の爲めには、裁判所が、其の

　　職員中よ珠若くは其の事件を識れる信用すぺき者の中より代理人を選任す」

　　べき旨が規定せられ、而して八一七年のKapitulareは、跳の規定を寡婦拉

　　に貧民に及ぼしたのであつたo　VgL　Weissler，批・批・0・S・105・

　（註罵）例之、中世の都市法Stadtrec五もは・不在者に封しても、その自ら選任

　　せる後見人Vormundに訴訟代理を爲さしむることを訂したo　VgLSchwer1n，

　　a．a．O．S．460．

　更に又、以上とは異なれる方面よりも、古ゲノレマン法の支持

したる直接代理禁止の原則は壊られた。帥ち穂力團禮若くは権

威者の如き、夫れ自身法律取引に干與せざるを相當とする者に

封しては．法律取引に於て其の者に代るべき者、帥ち直接代理

権限ある者の存在を認めざるを得なかつた。帥ち國庫、教會及

び僧院、高き僑職に在る者、伯動に國王の直臣等は、其の財産の

管理、訴訟の途行等に關し、其の者を直接に代理する職員を有

したのである。（誰一）而してか㌧る代理権限ある職員をば、V6gもe

若くはAdvo餓tiと稻iした。（註二，）

　（註一）　等Veissler，我．乱．O．S．106．

　（註二）Weおsler，a・a・O，S・106・3Schwerin，a。a．0。S。460．序ながらadvocatu6

　　なる語は．中世期を通じ、檜院の財産管理者諺Pち直接代理椹限ある其の職員

　　を指欝し、代辮人Vorsprecher若くは今日の意味に於けるが如き「辮護士』

　　を指稔せしことは趣めて稀れであつたo　VgL　Weissler，＆．a。0．而して今日の

　　意味に於ける辮護士としては、chmator　od・causidicusと云ふ語の有せしこ

　　とは既述の如くである（本稿四九頁参照）o

　代理（直接代理）を許さ璽る古ゲルマン法の原則は、其の根
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抵深く、中世を通じ殊に私法方面に於て此の原則が支持せられ

たのであるが．（誰一）訴訟法の方面にては、上蓮の如き萬已むを

得ざる事情の下に、部分的ながら直接代理たる訴訟代理が認め

られ．漸次その範團が鑛大せられた。而して夫れ等代理入を

瓢mtpols（遮Ompar），Vomlunt，Gew翫夏施葡er，Vogt．等と云ひ、

叉、後にはA丑懸羅とも欝した。（謎謡併しながら挽等は、軌れ

も限られたる範園と條件との下に訴訟代理椹を有したのであつ

て、一般的に訴訟代理（直接代理）の認めらる』に至つたのは、

・一マ法承縄後の普通法時代のことである。（謎罵）

　（鮭一）βrunner，H・：一F・rschtmgenzurGesdヒ・ichtedesdeut・u・撫ns・：Rechtes7

　　（1893）．S，559弓礁bHer，R：一Grundz逓gedegdeut・Pri▽atrec五ts7S・522・

　（駐島）　Weissler，我・縦・0・S・！07・此のAnwaldは、ローマ法に於ける代理人

　　procur＆torと同様、必ずしも職業とすることを要せず、又、其の代理椹限を

　　訴訟代理にのみ限定せざる一般の代理人を指稽するo

　（誌誰）Weisslerフ農・臨・0・S・玉07・

　兎に角、此のAnw泓1d（代理入）なる者は、中世紀の末葉に

至り、訴訟に於て當事者を代理ずる権限ある者として、其の訴

訟法上の地位を認めらる㌧に至つた。　而してその代辮入Vor－

spreckerと異なる黙と云へば、Vorspヱecherは當事者を代理す

る権限なく、當事者と共に出廷し、其の法律上拉に訴訟手綾上

の知識に依り當事者を補助したるに止まり．從ってV・rsprecher

の陳述は、前述の如く直ちに當事者を拘束するの力を有しなか

つた。然るに此のAnwalαは、法廷に1於て當事者を代理するの
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権限を有し、從つてAnwaldの出廷する場合には當事者自身の

出頭を要せざると同時に、Anw飢dの陳述は、i其の儘、當事者

を拘束したのであつた。（註一）か㌧るVorspmcherとAllw飢dと

を勤立せしむる制度は、フランスの法制に於て存績せしめられ、

後述するが如く中世より近世に及ぶavoe乱tと1）roc皿eurの封

立となつたのであつて、更に之れに引績き、現在の佛蘭西に於

ては、法廷に於ける辮論を專らにする辮護士aVO麟と、代訟人

aVOU6と稔する特別なる訴訟代理人とを設け、（謎二）日、猫其の

他の諸國に於けるが如く辮護士に訴訟代理権を與ふる軍元的法

制を探用して居らの。

　（註一）Weissler，我．＆・O，S，107・

　（離二）　狗逸に於て弧佛蘭’西に於けると相似たる経過を執り、代辮人Vor一

　　βprecherには訴訟代理椹限が興へられずして、AI！w窃ldがVorsprecherと共

　　に出廷したる例も存するのであるが、中世紀の末葉より近世紀に及び、事實

　　上此の雨者は混同せらる＞に至つたo　VgL　We箆sler，a，＆0。S，108、

　　　　　　　　第三近世法時代

　　　　　　　　　　　　　1．

　愛に近世法時代と云ふは、第十六世紀の初葉に於けるノレーテ

ルの宗敏改革に始まるのであるが、近世法としての一大飛躍は、

第十六世紀の末葉から第十七世紀の初頭にかけて行はれし・一

マ法の承縫Rezeption　des　rδmischen　Rechtsに因りて行はれて

居る。即ち此のRezep七ionを通じ、濁逸の固有法制は根抵的に
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破壊せられ、所謂、普通法IP訟dektellrec｝ltの時代に入りて、學

ぱれざ勢し民族法Volksrechtに代り、、法律家法Juristenrecht

の時代となつたが爲め、裁判所の構成も．亦、非法律家の手を

離れ．法律專門家の手に移う．所謂、職業判事Berufsrich七erが、

裁判の衝に當ること㌧なつたのである。（註一）

　（駐一）　Rezep伽nの詳細、蛇にそれに因墾如何に裁判機關の構成に憂更を生

　　ぜしかに就ては、SC｝1roeder－K慧nssbergl－Le｝嵐rbuehderdelltRechもsgeschic｝1te

　　（1922〉2S・865－S75．多：Brie，S、，：DieStell｛mgderdeut。Bec｝・もsgelehrtender

　　Rezep名i・nzeiもzumgewohnhei搬echt，inFes轡be£伽Fel至xDa1・n・（1905）多

　　小林査三氏。宗数改革期の獅逸農民と羅馬法維受（史概第三冊斬載）参照o

　濁逸の法制に．か㌧る一大韓機を爲せるIRezep伽nは．その辮

護士1制度にも著しい獲化を齎らさない‘〔洩よ置かなかつた。（誌一）

殊に普通民事訴訟法が書面主義S曲轍翫ch夏｛eitを採るに至る慰

に、既に訴訟に於ける當事者の補助機關に職能的分割を生じ．

Proku撤o疑代訟人）とA翫ok魏（辮護士）の二種類を生するに至

つた。（駐嵩）而して此の爾者は、全く異なれる任務を有つたので

あつて、辮護士A歯ok描の任務は、當事者の爲め訴訟に必要な

る文書を4乍成することであひ、f㌃訟入亙》roku票誌orは恥當事者を

代理して裁判所に出頭し、當事者の爲め訴訟に付きi辮論を爲す

ことを其の任務となした。（註菖）

　（註一）袋に現代に於ける辮護士制度の礎石が、築かれたのである。部ち跳の

　　RezepもiOn以前の辮護士制度は、根本に於て、後年の夫れとは異なつて居る。

　　VgL　Schwerin，我，批、0。S．459弓Kisc五W円。：一Unsere　Geric批e，S、92。

　（註二）　斯く代訟人Prokurator　とi辮護士Advok我tとを調・立せしめ、其の問
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　　に訴訟事務を分割することは、ローマ法にも存しないのであつて、恐らく制

　　度としては教愈法kanOIlisc五es：Rechtに淵源するものとも考へられるのであ

　　るが、之れとても充分なる鐙跡はないOVgLWeまssnlann，a．a．0．S。110£

　（融蔦、）　此の辮護士Advok澁の任務は、專ら法廷外に於て行はる》のであつ

　　て、中世の南濁逸に於ける：R蕊tgebemの夫れに近）・のであるが、それをザク

　　セン法のHorcherに比するは適當でない（本稿五四頁参照）。術、代訟人Pro－

　　kuratorは、其の任務を主として法廷に於て行ふのであつて、前述の：Ra宅ge・

　　bemとは匿別せられなければならないのであるが、法廷に於て當事者の爲

　　め代理灌を有する黙に於て代辮人Vorsprecherとも異なるo　VgL　Scぬwer三n，

　　乱泓0。S．463。併しながら法廷に於て其の職務を執る黙に於て或は前述した

　　る中世末期のAnw撮dを通じ、Vorsprecllerにまで遡ヨ得る制度とも考へら

　　れ得る。

　此の：Prokurator（代訟人）とAdvok我t（辮護士〉との制度は、

先づ宮廷裁・判所Reicilsk翫mmergeric王1tに行はれ、中世のVor－

spre曲erの制度と混同を生じた。帥ちその初めに於ては此の新

たなる：Prokura七〇rと從來のVorsprec：ber　との問に劃然たる逼1

別が設けられなかつたのであるが、（註一）更にProkur滋or　と

Advok就との問をも充分に分ち難く、屡々、此の爾者が、他に属

する職務をば併せ行ひし事例も存した。（註二）要之．此の當時の

辮護士Advokatは、法廷外の職務のみを執るものとせられしが

爲め、裁判所に於ける手綾に付き必すしも不可敏の機麗ではな

く、從つて庭に依り辮護士Advoka七の敏けたる塵もあり、從來

の代i辮入Vorsprecherより轄業したる代訟人Prokura七〇rのみ

にて法律事務を庭理したる揚所も、亦、　なくなかつた。（註三）
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（註一）例之、一四七一年の宮廷裁判所法Re1chskammergerichtFord照ng　v

1471には、F伽sprec血oder　Proeur我もor（代言人若くは代訟人）とあり、此の

爾者の匪別を設けて居らぬ。Vgl。Schwer1n，｛毫．a．0．S、4G4，

（離罵）　因つて一五五五年の宮廷裁判所法は、Advok畿がPr（）kuratorの職務

を執ることを禁じて居る。此の法律が、Advokatに劃してのみ制限を附した

のは、後述するAdvOk舗塵邉の一現象であらう。

（誌置）　中世末期より近世期初葉に於ける、帥ちVorsprecllerの制度よりPro－

kli撒もorとAdVOkatの制度への過渡期には、法律の素養なくして、魯、代訟

入Prokur＆torたることを得た。されば跳の當時、下級裁判所に於ける代訟

入Prokur島torと云へば、多くは無教養の素人であつたと云ふ．VgL9由一

wer1n7瓢．泓．0．S．464．

　　　　　　　　　　　　　麗．

　斯くProku嬢tOr（代訟入）とAdvok舗（辮護士）との1旺別は、

其の初期の頃には充分に明確にせられなかつたのであるが、夫

れは恐らく此の制度が、祉會の必要に懸じ漸次的に聚達iし来つ

ナこカぎ爲ダ）であらう。

　即ち中世に於て、當事者を法廷にて補助する機關と云へぱ、前

述せる代辮入Vorsprecherであつた。此のVoτSPYecherは、今臼

の辮護士と異なb法廷に於ける代理梅を有しなかつたが故に、

當事者は、共に出廷することを必要としたるのみならす、此の

Vorsprecherは、訴訟手績上の知識に通曉したるも、今β謂ふ

實膿法上の知識に就ては．必すしも充分とは限らなかつたが爲

めに、別にR乱七gel）er若くはHorc玉1erなるものが現はれたので

あつた。中世紀に於ける法律生活は、か㌧る程度の補助者を以
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て、當事者の椹利保護に充分であつたのであらう。

　然るに中世紀の末葉に始まれる濁逸への・一マ法の侵入、績

いて其の承縫：RozeP七ionに因り、時代が民族法Volksrechtの

夫れより法律家法Juristenrec批の夫れへと蓬るに俘ひ、訴訟

に於ける當事者の補助機關にも重大なる墾革を必要と爲すに至

つた。即ち時代は、訴訟に於ける當事者の補助機關として、唯、

訴訟手績に通曉せる代辮人Vorsprecherのみを以て足れりとせ

す、法律的專門知識ある者の縫績的補助を必要と爲せると同時

に、肚會生活の複雑化は、古ゲルマン法の當事者本人出頭主義

を必すしも支持し難く、代理人に依る訴訟の進行を認めざるを

得なかつた。（註一）か㌧る杜會的要求と、法律專門家が當事者の

代理人として法廷に現はる㌧を妨げむとする裁判所方面の欲求

とが、相交錯して出來上りしものが、此のProkura七〇r（代訟人〉

とAdvok帥（辮護士）の封立の制度であらう。即ち當時の法律

生活は、既に當事者の爲め訴訟に法律專門家の畿績的干典を必

要と爲したのであつて、か㌧る需用に慮するが爲め、法律的專

門知識を具備する辮護士Adv・k帥なるものの出現を促した。併

しながら此の新たなる辮護士Advoka七に封し、裁判所側は必す

しも好威を有しなかつた。即ち夫れが法律的專門知識を有する

が爲め、法廷に於ける裁判所の猫裁的地位を危ふくするを虞れ、

辮護士Advoka七が、當事者の代理人として法廷に現はる㌧こと

を嫌悪したのであつた。（註二）其の結果として、辮護士の職務は
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法廷外に於ける訴訟文書の作成に限局せられ、法廷に於ける辮

論に就ては、別にProk皿ator（代訟人）を設け、從來の代辮人

Vorsprec五erに當事者代理権を與へたる者を以て之れに充てた

のでめらう。前述の中世末期に於けるAnwaldは、（註罵）此の

Vorsprec五erよりIProk・mtorへの登展の過渡期の形態と観るこ

とが出來る。

　（註一）　古ゲルマン法が、當事者本人出頭主義を執れる斯以のものは、訴訟に

　　於て和解を以て事件が解決せられざるときは、結局、決闘Zweikampfに至

　　る外なかつたが爲めである。然るに中世紀末葉に及むでは、最早やか》る必

　　要の爲め當事者自身の出頭を必要とせざるに至つた。Vgl、Sc五werin，窃。翫。O。

　　s．459。

　（註二）　當時の裁判所が、法律的專門知識を備ふるAdvokatの出廷を嬢忌し

　　たるi澄左として、前蓮の如くProkuratorとAdvokatと其の職務範園が混同

　　せられたるに封し・一五五五年の宮廷裁判所法が・濁りAdvok批tに封しての

　　みProkumtorの職務を行ひ法廷に現はる》ことを禁止したることを撃げ得

　　るであらう（本稿六一頁（註二）参照）o加之、遙か後世に至りて、侮、裁判所

　　が、學殖深き者が當事者の代理人となることを悦ぱざりし實例もあるo　VgL

　　Schwerinフ翫．a。0．S．468．

　（註三）　本稿五七頁滲照。

　兎に角、法律的專門知識ある者が、假令、法廷に於て當事者

を代理せすとしても、樹、今日、辮護士に属する法律事務の一

部を分澹するに至つたことは一大進歩であつた。素より、か㌧

る法律的專門知識ある者に饗し、法廷に於ける職務執行を拒否

したことは、前述の如き特殊の事情に基いたのであつて、永綾

すべき理なきことは當然であつた。加之、民事訴訟手績が、カ
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ノン法の影響を受けて書面主義Schrif七1id・keiもを採用し、書面

審理を以て訴訟審理の形式と爲すに及むで、法廷に於て當事者

を代理すべきProkura七〇rの元來の職務範園なるものは、愛に

溝滅するに至つたのである。されば代訟人Pr・k曜編orの側に

強き反封はあつたのであるが、大勢は斯くの如くにて、此の爾

者問の職務上の限界は、漸次に滑滅せしめられ、第十八世に及

むでは、Prokur乱torとAdvok就　とは、共に當事者の代理人で

あり、軍に名稗を異にするに止まるものと一般より看らる～に

至つナこのである。（註一）

　（註一）詳言するならば、一七五三年のバイエルン法典Codex　juris　bavarエci

　　judici頗iは、此の爾者を匠別したるも、Kreittmeyerの註に依れぱ、Pro－

　　kumtorは下級裁剣所に於て、又、Advokatは上級裁判所に於て其の職務を

　　執るものとせられた。次にSac五senに於ては、一七六六年の命令に依り此の

　　爾者の匪別が撤駿せられ、Preussenに於ては、一七三八年の命令に依りPro－

　　kuratorが事實上慶止せられたのであつた。Vgl，Schwer1n，我・a。0・S・464／5・

　　　　　　　　　　　　III．

　以上述ぷるが如くRezeptionに依り、訴訟に於ける當事者の

補助機關に一大礎革を齎らした。而してRezeption當時に於け

る特殊なる事情に基き、代訟人Prokuratorと辮護士Advok帥

の二元的構成制度か産れたのであるが、か」る不合理なる封立

は、素より永績せす、漸次的に解清せしめられしこと上述の如

く、師ち斯くして第十九世に及び、愛に此の制度に一大改革が

行はれ、現今の辮護士制度が確立せられたのであつた。而して
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その間、特にプ・シアに於ては、フリードリヒ第二世の治下、司

法制度の大改革が行はれ、辮護士制度にも一大獲革を蒙り、一

時的ながら特異なる形態が執られたのであつたが、此のプ・シ

アに於ける辮護士制度の改革に就ては．別に之れを述ぶること

となし、以下、濁逸普通法當時の辮護士制度に共通せる重なる

二三の黙に付き述ぶる。

　前述せし庭によりて明かなるが如く、普通法當時に於ける代

訟人Prokuratorと辮護士Advok批　、とは、中世に於て代辮入

Vorsprecherの任務が公法上の一般市民義務として途行せられ

しとは異なり、既に一の職業として成立した。而して夫れが職

業たるに至つて、之れに從事する者の職業的專門知識の其の資

格としての具備と、此等の者に封する業務上の監督組織とが要

求せらる』こと素より當然である。即ちRezeptio丑以降、代訟

人Prokumtor蛇に辮護士Advoka七の業務に從事するの資格と

して、一般的に大學の課程を履修せしことを要求したのである

が、（註一）更に業務上に於ける監督に必要なるが爲め、所定資格

を具備して認可を受くることを以て、此の職に從事するの要件

と爲した。而して其の認可の要件の最も嚴重であつたのは、宮

廷裁判所の規定である。（註二）

　（註一）：Rezeption以降に於ても、暫らくの問、，下級裁剣所に於ては專門的知識

　　に歓けたる者が當事者の代理人として活動することが認許せられ、又、S憾eレ

　　markに於ては第十七世紀に至Pて、伺、法律家が當事者の代理人たること

　　を拒否せられし事例もあるQ併しながら一般的には、此等の職に從事するに
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　　は大學教育を受けたることを必要となし、殊にAdvokatに就ては、其の學習

　　年限を四ケ年とし、法律致育のみならず、哲學其の他一般自由教育を享けた

　　ることを必要となした。術、Prokuratorに就ては、業務の性質上、屡：々、

　　Ad▽okatに比し短かき年限の修脅を以て足れりとせられた。VgL　Schwerin，

　　a．我．0．S．465．

　（註二）　一五五五年の宮廷裁判所法Reichsk＆mmerger玉chtsordnungに依れば、

　　五ケ年の大學教育を受け．大學の學位を有し、更に裁判所の爲す試験に合格

　　することを必要となし（爾、一六七二年以降は、更にニケ年の實習を必要と

　　なした）、此等の要件を具備したるときは、先づAdvokatたることを許され．

　　其の後、更にProkuratorたることを得た。術、宮廷裁判所以外の裁判所に於

　　ては、其の條件が稽緩和せられ、Advokatたることは、概して、自由とせら

　　れたのであるが、但し裁判所が不適當と認むる者を其の職より退かしむる権

　　を有した。Prokur＆torに就ては、軍に形式上の認可のみが必要とせられた。

　　Vg1．Schwerin7a．我。O．S．465。

　斯くの如く普道法の下に於て、代訟人Prokura七〇r若くは辮1

護士Advokatの職に從事する者に蜀し嚴重なる認可制度を執つ

たことは、或る意味に於て此等の職を公法上の官職と看たので

ある。而して此の傾向、即ち公法上の官職硯するの傾向は、殊に

Prokur挑torに付き顯著であり、Pr・kura七〇rに就職するには、特

に任命せらる㌧ことを必要とし、且つ其の任命に際し職務に忠

實なるべき宣誓Diensteidを爲すことを要した。殊に宮廷裁判

所に於ては、其の所属の代訟人　Prok皿a七〇rに付き人員制限

：numerusclaususが行はれたのであつた。（註一・）斯くProkurator

を公法上の官職硯するの傾向は、第十八世紀初葉のプ・シアに

於ける司法制度の大改革に於て其の極黙に達し、其の名稻を
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Justiz－Commissaτe（司法委員）と改め、之れを裁判所の職員に加

へたのであるが、此の制度は畢に永績しなかつた。之れに關し

ては項を改めて述ぷる。

　（註一）　一五五五年の宮廷裁判所法：Reic五sk鋤mergericぬtsordnun9は、其の所

　　麗の：Prokuratorの敷を二四名と定め、一五七〇年の帝國決議Re圭chs＆bschied

　　は、それを三〇名と改めたo

　　其の後、此の人員制限簸umerus　d窃USUSは一般化して、宮廷裁判所以外の

　　裁判祈拉にProkur島torのみならずAdvok2麹tにまで及むだ。帥ちバイエル

　　ンは一六七七年に於て、プ・イセンは一七一〇年に於て、夫わ夫れ人員制限

　　制を實施し、殊にプ・イセンに於ては、一七一三年、異常なる努力を以て、

　　ProkuratorとAdvok窺tの人員を整理し其の数を減少せしめたのであつた。

　　VgLSc五werin7a，撫0，S・466。

　代訟．尺Pr・kτmt・r蛇に辮護士Adv〔）k勘tの職が、一面より公

法上の官職と看られたとしても、其の職務執行は、全く當事者

の依頼に依りてのみ爲されたのであるが故に、此等職業上の行

動に付き、報酬請求椹の存することに何人も疑ひを挿まなかつ

た。初め宮廷裁判所に於ては、此等の者に封する報酬は、當事

者との協議に委し、積極的に干輿しなかつたのであるが、一七一

三年に至り代訟人Prokur8torに付き手藪料法Geb養hrenordnung

を制定した。（註一）尤も辮護士Advok錨に就ては、裁判所が、其

の都度決定するものと爲したのである、、（註⇒禽、是れ以外、各

邦hndが、特殊法：磁rtikularrechtを以て、夫れ夫れ手藪料法

を制定したのであつた。

　（註＿）ScLwerin，a．島．O．S．466．爾．Weisslerに依れば、一六〇九年以來既
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　　に手敷料法が存し、hokur瓢torの手数料は、共同の金庫に入れ、其の牧納金

　　は、李等に分配せられたと云ふo　VgL　We1ssler，a、窃．0．S，109、

　（註二）Scl・werin，a・a・O・S・466・

　最後に、辮護士強制Amy誠zwangの制度であるが、中世の

專門敏育を敏ける代辮入VorSprecl・erよ1き、職業的専門敏育を

其の資格として具備せるProkurator虹にMvoka七への推移に

件ひ、其の彊制の制度が一般化するに至つた。訴訟に此等補助機

關を強制的に使用せしむる所謂、強制主義は、既に中世に於て部

分的ながら代辮入張制Vorsprecherzwangとして現はれたので

あるが、（註＿）Rezep七ion以降、普通法時代に至り先づ宮廷裁判

所に於て、代訟人張制：Prokuratorenzwangとして現はれ、引綾

き辮護士彊制　Advokate：n・zw＆ng　が行はれ’た。（註二）併しながら

其の他の裁判所にては、此等張制制度が一般化するに至らす、反

つて二三の邦にては積極的に法令を以て、其の張制を許さなか

つた。（註鼠）

　（註一）　本稿五五頁参照，

　（註二）　此の場合の辮護士弓量制は、辮護士Advok識の署名したる書類のみが

　　i裁判所に提出せられ得る規定を以て行はれた。VgLSchwerin，批・乱・0・S・468・

　（註三）　Schwerin，a，。a。O，S。468，

　　　　　　　　　　　　　Iv．

　　　　　　プロシヤに於ける司法制度の大改革

　プ・シアに於ては、初めの頃は其の他の諸邦と同じく、Pro－

kur＆t・rとAdv・k舳とを併存せしめたのであるが、第十八世紀
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フリードソヒ大王：Frleδrich　der　Grosse（1840－86）の治下に於

て、司法制度の大改革があり、辮護士制度にも甚しい攣革を來

したのであつたQ

　既にプ・シアに於ては、一七一三年の司法制度改善に依り、各

裁判所に一定藪の辮護士Advokatを所属せしむるものと爲し、

之れに因う、敏養低き代訟人Proku蹴orをして其の職を退か

しめたのであるが、更に一七三八年に至りProkur泓torは事實

上塵止せらる㌧に至つた。（誰一）然るに一八四〇年フソードリヒ

大王が即位するや、此の残れる辮護士A面ok舗の制度に㌫

亦、根本的革新を加へんとした。（註昌）其の改革の指導叡念と云

へば、民事訴訟にも、刑事訴訟に於けるが如き積極的審理主義

’U造tersuchungsmaximeを導入し、裁判所と當事者との直接的癖

論UnmittelbaTe　Verl〕andlu：ng　に依り裁判所をして事件の眞相

を把握せしめんとするのであつて、即ちか』る見地に立ち、當

事者一方の利盆のみを代表するi辟護士Advok舗なるものに翼

し、好滅を抱かなかつたのである。（註三）

　（註一）Brix，A．＝一〇rg乱n蛤誌ti・nderAdv・k翫tur（1869），Preussen，S・1・多

　　ScLwerinン抗．凸．0。S．465．

　（註二）　フリードリヒ大王は、一七四二年の頃、既に辮護士制度改善の一端と

　　して、辮護士に一定の年金J跳hresgehaltを與ふることに因P、其の訴訟手敷r

　　料を國庫に収納するの案を立て、又、一七五〇年には、後の大宰相カルメル

　　C鉦merが、辮護士の慶止をば提議したQ　VgL　Schwerin，a．窃．0，S。467．

　（註翼）過去に於ける無致養なる代訟人Prokαratorの非行に因P、辮護士制

　　度に封する反感は．第十八世紀に於ける趨勢であつた。Vgl・Brix，＆＆O・
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　　S．1．；Stein，Freie　Advocatur，S。4．印ちフリードリヒ大王は、此の趨勢を

　　察知、代表せられたのであつて、大王の辮護士に封する悪感情は、一七八O

　　年四月十四日の勅令K：創binettsordreに於て遺憾なく表現せられてあるQ　日

　　く「當事者が、其の訴と抗告とに付き、裁判官の面前に於て自ら陳述するこ

　　とを得ずして、辮護士に依り其の必要なるべき行爲を代理せしめざる可から

　　ぎることは自然に反する。卸ち訴訟が殊更に複雑．にせられ、且つ遷延せしめ

　　らる＞ことは、辮護士に大なる責任がある。蓋し斯くすることに因り、彼の

　　利釜iと幸福とが齎らさる＞が赦であるo云々」VgL　Brix，a・島・O・S・1・

　一七八一年のフレデリック法典Corpus　Juris：Fridericianum

は、以上の如き指導原理（積極審理主義）の下に、其の訴訟篇が

構成せられ、判事は、當事者の申立に拘束せらる』二となく實

禮的眞實螢見に努むべく、當事者は、假令、自己に不利盆なbと

も眞實を述ぶる義務あるものとせられた。（註一）力八る基本主義

の下に、從來の辮護士制度を全く、腰止し、之れに代へAssistenz－

r就he（司法補助員）なるものを設けたのである。（註二）此のAs－

siste且zr翫heは、國家より俸給を與へらる㌧官吏であり、裁判所

より指定せられたる當事者の爲め、其の権利の伸張、訴訟資料

の蒐集、提出等に努むることを以て其の任務となした。帥ち此

のAssistenzr蕊七heは、その指定せられし當事者の利盆の爲めに

活動するも、其の委任に基き職務を執るのではなく、而かも指定

せられたる當事者の利盆にのみ偏せす、實膿的眞實の蛮見に努

むべき責任を負捲するのであつて、結局、その指定せられたる

嘗事者の爲めの官選法律顧問にして、同時に裁判所の補助機關

たるものであつた。（註三）筒、此の外、其の職に離れたる辮護士
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の爲め、別にJus七izkommiss謡a七なるものを設け、非訟事件の

捲任と公詮事務とを之れに行はしめた，、（註四）

　（註一）　Brix7翫。乱・0・S・2・

　（註二）Br斌，徽。O。S。2・∫Sckwer1n，徽・O。S。467．∫Welssler，我、a，0、347圧

　（註罠）Brix，窃乱O。S。2／3．

　（註四）　Scllwerin，a。a．O．S．467．l　S‡ein，：Freie　Advoc窃tur，S。12鼠；Magnus，

　　」。：一Die　Recht肌nwaltsch乱銑，S．4／5．今日、樹、プロシアに於ては、辮護士

　　と公誼人の職とが併合せられつ＞あるは、之れに由來すると云ふ。VgL　Sch－

　　werin7a．a。0。

　此の司法補助員Assistenz噛heの制度は、官権主義の裁判所

の爲めには、其の手足として便宜なる制度であつたかは別問題

として、畢に永綾することが出來なかつた。即ちAss撤enz蝋he

に任ぜられし人の才能の不足に因するか、若くは其の定額牧入

なるが爲め臨機果敢の活動を厭ひたる爲めか、此の翫ssis七enz一

臨theには、嘗て當事者がAdvoka七に封し求めたるが如き活動

を期待し得ざりしのみなら摩、當事者としては、之れを以て自

己の法律顧問と看るべきか、或は裁判所の手先きと傲すべきか

迷はざるを得す、當事者は、之れに何等の信用を置かざるに至

つたが爲めである。（註一）

　（註一）：Brix，風翫0。S。3多Weissler，a．窺，O。S，355鼠

　斯くて此の司法補助員Ass三stenzr就七heの制度は、施行後忽ち

にして其の修正を必要とするに至り、翌一七八二年十一月廿一

厨の指令Anweisτm9虹に一七八三年九月廿日の命令Verord－

nungに依り、重要なる墾更が加へられた。（註一）此の修正に依
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れぱ、訴訟事件に付き從來の如く司法補助員の付添を強制せす、

而して前述の司法委員Jus七iz－Commiss証eの職務範園を籏張し、

當事者は、自己の代理人としてJus七iz－Commiss乱reを選任し、自

らは法廷に出頭せざることを得るものと爲した。即ちAssiste：nz－

ratheは、當事者が任意にJustiz－COmmiSSareを選任せざりし

場合にのみ、裁判所より當事者の爲め指定することに改められ

たのである。此の修正に依り、司法補助員Assistenz臨theの制

度は事實上に於て屡止せられたのであるが、一七九三年の普通

裁判所法Allgemeine　Geric五tsordnung　f・d・Preuss・S七餓tenは㌧

更に之れを制度上にも全屡し、司法委員Justiz－Commissareを

以て代らしめた。（註二）

　（註一）：Brix7a，a．O．S．3弓Weissler，訪。a．0・S。357£タWelssler，Die　Um－

　　bildung　der　Anw批ltscha貴unter　Friedrich　dem　Grossen（1891）。S。144fr多

　　Stein，Freie　Advocatur，S．12丘

　（註二）　Brix，乱紘O．S．4：・3Sc五werin7＆・a・0・S・467・

　併しながら此の司法委員Jus七iz－C・mmissareは、過去の辮護士

Adv・katen制度の其の儘の復活ではなかつた。即ち此の改革に

依りJus七iz－C・mmissareは、訴訟に付き過去に於けるAdvok誌

と同様の地位を占め、當事者の選任に依りて事件を捲任すると

同時に、其の報酬は、自己の個人牧入と爲すことを得たのである

が、（註一）身分としては、普通裁判所法附則第四六二條に規定す

るが如く、官吏Sta＆tsdienerと看倣さる㌧者であり、以上蓮ぷる

が如き當事者との特殊關係を除けぱ、前述のAssistenzr甑heと
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同じく裁判所の補助機關であつた。（註二）併しながら、斯く當事

者の利盆擁護の機關なるが如く、又、裁判所の補助機關なるが

如き不自然なる状態は、到底、永績すべくもなく、漸次、裁判

斯の補助機關たる職能を喪失して、之れに蜀する濁立の地位が

渉一歩と實践的に獲得せられたのであつた。（註三）

　（註一）：Brix，我乱0．S・4，

　（註二）　We1ssler，跳。8。0。S．360驚Briv7a，1曳。O。S，4．

　（註三）Brix，a・a．0・S・5・

　而して此のJustiz－Commiss乱reに蜀し、一八四九年のプ・シア

裁到所構成法dieGerid・七s・rgan細もi・ns－Vemrdnu丑9は、Rechts一

＆nw我ltなる官名Amts砒elを輿へ、（註一）其の地位の昂上を圖

つたのであるが、事實上には、唯、官名が改められたるに止ま

り從來と異なる庭もなく、（註二）斯くして一八七九年の現行辮護

士法Rechtsanwaltsorbnungの施行に及むだのである。

　（註一）　Rec蝕ts瓢waltなる名稻を最初に使用した法律は、一八〇四年八月＋三

　　日に公布せられたバイエルンの命令Verordnung　であつて、　此の法律は・

　　：Rechts鍛職ltを以て、裁判所に出頭し法廷にて職務を執ることを許されたる

　　辮護士Advok謡を意味した。Vgl・Weissler，乱・窃・0・S・421・

　　　而して跳の名稽は、一八四九年のプ・シア裁判所構成法に於て官名として

　　使用せられ（Verordnung，2．Janmr，18492§30）更に一八六七年にはシュ

　　レスウイク・ホルスタイン拉にヘツセン・ナツサウに於ても亦、それを官名

　　として使用したのであるが、一八七九年の現行濁逸辮護士法は、雌のRechts一

　　批nwaltを自由職業としての　Advokat（辮護士）の意に解し、夫れ自身を

　　Rechts乱nw撮tsordllung　と稔した○

　〈註二）：Recぬts翫nw謡とは「法を虚理する者」の意であり、一八四九年のプロ
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シア裁判所構成法は、之れをStaa楓n鴨lt（検事）と劃立せしめたのである

から、立法者としては、從來のJustiz－Commissaマeを斯く改むることに依り、

裁判斯の補助機關たる地位を昂上せしめ、剣事、検事と同格ならしめんと企

圖したのであらう。併しながら事實上には、軍なる官名の攣更に止まり、從

來とは異なれる地位を獲得し能はざPしこと本丈に述ぶるが如くであつた。

VgL：Br三x，a．a．0．S．5弓Stein，Fre三e　Advocatur，S．20f£

第三節　フランスの辮護士制度

：文　献

　　ApPleton，」・，Trait6de　l批pro跳sion　d7avocat，（1928）　PP。22－65弓　1Brix，A．，

　Organisation　de｝Advokatur　（1869），S．306－343．；Brunner，H。，Forschungen

　zur　Geschic｝lte　des　deut．　und　fr乱nzδsisc五en　Rechtes　（1893）．S．ε89－443弓

　Buteau，1工・，　De　rordre　des　avoeats，　Thるse　（1895）．PP．86－327。3Fournel，

　Eおtoire　des　avoc乱ts＆u　P鉦lement　et　au　barreau　de　P批ris．3Brissaud．」．多A

　History　of　french　public　law，trans1＆ted　by　G段rner（1915）．pp．4，61－5。

　　英佛の辮護士法制（司法資料大正＋一年第＋二號）。　佛國司法制度後編（同上

　昭矛口六年第一六五號）　pp．119－242．

　　　　　　　　　　　　　1．

　フランスの辮護士制度に關する同顧は、遙かに古代に及ぶ。か

のユリウス・ケーザノレJulius磁es勘rが、ガリアGalliaに遠征

し（58－50B・C・）、爾來・一マ帝國が此の地方を領有して以來、

・一マの文化と慣習とが此庭に移植せられた。斯くして・一マ

の法律と共に、其の辮論人o麟OTの制度が、（註一）ガリアに齎ら

され、且つ廣められたのであつた。（註二）後フランクの侵入に因
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り・一マの文物、制度は悉く排除せられ、ゲルマンの制度が之

れに代つた（400－695A・D・）。即ち是れ以來、カル・大帝の制覇

を脛て、紀元八四三年ヅェノレダンVer伽nの條約に依り、フラ

ンク王國の版土がルイー世の三子問に分割の約さる』迄、ゲル

マンの代辮入Vorsprec五erの制度が、（註三）其の儘、此の地方に

行はれたのであつた。（註四）

　（註一）　本稿一六頁以下参照。

　（註二）　Brix；ン窃・翫・O・S・306・

　（試三）本稿五〇頁以下滲照。

　（註四）F・rscぬungen，S・389α

　　　　　　　　　　　　II，

　此のヅェルダン條約に基き、大艦に於て現在のフランスの版

土たる地方が、西フランク王國として旺劃せられたのであつて、

夫れ以來、此の國には、ドイツの夫れとは異なれる法制の登達

が途げられ、辮護士制度に就ても、亦、、特異ある登展の過程が

執られたのである。

　辮護士制度としては、此の時よリカペー王朝のルィ九世（1226

－70）に至る迄の間は、所謂暗黒時代として、徴すべき資料を

敏いて居る。（註一）併しながら恐らく此の時代には．俺、ゲルマ

ンの代辮．なV・rsprec五erの制度が、著しき攣革なくして其の儘、

存績せられたのであらう。（註二）兎に角、、i辮護士制度が、精、其

の形態を整へ、組織の確立せられたのは、第十二世紀に至り。

・一マ法復活の機運を生じて以來のことである。（註三）
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　（註一）Brix，膿・0．S・307・

　（註二）フランク王國にては、貴族及び信侶より成る議會：Parl批mentが、最

　　高の國王裁判所であり、此の裁判所は、一・定の所在地なく、都市より都市へ

　　移輔するのであつて、辮護士は、此の最高裁剣所に所薦した。VgL　Br玉x，

　　鋤，窃，O．S．306．

　（註三）當時、借侶が、判事として、仲裁人として、更に又、辮護士として裁

　　判に付き重要なる役割を演じたのであるが、夫れは、俗侶が當時に於ける知

　　識の源泉であることに因り各國に通ずる現象であつたと同時に、是れ’が古代

　　の裁判に付き、憩判Gottesurtei1と云ふが如き宗教的色彩濃厚なる方法の探

　　用せられし、有力なる原因であつたことに疑ひはない。

　　兎に角、此の借侶が、當時、・一マ法の復活に俘ひ、ローマ法を學び、ロ

　　ーマ法の知識と精憩とを以て裁判の衝に當つたのであるが．此の・一マ法の

　　合理主義的理諭は、キリスト教の致義と矛盾する致多の例を生じ、臆がて・

　　一マ法王の絶劃的擢威を冒漬すること＞もなつた・因つて・一マ法王は、信

　　侶が・一マ法を研究することを禁止すると共に、更に宗門出身の辮護士avo－

　　catsは、宗敏裁判所に於てのみ其の職務を執るぺく、俗人裁判所に於ける職

　　務の執行を許さ穿ること＞なした。VgL　Brix，島・a・O，S．307・斯くて當時の

　　有力階級たる借侶が辮護士の職に從事せざるに至りし結果として、辮護士な

　　る者の杜會的地位が、爾來、昂揚せらる＞に至らなかつたが、是れと同時に、

　　借侶が一般裁判所よP其の手を引きたる結果として、訴訟に於ける宗教的色

　　彩が失はる＞に至つた。第＋二世紀に於ける勅判裁判所の消滅は、時代の進

　　歩の外、か＞る原因をも除外し能はぬ。

紀元一二七〇年に於て、當時の法學者の精糀を網羅し、フラ

ンス法の基礎を爲したとも云はる㌧立法が完成せられたのであ

るが、（註一）立法者は、此の法律中に、特に「辮護士叉は代言入」

と題する一章を設け（第十四章）、その職業的統整を圖つたので

ある。帥ち此の法律に於て、辮護士は、不正の事件を引受けざ
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ること、拉に貧民、寡婦拉に孤児の爲ダ）には、必要に因り職務

として（無償に）其の事件を謄任することを命ぜられ、且つ裁

判灰に於ては、事件に關する一切の事實、即ち相手方に不剰盆

なる事實は勿論、夫れ以外の事實をも陳述するの義務を課せら

れた。叉、事件の繋鵬中は、常事者と報酬の契約を爲し得ざる

ものと定められた。（註二）

　（註一）　Brixン＆a・O・S・308・此の立法に依恥紳判裁判断が康止せられた。

　（註二）Brix，乱・a。O．S・308．

　次に辮護士の報酬に付き、一二七四年、リヨン：Lyonの宗敏

會議Ko丑zilに於て、総べて事件の難易を問はす最高額を二十

リーブルLiVYesと爲し、辮護士は、此の額以上を牧受せざる

ことを毎年宣誓すべきものと決議した。駐一）然るに此の決議に

封し、辮護士側より、宗門會議には、か㌧る俗界の事象に干渉

するの権限なしとの反i封が提起せられ、因つて、國王フィリッ

プ三世（1270－85）は、同年十月廿三日1二勅令を登布し、辮護士

の報酬の最高額を三十り一ブルに昂め、事件の重要性と辮護士

の努力如何に依り、其の額を裁量し得るものと爲した。（註⇒其

の後、一三一四年、フィソップ四世（1284－1314）は、上記の勅

令の一部を改正し、辮護士の報酬額の決定に當つては、所属辮

護士會の慣行と、依頼入の財産状態とを掛酌すべきものと爲し

た。（註三）

　（註一）Brix，｛毫，a，0。S・ε08

　（註二〉　此の勅令に依り、國王は、同時に宗致會議の決議を承認せざることを
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　　表明したのであつたo樹，此の金額に就ては、VgL　Welssler，2葛。我・0．S、

　　394．

　（註三）Brix・a。風O。S．309．

　斯くて辮護士の業務範園の横大と共に、夫れ自身の統整が必

要とせられ、辮護士組合barre釦の組織が一般化するに至つた。

（註一）。此のb翫買eauの組織は、フランスに於ては、第十二世紀

の頃にまで遡るのであつて、主として・一マの辮護士制度に倣

ひしものである。（註二）而して辮護士なる者の特殊なる職業的地

位と其の祉會的奪敬とに基き、辮護士組合b盟e凹をば、その

當時登生したる同業組合guildeと旺別する爲め、當時、特に之

れに階級ordreなる名稗が附せられた。後、一三二七年、時の

囁政ノ柑アのフィリップが、命令を以て、辮護士組合に備付け

られたる名簿七乱bleauに登録せられ、且つ宣誓を爲したる辮護

士に限り、法廷に於て辮論を爲すことを許した。是れが恐らく

辮護士名簿に關する最初の立法であらう。此の當時のb澱e窃u

は、今日謂ふ辮護士の外、瞼事ministもre　public（註罠）をも包

括したのであつて、後者が純然たる公職とせられたる結果、辮

護士團膿と分離せらる㌧に至つたのは、遙かに後世（十五、六

世紀）のことでめる。（註四）

　（註一ロ）　　Appleton，Trait6，p．29　et　s．

　（註二）　Br∫x，a。a．O．S。309£

　（註三、四〉　Br油癩d，H減ory　of　French　Public　IL翫w2PP・462，466・

　此の頃、一三〇三年に於て、當時の最高裁判所たる議會P我r一
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拙men七は、國王フィリップ四世（1285－1314）に依り．メリP肘is

を以て其の永久的所在地と定められたのであるが、（註一）此の

：Parlamentが、一三四四年に至り、命令ordonanceの形式を以

て、初めて辮護士會b躍r餓uに關する規定を設けた。即ち此の

命令に依り、Parlamentは、從來の規定を確認すると同時に、新

たなる若干の規定を補足したのであるが、其の重なる黙と云へ

ぱ、辮護士組合の名簿には、宣誓を爲したる職務執行の可能な

る辮護士のみを登録すべしと爲したることと、辮護士の職を執

るには、實務修習stageを経たることを必要と爲した黙であつ

た。（註二）街、此の命令は、若き辮護士は、常に先輩辮護士に鍔

し敬意を表すべき旨を規定すると共に、辮護士の階級をば、1・

consila癒（法律顧問）、2・advoca七i　pro］ponentes（奎葎暴繋夏爲享

攣護Pn・bise…dientes（見習辮護＝ヒ・或はs七翫gi翫iresと

も稽する）とに分つた。（註罠）（註四）

　（註一）Brix，a・窃・O・S・309・

　（註二）　是れが、恐らく辮護士の實務修習に關する規定の最初のものであらう。

　（註三）　Brix，泓我・O・S・311£

　（離四）當時、立法家と同じき名聲を有せるラ・シュ・フラヴィンLoroche一

　　：Flavinに依れば、各時代を通じたる辮護士に關する規定は、凡そ次の如くで

　　あると云ふ。Vgl　Brix，⑳・我・O・S・312£當時の辮護士の駅態を識るが爲めの

　　好資料なるを以て、煩を厭はず、錫。下に摘記する。

　　　1．法廷に現はるべき辮護士は、法律全科（民事拉に敏會法）を修業し、且

　　　つ宣誓を爲したることQ

　　　2．前の事件が絡了せざるに先立ち、自己の事件に付き陳述せざることo
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　　1玉．

　　12．

　　13．法廷に於ては、他人に封し同感又は否難の聾を撃げ、叉、裁判所の許

　　　可なくして叢言し、若くは他人の爽言を止めざること。

　　14。不正の事件を正當なりとして支持せざること。

　　　　　　　　　　　　　III．

　以上は、中世に於けるavoca七（辮護士）の登達過程の概観で

あるが、之れに比し、procureur（代訟人）は、制度としては遙か

に逞れて瑳達iした。

　フランク時代には、國王の特許なくば代理を許されなかつた

のであるから、其の當時には、代訟．へprocureurの如き者の存

在の鯨地がなかつた。（註一）併しながら封建法の時代に至つて、

敏會法の訴訟手績が、か』る制限を設けざるに影響せられ、當

』事者は、特許状le七tres　de　graceを受くるならば、counse1に依

　らる＞ことがある○

　　辮論と書面とは、共に簡明なるべきこと。

　　丈書は眞實に讃上ぐべく・殊更に脱落、中断若くは歪曲せざること・

　　法廷を退くには裁判所の許可を受くること。

　　相手方若くは他人に封し、侮辱的の言語を以て感封すべからざること。

　　裁判所の所在する都市を離る＞際には、申立書を代訟入procureurに

　交付し、且つ其の代理人を設くること。

　に非ざれ，ば、其の席に着し得ざること。

　協議に與らざる旨を宣誓すること。

　　同時に當事者双方を代辮せざること。

　　貧民の爲め代辮を爲すこと。

3．辮論開始前に出廷すること。之れに違反するときは．損害賠贋を命ぜ

4．

5。

6。

7．

8．

9・法廷に於ては、端正なる衣服の上に長き上衣を羽織P、圓き冠を頂く

10・判事として召集せられたるときは、當事者の利釜を圖らず、且つ其の



第二章繋護士制度の浩革 8■

り代理せらる㌧ことを許された。（註嵩）斯くして、proc皿eur（代

訟人）の制度が鵤つたのであるが、（註三）是れが今日のフランス

に於けるavOU6の前身とも看るべきものである。

　（註一）　古ゲルマン法に於ては、代理を原則的に許容せざりしこと既に蓮ぶる

　　が如くである。本稿四三頁滲照。

　（註二）Briss批ud，ibid。P．464．n。3．

　（註三）　法廷に於けるi辮論を專らにする餌oc雄の外に、訴訟に付き嘗事者を

　　代理するprocureurを置くの制度は、中世カノン法を通じ、遠くローマ法に

　　於けるcognitor（代訟人）若くはprocurator（代理人）とadvoc抗tus（訴

　　訟輔佐人）若くはjur量s　consulti（法律顧問）との封立にまで遡り得るのであ

　　るが（本稿一四頁（註置）滲照）。侮、近くは、中世ゲルマン法に於ける、Vor－

　　sprec五er（代辮人）　と　Anw厩d　との封立にも關連を有する。VgL　W㎏issler，

　　a。鳥。0．S。108．本稿五七頁滲照。

　訴訟に於ける代理の禁止は、規定としては遙かに後世にまで

存績し、一五二八年一月十五日の命令ordollmnceに依り滑滅せ

しめられたのであるが、事實上は、上述の特許1状let七res　de　grace

の形式に依り、第十二世の頃より、代訟人prOCUTeurの雇用が

行はれ、漸次、夫れが一般化するに至つた。蓋し・一マ法の復活

に件ひ、法律制度が複雑化し、訴訟に於ける代理機關をぱ、肚

會が需用したが爲めである。（註一）此の代訟．尺prOcureurは、辮

護士a▽oca，t力葺、最高裁孚U所たるPa雌証nen七に所属したるに饗

し、各地の裁判所に所属して夫れ夫れ組合を組織し、職業的統

整を保つた。而して其の職業上の地位は、初めは費買を許され

たが、後には一の官職とせらるるに至｛）た。（註二）
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（註一）Brissaud，ibid・P・464／5・

（言主二二）　　Briss島ud，ib至d・P・465・

　　　　　　　　　　　　IV．

　此のavocat（辮護士）とprocureur（代訟人）との封立の制

度は、其の儘、近世期に齎らされ、而かもドィツに於けるとは

異なり、（註一）近世期に於て、更に此の制度が登展せしめられ、今

日のフランスに於ける　aVOG帥　と肝OU6の制度となつたので

ある。斯く肝oca七とproc皿eurの二元的制度が、フランスに

於て登展を途げた所以のものは、フランスに於ては、＆voca七が、

古ゲルマンのVorsprecherの傳統を途ひ、法廷に於ける辮論を

以て其の天職と心得、且つ其の職を名響ある自由職業として、法

廷に於ける當事者の代理を拒否したることに鯖しなければなら

露。（註二）即ち伽ocatが、法廷に於ける辮論のみを専らにした

るが爲め、當事者はavoca七と共に出廷するか、然らざれば其の

代理人を別に設くる必要があつたので、斯くしてprocureur（代

訟人）なる職の出現を促がしたのであつた。併しながら夫れの

みに止まらす、フランスに於ては、ドィツに於けると異なり、

（註三）民事訴訟の審理に付き、終始、口頭主義M伽dlichkeitが

執られ、口頭辮論を以て訴訟審理の形式となしたが爲め、訴訟

に於ける當事者の補助機關として、特に口舌の士たる乱voca七が

必要とせられしことも、亦、その重要の原因であつたことに疑

ひはないo（註四）
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　（註一）　ドイツに於ては、Rezeption以降、AdvokatとProkuratorとが、漸

　　次、其の職能的匿別を失ひ、第十七、八世の頃に及び、雨者、混同せらる＞

　　に至りしことは既に述べたるが如くであるo本稿六四頁滲照Q

　（註二）Weissler抗，a・0、S．108・391，樹、ゲルランドは、英國に於けるbarrister

　　とsolicitorとの匠分をぱ、此の國に於ける裁判所の集中主義に露せしめて居

　　る。然るにフランスに於ても、avocatはP乱rl乱ment（最高裁判所）に所厩し、

　　procureurは各地方の裁鋼所に夫れ夫れ分麗したのであるから、英國に於け

　　ると同じくフランスに於ても、i辮護士二分制の原因として、裁判祈の集中主

　　義を暴ぐることが出來るであらう。

　（註罠）　ドイツに於ては、民事訴訟に付き書面審理主義の探用せられたる結果

　　として、Proku撒torとAd▽ok蕊tとの職務的封立の意義を失ひ、第＋八世に

　　及むで、此の雨者の匿別が、事實上に消滅せしめられしこと既に述ぶるが如

　　くである。本稿六四頁参照。

　（註四）Weisslerメ撚．0。S．389。

　以上の如くにて、avoc帥とPTocureurの職務的勤立を以て、

フランス大革命に及むだ。（註一）aVOC就（辮護士）は、一の自由

職業として、procureurに比し、肚會的に高き地位を占めたので

あつて、當事者としては、訴訟に付き乱voca七を選任すること

を必すしも張制せられざるものとし、其の報酬は、其の都度の

協定に委せられた。（註二）反之、procureur（代訟人）は、訴訟手

績の進捗を圖る爲め、當事者として其の選任を強制せらる㌧も

のとし、其の報酬は、手歎料法の規定に從ふものとせられた。

（註三）斯くavOC編とproc皿eurとは、嚴重に匠別せられたので

はあるが、事實、Lは屡々、混同せられ、下級裁判所にては、pro一

㎝reurが同時にavoc就の職務を併せ行ひ、叉．、時として判事
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の夫れすらをも粂ねたと云ふ。（註四）

　（言主一噺）　ApPleton，Tr乱it67P．33・

　（註二）外面的には、餌ocatは・procureurと異なり當事者が任意に提供する

　　金額を牧受することに依り溝足すべきものとせられた」　Vgl』Brix，a，8．O・

　　S．314。是れは、・一マの辮護士advoc鶴usに付き報酬の牧得を禁止したキ

　　ンキア法1ex　Cinci＆（204v。Chr．）（本稿三八頁参照）の影響に基くのであつ

　　て、斯くすることが名碁あるavocatの地位に相鷹すると考へられたのであ

　　る。去れば此の當時より、avoc乱tに封し支彿ふ金額をhOIloraire（報酬）と稻

　　し、之れ’をprocureurに当！して支彿ふ繊laire（給料）と医別した・

　（言主三）　Brissaud，ibid3P．465．3Brむ【，a，批・O・S・314

　（註四）　Briss訊ud，ibid、P・465．P。4。

　　　　　　　　　　　　　V．

　此のavoca七とPmcureurの制度は、フランス大革命に依り、

一時的ながら根抵的に覆されたのであつた。郎ち第十八世紀は、

辮護士の不信任、否、寧ろ之れを蛇蜴親したる時代であつて、プ

・シアに於ては、フリードリヒ大王に依りAdvokatを壌止して

Justiz－Commissareを以て代へたる二と前述の如くであるが、（註

一）フランスに於ても、大革命の初頭、先づavocatが騒止せら

れたのである。

　（註一）　本稿七二頁以下参照。

　即ち一七九〇年九月二日、立憲議會Assembl6e　Consti七uanto

は、満場一致を以て、Parlament（國王裁判所）と共に職業團膿

の一種たるbarre批u（辮護士組合）の禁止を決議し、之れを法律

として登布すると同時に、avOC飾（辮護士）の稽號をも壌止した
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のであつた。（註一）其の第二條に曰くr從來、i辮護士avocatと稔

せられたる“法の人”hommes　de　loiは、今後、階級s七＆geを

構成せす、又、職業組合syndicatを組織すべからざるものと

し、且つ其の職務の執行に際し特別の制服を着用すべからす」と

あり、爾後、當事者は自ら法廷に於て辮論を爲し得るは勿論。

術、その適當と認むる者をして代理せしむることをも得るに至

つた。（註二）之れに績いて一七九一年一月廿九日の命令は、avOU6

（代訟入）の制度を設け、奮制のaVOC前（辮護士）が之れに登録

し就職することを許したのであるが、此の制度も共和暦二年霧

月三日（一七九三年十月）の法律に依り壌止せられ、斯くて共和

暦十二年に至る迄は、便宜主義の訴訟手績が行はれ、何入も自

由に非公式辮護ノk　d6fenseur　of巳cieuxとして他人の爲め訴訟代

理を爲すことを得たのであつた。

　（註一）　Appleton，Traiも6，pp・38・et　s・此の立憲議會は、一七九〇年よP一七

　　九一年に亙り、行政、司法、宗教上に大改革を施したのであつて、此の辮護

　　士糸且合、同日寺’こ辮i護士の稽號の駿1kは、從來の辮護士指唖度に…欝する國民肖勺反感

　　に基けるは勿諭なりとするも、術、時代の要求たりしParl窃ment（國王裁判

　　所）の慶止と各種職業團豊の解散とに件はれし必然的の結果でもあつたので

　　ある○

　（註二）：Brix，翻・0・S・320弓Brissaud7ibid・P・463・

　併しながら、か』る無秩序なる訴訟手績の歌態は、革命が建

設期に入るに及むでは存績し能は露ことは言ふ迄もない。即ち

共和暦八年風月廿七日（翠窒冒O）の法律を以て、先づavou6（代訟
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人）の制度が復活せられ、（註一）績いて共和暦十二年風月・廿二日

（葦歪雪四）の法律を以て、法律學校とavoca七（辮護士）の制度とが

復活せられた。（註二）更に一八一〇年十二月十四日の命令は、辮

護士組合b乱rreauの再組織を規定し、且つ法廷に於ける辮論を

乱voca七の濁占たらしめた。（註三）荷、其の後必要に慮じ＆Vocat

蛇にavou6に關する軍行法令を公布し、今日に及むで居る。（註四）

　（註一）　此の法律に依り、一度慶止せられし駄vOu6（代訟人）の制度が復活せ

　　られ、代訟人は、其の所驕裁判所に於て他人の爲め訴訟手績を爲し、又、申

　　立を爲すことを得るものとせられたのであるが、同時に當事者も、亦、從雍

　　通り、自ら辮論を爲し、若くは其の適當と認むる者をして辮論を爲さしむる

　　ことを許されたのであつて（同九四條）、此の改革は極めて不徹底のものであ

　　つたo
　（註二）ApPleton，Trait6，PP．43・et　s・此の法律に於て、avoc批tとして其の

　　職務を行ふが爲めには、法學士の稽號を有すること、辮護士名簿に登録せら

　　る＞こと、拉に辮護士として職務に忠實なるべきことの宣誓をなすことを以

　　て、其の要件と爲した（同二四、二九、三一條）。

　（言主三）　　APPleton，Trait（5P・46。

　（註四）　ApPleton，Trait6，PP。48－65・

第四節　イギリスのi辮護士制度

文　　献

　　Christian：E．B．V．，Solicitors，An　Outline　ofthe圭r　H王story（1925）3r　A　Short

　Hおtory　of　Solicitors（1896）3Jenks，E，A　Short　Hおtory　of：Englis五』Law

　（1924，）．pp．200－205弓Holdsworth7A　H：istory　of　English　Law，Vo1．II．pp．
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　311－319，484－509．VoL　VI。pp．431－499．多：B1＆ckstone，W，，Commen撤ies

　on　tlle　L窃ws　of　Eng1蹴d，voL　III，pp．25－29．l　Jenks，E弓The　Book　of　Engli曲

　hw（1928），PP．78－S8弓Odgers，TheC・mm・nL塾w・f：Engl翫nd（1927），V・L

　IL　pp．813－837．3：M批gnus，」・，Die　Rechtsaしnw＆ltscha’ft（1929），S・52－53弓

　亙3rix，Organisation　der　Advocatur（1869）・S・344－367弓Brunner，H・，Forschun－

　geuzurGeschichtedesdeut，u。fr翫nz』Rechte5…（1893）・S41撚3Gerl乱nd・E，

　：Dieengl珀cheGerich右sver隔sung『（1910）2：Bde。

　　英佛の辮護士法制（司法資料大正＋一年第一二號）。英國裁判所構成論（同上

　大正＋三年第四六號）pp・52－181。冠木精喜氏、英國の辮護士（法律論叢＋巻

　昭和六年二、三號）。穗積重威氏、英國法制研究、PP・86－115。戸倉廣氏、羅馬

　法制史概論pp。2質一302。

　　　　　　　　　　　　　1．

　イギリスに於て辮護士制度の略ぽ確立せられたのは、エドソ

ードー一薩（玖72－1307）の時代であると云はれて居る。（註一）而

して此の時、既に乱七tomey（代訟入）とPle謡er（？～俳7α607θ80r

ω％舵2粥O「躍ゴεα伊蜘0襯♂伽習）（代舞鉾人）が、異なれる種類の職業

とせられ、（誌二）爾来、此の辮護士機能の二分制が、フランスに

於けると同様、其の儘に蛮展を遂げ、今日のbarrister（状師）

とSOlici七〇r（訟師）の制度となつたのである。

　（註一）H・ldswQrth7Hエst・ry7v・LII・P・311・，M我gnus，＆泓0・52・

　（註二）　Holdsworth，ibid，VoL　II．p．311弓Jenks，：Eng1減1L翫w．p．79．

　尤も此のエドフードー世の時代に至るまで、翫に今日の辮護

士制度の淵源とも看るべき制度が、相當の程度に於て套達せし

もの㌧如く、或はウイリアムニ世（10874100）の時、既に法律

に通じ、且つ法律事件に關する辮論の術を學びたる者が存した
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と云ひ、又、Br乱c七〇nは、ヘンリー三世（1216－1272）の治世

に、eounsel　ple湘er虹に認voc翫teの存したることを明言して

居る。（註一）併しながら更に遡つて、ノルマン征服（第十一世紀）

以前に於て如何なる制度が存したるかに就ては、文献の徴すべ

きものがない。併しながら此の國には、ノノレマン民族の侵入に因

り、早くより古ゲルマンの法制が移植せられたであらうと同時

に、・一マ法の影響を受けたる中世（前期）ゲノレマン法も、亦、

此の國に傳へられしこと㌧考へる。兎に角、かのゲルマン法に

於ける：Fllrisprecllo（言葉の指導者〉（註二）の制度が、此の國に

齎らされ、夫れが此の國に特有なるi辮護士制度の登達を遂ぐる

の基礎となつたであらうことに疑ひはない。（註罠）

　（註一）　　Magnus7a。a。0．S．52、

　（註二）　本稿四七頁滲照。

　（註罵）　イギリスの法’制史家は．比較法學的の研究をば閑却するが爲め、此の

　　方面の研究が不充分であるが、attonleyとple＆derとの叢生拉に分裂過程は、

　　ゲルマン法（封建法時代）に於て、Vorspre面erとAnw我1dとが、・一マ法の

　　影響を享け、i封立的に援生、嚢達したる其の過程と符節を合するが如く憾あ

　　抜其の問の交渉の密接なることを想はしむる。侮、：Brunnerに依れば、英

　　國に於ける＆ttomeyの制度は、直接、古代ノルマン法に淵源すると云ふ。

　　VgL　］Brunner，Forsc｝1ungen，S・422猛

　而して第十三世紀に至り、訴訟事件の取扱が、素人の手を離

れ職業化するに至つた。畢寛するに夫れは、當時1こ於けるイギ

リス文化の躍進的蚕展に件ひ、訴訟事件の薮が著しく塘加した

ると、他方には、複難化せる・一マ法の影響に因り法規の複i維
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化劾に法律知識の專門化を來したるとに原因するのであらうが

更にOdgerSは、其の直接原因として，一二〇七年に於て、從來、

好むで法律事件を庭理した鱈侶に饗し、カノン法が、俗入裁判

所Seeul勘rClour七に出廷づ燭るを禁止しナこる二とと、（註一）一一二二一一

五年，に至り、かの大憲章に依⇔、Co1麟of　COmmon　Emを一

定地（ウエストミンスター）に常置すること㌧なりたることを墨

ぐる。（註嵩）郎ち斯くして此の中央裁判所の所在地に．當時の法

律家が集b、叉、新たなる法律家が養成せられて、愛に訴訟事

件の取扱を專門とする職業入を輩出するに至つたのであると。

而して其の職業的専門家は、初めより．法廷に於ける辮論を專

らにする者と、法廷外に於ける事件の庭理を主とする者とに岐

れたのであつた。（註置）

　（註一・）　Odgers，Common　Law，VoL　Ii・P．813弓Holdswort五，ibid・P・313・

　　樹、櫓侶の俗人裁判所への出廷禁止は、溺述せしが如く、當時、フランスに

　　於ても行はれたのであるが（本稿七六頁（註三）参照）、其の理由とする虚は、

　　恐らくイギリスに於ても、亦フランスに於けると同様、教義との矛盾拉に・

　　一マ法王の権威の冒漬と云ふにあつたのであらう（前掲註参照）。

　（言主二二）　　Odgers，ibid，vol　II・P・813・

　（註置）H・ldsw・rt溢，ib量d，v・LII・P・31L

　　　　　　　　　　　　　II．

　イギヲスの法廷に於ては、その初めより帥ち原始的に、他人

の爲め法廷に於て辮論することを許したであらうか否かに就て

は、イギリスの法制史家は、何等、看るべき研究を遂げて居ら
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露。（註一）兎に角、第十一世紀に及び、ウイリアムニ世（1087－

1100）の治世には、前蓮の如くゲルマンのVorsprec五er（代辮

入）若くは・一マのo蹴・r（辮論入）に類似せる者が存するに

至りしもの』如く、（註二）叉、HoldSwor七hに依れぱ、次の國王ヘ

ンリ・一一世（1100－1135）の法律は、重罪事件を除き、他入の爲

め法廷に於て辮論を爲す者を認めたと云ふ。（罷翼）而して此等の

者は、・一マに於けるo麟or（辮論．へ）と同じく、友情乃至杜

會奉仕的好意を以て法廷に於ける辮・論の任を引受けたのであつ

て、未だ職業化するに至らす、從つて其の勢に封し報酬を受く

ることもなく、（註四）又、法廷に於て當事者を代理することをも

爲さなかつたのである。（謹E）當時此等の者をamicuscuri跳e（法

廷の友）と稻した。（註六）

　（註一一）Holdsworthは、此の黙に就ては確言すること困難であると云ふに止

　　まり（ibid，P・312．）、又、Jenksは、原始時代の法廷の模様、拉に職業的代闘

　　者としての拳闘家pugilistの串現を蓮ぶるも、其の記載、概して抽象的且つ

　　莚漢たるものである（Jenks，H1story，P．200・）Q

　（註二）　・一マのor乱tor（辮論人）に就ては、本稿一六頁以下、及びゲルマン

　　のVorsprecher（代辮人）に就ては、本稿四七頁以下参照。

　（註三）　Holdswor伍，ibid，VoL　II，p。312．

　（註四）Odgers，Common　hw，VoL　II・P。1436・他人の爲めにする法廷の辮

　　論は、非職業的に、帥ち一種の好事家の仕事として始められしものなること

　　は、英國の法制史家の認むる虎であり、從つて其の初め、之れに封し報酬の

　　供與せられなかつたであらうことは考へられるのであるが、何時頃より報酬

　　の供與が行はる＞に至つたかは、丈獣の徴すべきものがないo

　（註五）　Holdsworth，ibid・vol，II・P・311・
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　（註六）　　Holdsworth，ibid・vol，II・P・314・跳の　amicus　curi批e　（法廷の友）は、

　　ローマに於けるju廟consulもus（法律顧問）若くはゲルマンに於けるK甑der

　　des　Re面tes（法の告知者）と同様、其の法律上の意見は、裁判所に依りても、

　　亦、擢威あるものと認められ’たのであるo

　斯く他人の爲め法廷に於て辮論を爲すことが、漸次、一般化

せらる」に件ひ、（註一）前述の如き原因に因り夫れが職業化する

と同時に、之れに從事する者に射し、narr乱tor，cOun七eur若くは

serje舩七一counteurと云ふが如き名稔が附せらる㌧に至つた。而

して夫れが全く職業化するに至つたのは、第十三世紀、エドフー

ドー世の時代であると云はれて居るが、既に一二五三年に於て、

非職業の者が、法廷に於て辮論せしときは過料に塵するとの規

定が設けられたと云ふ。（註二）樹、此の時代から、此の法廷に於

ける辮論を職とする者の問に、特殊の職服と冠coifとを着する

の習慣を生じたのであつた。（註三）

　（註一）　Holdsworthに依れば、當事者自ら蓼諄論せし場合・、其の失『言の取消は

　　不可能であつたが、他人をして辮論を爲さしめた揚合、其の者の失言には嘗

　　事者は拘束ぜられずして之れを否認し得た（ibid，P・312）。是れなども、辮論

　　人の制度を一般化せしむるに付き有力なる原因となつたことであらう。序な

　　がら雌の辮論人の失言を否認し得る法廷の慣行は、ゲルマン法に於けるVor・

　　sprecLer（代辮人）の失言に封するHolullg　undW窃nde1（補正及び撤同）（本

　　稿五一頁参照）の制度と相通ずる黙あることを看過し能はぬ。

　（註二）　Holdsworth，ibid，Vo1．II。p．313．

　（謹罠）　Holdsworth，ibid，VoL　IL　p・314・

　而してエドワードー世は、司法制度改善の一端として、couか

teurの優秀なる者を選むでserjean七at臨w（seviens　ad　legem〉
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の構號を賦與し、且つウエストミンスター國王裁剰所に於ける

辮論の特許を與へた。（註一）是れと同時にapprenもi七ii認Iegem

（司法見習生）を設け、一・定期問の修習を脛てserJean七帥lawた

らしむること」爲し、（註二）其の修習をば、專ら先輩たるserjeant

舳1島wが自治的に組織せし職業團膿に委託した。（註三）此の團膿

をhnsofCour幅ndCh蹴ceryと稚し、後にbarris七er（歌師）養

成の唯一の機關となりしInns　of　Cour七（法學院）の前身と考へ

られる。（註四）

　（誼一）　Odgers，ibid，Vo1．IL813／4．樹、serjeant　at拙wの名稻をエドワード

　　ー世が設けしことに就ては、Holdsworthは疑ひを存し明言しては居らぬ。

　　Iloldsworth，ibid，vo1．II。pp．314．484。

　（註二）　Iloldsworth7ibid，Vol。II・P。314／5。伺、Blackstoneに依れば、跳の

　　修習期間は、十六ケ年であつたと云ふ（Comm、Vo1、III。p。27．）。

　（註罵）　Holdswortlh，ibid，Vo1．IL　p。493／4．

　（註四）　Inns　ofCourtの成立拉に嚢展に就ては、後段に於て述ぶる（本稿九七

　　頁以下）。

　斯くして第十三世紀の末葉には、serje翫nt　at　lawなるものは、

國王裁判所に所驕する辮論．へとして、その見習生たる＆ppren－

titii謡1egem（司法見習生）とも、叉、當時同じく職業化するに

至つたAttomus（代訟入）とも明確に匿別せられ、（註一）且つ自治

的なる團膿をも構成するに至りしこと前述の如くである。（註二）

而して此の團膿は、第十四世紀の末葉に至り、愈々、其の基礎

強固を加へ、判事の敏員は、此の團艦．に属するserle組七aUaw

　　　　　　　　　　　　ぬより補充すること㌧なつた。（註三）其の他、serleallt乱t　lawの資
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格に附せられし特権の多くは、概して此の當時に賦與せられ、斯

くてserleant　at臨wの地位は、學位號（degree　of　Docto「s）よ

りも、遙か奪敬に値したと云はれて居る。（註四）現在のb簾r減er

（状師）は、此のserle餓七a藤躍の後身とも観るべきものなる

こと、後蓮の如くである。

　（誌一）　HoldSwort五，ibid，Vol。II・P．4S4・

　（駐二）　serje窃nt就lawが、　自治的なる團髄を構i成するに至りし原因として、

　　Odgersは、其の所属員、帥ち國王裁判所に於て辮論すべきserjeantの致の

　　檜減を其の自治的決定に委せし爲め、特定の場所に組織腔を有つに至れるも

　　のと蓮べて居る（ibid，VoLI1・p・814・）o

　（註置）　Holdsworth，ib至dンVoL　II。p，485。

　磁四）Holdsw・曲，ibid，VoLILP．486．

　　　　　　　　　　　　　III．

　次にイギリスに於て、前蓮のcounte皿、後のs明eant滋1乱w

と相拉むで登達したものに乱ttor：ney（a七tomus）（代訟入）があ

る。此の乳ttorneyは、現今のSOlici七〇rの前身とも看るべきも

のであつて、counteurと異なり、法廷に於ける當事者の代理機

關として登達したものである。其の淵源に就ては、未だ充分な

る研究が途げられて居らないのであるが、古ノノレマンの法制に

遡り得ると云ふBrunnerの詮が、諸般の事情より推して正鵠を

得て居るもの』如くである。（註一）兎に角、イギリスに於ても、

・一マ法若くは古ゲルマン法に於けると同様、その初めには法

廷に於ける代理は勿論、一般法律取引に於ける代理をも認めな
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かつたのであつて、從つてa七tornus（代訟人）の如き者の存在

する鯨地がなかつたのである。（註二）併しながら文化の登達に件

ふ肚會組織の複難化は、漸次、法廷に於ける代理人の必要を感

せ・しめ、因つて法廷に於ける辮論を專らにするeou：nteur（代辮

人）の外、訴訟に於て當事者を代理するat七〇rnus（代訟人）なる

者の出現を促がすに至つたのである。（註三）

　（註一）　本稿八八頁（註三）滲照。

　（註二）Holdsworth，ibid，VoL　II・P．311／2．斯く法律取引に於て代理を認め

　　ざることは、原始法制の特徴であ珠古ゲルマン法に於ても、又、ギリシア拉

　　に・一マ法に於ても同様であつたことは・既に夫れ夫れの項にて述べた・

　（註罵）　乱ttornUS（代訟人）は、その初め、訴訟に於ける當事者の代理と云ふ

　　よPも、寧ろ法廷に於ける手績の指導の爲めに出現し、其の後、本丈に蓮ぶ

　　るが如き証會的事情に因久漸次、法廷に於て當事者を代理するに至れるもの

　　とも襯察せられ得る。部ちHoldsworthに依れば、attomusも、樹、其の初

　　期の頃には充分なる當事者の代理灌を有しなかつたと云はれ（漏d，Vo1・II・

　　p．312。n．1。）．又、Brmnerが、アング・・サキソン法にては、法廷に於け

　　る辮論と當事者の訴訟代理とを、必ずしも嚴格に匹別しなかつたと蓮べて居

　　るが如き（Forscぬungen，S・423）、敦れも上記の如き主張の論擦と爲すに足

　　りるo

　訴訟に付きa七torney（代訟人）を使用することが一般的に公

認せられたのは、エドワードー世（1272－1307）の時である。夫

れ以前、　くとも一二三五年迄は、attorneyに依る代理を一般的

に許さなかつたのであつて、（註一）唯、當事者自ら訴訟を途行し

難き特殊の場合に限り、例外的に泓ttorneyに依る代理が許され

たのである。而して其の代理には、國王の特許が必要であり、其
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の特許は、當該訴訟にのみ限られたものであつた。（註二）然るに

其の後、カヘる制限は漸次に緩和せられ、エドフードー世の登

したウエストミンスター條例は、（註黒）誰orneyに依る訴の提起

と、當事者不出廷の場合、嶺or聡yに依り訴訟を進行せしむる

こととを一般的に許容したのである。（謹圏）此のa七torney（代訟

人）の一般的使用は、先づ地方の裁判斯に行はれたのであるが。

（註五）斯くして國王裁判所に於ても一般的に許さる』こと㌧な

り、愛にserJca，麟と舖七〇mey　との職能的匿分が明かとなるに

至つたのでゐる熔

　（註＿）　Jenks，H宝story，監）．203．

　（註二）　£lackstone，ibid，VoL　IIL　P・25／6弓Hloldsworむth，ibid，VQL　IL　P・315・

　　斯く國王の特許に依り我ttorneyの使用を許きれたことは、前違せる中世フ

　　ランスに於ける1ettres　degrace（特許歌）の制度に近似せることに注意を要

　　する（本稿八○頁滲・照）。

　（誰垂罵）　　Sもatute　of、Ve誌minster，2・c・10・

　（註四）　Bl我ckstone，ibid，VoL　IIL　P・26・；M盆gnus7窃・a・0・S・53・

　（駐五）　　Jellks，亙11story，P・203／4・

　aも七〇rney（代訟．尺）が職業化したのは、エドワードー世の時で

あると云はれる。（註一）尤も夫れ以後にも、非職業的翫ttorney

の存在は法律上可能ではあつたが、夫れが職業として認められ

て以來、職業的attomeyの藪、頓みに増加し、非職業的就tor：ney

を依頼すること稀れなるに至つた。（註二）初め職業的at七〇rney

は、serJeant鋤law　と相拉び、國王裁判所に所属せしめられ㌧

正規の職業團膿を組織したのであつたが、後には各裁判所に分
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属せしめられ、その宣誓し、所厨する裁判所に於てのみ、職務

を執り得ること㌧なつたのである。（註豊）

　（言蓮一）　　Iloldswort｝1，ibid，VoL　II・P・317・

　（註嵩）Holdsworth，ib三d，VoLILp。504．’両、Jenksに依れば、attorneyの

　　職業性は、一四〇二年の條例に於て、初めて認められ得ると云ふのであるが、

　　（紐story，P・20勾雌の條例は、同書にも述べらる＞が如く專門的知識を駅く

　　非職業的乱ttorney（印ち塵定の法律學科を履修し、免許を受けたるに非ざる

　　者）を禁止する規定であつて（後述）、寧ろ此の時にattorneyが職業としての

　　濁占性が確立せられたと看るべきであらう。

　（註罵）：Bl乱ckstone，ibid，V・LIII。P．26弓Brunner，a・a・O・S・423，443・斯く

　　8ttorneyが、各裁判所に分属せられ、其の裁剣所に於てのみ執務し得るに至

　　つたことは、國王裁判断に所屍するserje乱nt＆t　hwとの間の職業的匠分拉

　　に封立を、一層、助長したものと考へられるo

　斯くして乱ttomeyが職業化し、其の人員が増加するに件ひ、

裁判所の之れに蜀する統整、監督が當然其の嚴密の度を加へた。

帥ちヘンリー四世（13994413〉の時、先づ一四〇三年には、專

門的知識を歓く錨omeyを其の職より退かしむるの規定を設

け、（註一）績いて條例を以て、甜orneyの登録を受くるには、先づ

判事の爲す試験に合格することを必要ならしめ、同時に、學識

あり、品行方正にして、且つ裁判所に於て其の義務に忠實なるべ

く宣誓を爲したる者に非ざれば、a七も・meyの職を執り得ざるも

のと定めた。（註二）伺、以上の外、裁判所も、亦、必要に慮じ其

の取締の規定を設けたのであつて、斯くa七七〇rneyが種々なる

形式に於て裁判所の周到なる取締、監督を受けたること㌧、夫
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れが各裁判所に專属し、其の所属裁制所に於てのみ職務を執今

得たこととが、此の嶺orneyをして、裁判斯の職員たるの性質

を有せしむるに至つた。（註菖）是れと同時に、從來、泓t七〇meyは、

依頼入の爲め法廷に於て辮論を爲すことを得、叉、Inns・fCour七

（法學院）にも所属することを得て、serle韻七就lawと、未だ充

分に分岐せられなかつたのであるが、前述の如く裁剰所の職員．

而かも判事に從驕する下級職員たるに及むで、先づ法廷に於て

辮論を爲すの権を奪はれ、後、第十六世紀に至り、In薦・｛Court

よりも除力）る、』こと㌧なつた。（註四〉

　（註一）　Holdswo践溢，ibid，VoL　IL　I）・505。

　（註二）　£1乱ckstone，ibid，VOL　III。p，26。

　（註罵）　Holdswort血，ibid，VoL　II・P・504／5・

　（註四）　Holdsworth，三bid，VoL　II・P・504／5弓VoL　III・1）・654弓VoL　VL　P・441

　　　　　　　　　　　　1v．

　以上は、イギリスに於ける辮護士制度の濫筋、虹に中世に於

ける其の登達の概観であるが、荷．之れと關聯し、辮護士髄度

に付き、イギリスに特有なる諸黙を理解、把握するが爲めには、

b躍r競er（駅師）の團膿にして、且つ其の養成機關として現在

にまで存績せるInnS　O至Court（法學院）に就ての観察を歓き能

は濾。

　此のIn聡of　Cour七の起原は、古記録の喪失に因り、必すし

も明瞭ではない。Holdswort五は、確實の庭としては第十四世紀

まで遡り得るに止まると述べて居るが、（註一）一般の認むる庭に
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依れば、Jenksの云ふが如く、第十二、三世紀の頃ウエストミ

ンスター所厨のcounteur（代辮人）が、自治的に組織した肚交

乃至職業團膿を以て其の前身となすもの㌧如くである。（註二）果

して然らば、前述の如くエドフードー世（1272－1307）が、ser－

Je蹴t　aU乱wの組織する團禮に、appren七itii　ad　legem（司法見

習生）の修習を委託したのであるが、（註三）即ち此の團膿が、現

在のInns　of　Cour七の前身と云ふこと』なるのである。（註四）

　（註一）　Holdsworth，ibid，Vo1．II．p。4g4．

　（註二）　Jenks，Book，P．80弓Odgers，ibid，VoL　II・P・SI3／4弓．Ger臨nd．H，B，

　　Die　Englische　Geric五tsverf縦ssung　（1910）　Bd．II．S．928。N。3。

　（註三）　本稿九二頁参照。

　〈註四）　serjeant　at1＆wの團髄が、其の職業團豊でありながら、同時に後進の養

　　成機關となり、且つInns　ofCourtと）・ふ名稻を有つに至つた過程に就ては、

　　種々、憶説せられて居る。想ふに、當時、第十二、三世紀の頃、・ンドンに

　　は、多撒の法學生が集合し、その爲めの學寮Innsが主として寺院内に設け

　　られしもの＞如くであるQ而してエドワードー一世がserje泓ntathwの稽號

　　を有する辮護士に封し、國王裁判所に於て辮諭するの特椹と、其の他・自治的

　　灌能を賦與すると共に、後進たる叩prentiti搬dlegemの指導、修習の任務を

　　之れに課したが爲め、ウエストミンスターの國王裁判所に附属して學寮Inn

　　を設け、此庭にて後進の指導．修習を行ふと同時に、職業團盤としての事務

　　をも執つたのであらう。斯くして職業團膿にして同時に後進の養成機關たる

　　團盤が111ns　ofCourtと云ふ名稻に於て成立したと考へられる。Odgers，ibid，

　　VoL　II．pP．813－815。盛谷氏、英國辮護士制度PP．3－6．滲・照。

　斯くして1丑ns　of　Cour七は、一面に於てserleant痴hwの

職業團膿として成立したのであるが、中世期を通じ、寧ろ法律

家の養成機關として登達を遂げたのであつた。即ちInns　of
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Courtは、法律實務家養成の濁占機關として、叩Prenti七ii記legem

（司法見習生）に修習を施し、其の修習を了へたる者に勤し法廷

に於て辮論することを許可するの特権（privilege・f‘‘callin9も〇

七hebar”）を有した。（註一）而して其の修習入員の増加と共に、漸

次、其の規模が贋大せられ、第十五世紀の末葉には、現在の如

きLinc・／nラsl・・n，Gray’slnn，hnerTemPle及び：Middle

Templeの四法學院が．夫れ夫れ修習施設を有つに至つた。（註二）

　（註一）　Jenks，H温ory，P・202・

　（註二）　Holdsworth，ib三d，VoL　II・PP・499－502・個1、恥ns　of　Courtの外に、

　　法學教育施設としてInns　of　Ch肌ceryが存したのであるが、：是れはInns　of

　　Courtより下級の教育施設とせられ、主として＆ttorneyが、之れに斯驕し

　　た（爾、a儲orneyはInnsofCourtにβ斤馬することも許さオした）o然るに第十

　　六世紀に至りattorneyがIms　of　Courtよ蟄除かれたるが爲め、此のInns

　　of　ChanceryはJttorneyの專屡施設となつたのであるが、後、衰滅して、現

　　1存蘭ざるに至つたo　Odgers，ibfd，VoL　IL　P。815，g　Holdsworth，ibid・VoL

　　II。P。505．

　而して中世紀に於ては、serle乱n七乱l」臨wと錨omeyとが職

能的に充分に分岐せらる㌧に至らざりしこと誌述せしが如く、

儒一）從つて此の爾者に封する法律数育の方法は大膿に於て同

一であり、我ttomeyも、亦、hns　of　Courbに所属し、且つ其

の依頼を受けし事件に付き、法廷に於て辮論する二とを許され

た。（註二）然るに第十五、六世紀に及むで、醐orneyが、前述の

如くserle繊七描撤vとは別異の螢達を途げ、全く異なれる職能

を有つに至れるが爲め、種々なる脛緯の下にInnsofCour七よ
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り除かる㌧に至つた。（註夏）爾來、Inns　of　Cour七は、b乱「rister

の職業團禮として、且つ其の養成機關として今日に及むで居る。

　（註一）　本稿九七頁参照Q

　（註二）H・ldsw・rth，ibid，V・LII・P．505。

　（註三）　Holdsworth7ibid，VoL　II．p，505．；VoL　IIL　p　654．3VQL　VL44L

　In聡of　Courtの最盛期は、第十六世紀前孚の頃であつたと

云ふ。（註一）即ち此の時代は、後述するが如くb島rr撤erの興隆

期であり、此の新興の長）a麺s七erの職業團艦であり、且つ其の養

成機關であるIn聡of　Cour七が、當時の肚會的要求に適慮する

存在として登達を途げたことは、素より當然であらう。然るに

此の頃を黄金時代として衰退期に入り、漸次に其の特構を剥奪

せられ、ク・ムウエルの共和政治時代（1649－1660）に至りて

愈々衰微し、第十七、八世紀の交には、其の敏育施設としての

機能をも失ふに至つた。（註二）然るに第十九世紀に入りてその再

建の機蓮に赴き、殊に一八五二年、四法學院の代表者に依り法

學致育施設を復活するに及むで、其の勢力を加へ、（註三）現在、

Linc・ln’slnn，lnnerTemple，M：iddleTemp！e，及びGr乱y’s・

Innの四法學院が、イギリスに於ける法律實務家を代表するb継一

ris七erの團膿として、法律實務生活の中心を爲して居ることは、

愛に言ふ迄もない。（註四）

　（註一）Iloldsworth，ibid，Vol　VL　P・481・此の時代には、相踵いて種々なる

　　特椹を賦與せられ、些か傍若無人の存在であつたもの》如く、第十六世紀ゆ

　　頃、國王が、此の機關を通ぜずしてb我rr鵡terを養成するの案を立てられた



第二章辮護士制度¢）沿革 工0■

　　こともあると云ふ。但し曲の案は、裁判斯側の反封にょり實現するに至らな

　　かつたo　VgL　Gerland。H・7＆・翫．O・S。928・N・1。

　（註二）　Holdsworth，ibid，VoL　VI。pp．481－499。

　（註三）Jenks，Hist・ry，P・203・

　（註四）　現在のInnsofCourtに關する：文獣としては敷あるも、B鍵ton＆ot五ers，

　　Story　of　ouでInlls　of　Court（1924）．Lo臨s，W・」。，TheIms　of　Court鵠nd

　　Chancery，1898．多Bell・t，H．H、L．，ThehPer跳ndMlddleTemple，1902．

　　璽谷氏、英國辮護士制度PP。9－23。穂積重威氏、英國法制研究PP。91－100・

　　英國裁判所構威論（司法贅料四六號）pp・111－116・

　　　　　　　　　　　　　V．

　以上述ぷるが如くにて、イギリスに於ては、辮護士制度の創始

より、既に法廷に於て辮論を爲すcounteur（代辮人）と法廷に於

ける當事者の代理を以て其の任務とする＆七torney（代訟入）との

癌別を存したのであるが、此の癌別は、中世紀を通じて支持、曇

展せしめられ、近世期に至りb乱rrister（歌師）（註一）及びsolici七〇r

（訟師）と夫れ夫れ構せらる㌧に及むで、完全なる職能的匠分を

生じ、其の間に上級、下級の關係をむ生するに至つた。而して

斯くなれる原因としては、素より此の國に特有なる種々なる事

情を墾げ得るであらうが、要之、その重なる原因としては、次

の三黙に蹄着するものと考へる。（註二）

　（註一）　barr楓erと云ふ語は古くより存し、昌叩prentitii　ad　b抽rras（辮護士見

　　習）から出たと云はれて居るが、第十六世紀の頃よ”、一般的に使用せらる＞

　　に至つたo

　（註二）此等原因を、フランスに於ける纏vocatとprocureurとの岐れたる原

　　因と比較するならば、其の問に著しき相似黙あることが観取せられる。但し
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　　此庭には其の詳説を省く（本稿八O頁以下参照）。

第一、　第十六世紀に至り、attorneyがInns　of　Cour七の

　メンバーから除かれたことは、既に述べた如くであるが、此

　の頃から1）arristerは、一種、貴族的の政策を執り、例之、從

　來、Inns・f　Cour七に於て一般の者と會見し、法律鑑定蛇に

　事件の依頼等に鷹1じたのであつたが、漸次、此の慣行を改め、

　依頼者との間にattorneyを立て、自らは直接、依頼者と交

　通せざること」爲し、自らを高きに侍した。（註一）　而してか

　かる高踏的態度をば、蕾に職業上のみに止まらす、イギリス

　の精華たるGentlem鋤shipの膿現として杜交上にも及ぽした

　が爲め、barr撤erの地位を著しく昂上せしめたのであるが、

　是れと同時に、solici七〇rの地位が裁判所の從厩機關であるこ

　とと、其の藪養程度が概してbarris七erの夫れに及ぱなかつた

　結果として、爾者間に上級、下級の闘係をも生するに至つた

　のである。（註二）

　（註一）　Holdsworth，ibid，VoL　VI。pp。439－440，444弓Jenks，Book，p．80・

　（註二）現在に於ては、法律上barr三sterとsolicitorとは、同一水準に置かれ

　　て居るが、杜會上の地位としては、若干、其の間に径庭あることを否み能は

　　ぬo

第二、　次にb泓rristerは、・ンドンに在るInl！s　of　Court

　を、其の唯一の職業團膿とし、之れに加入せることを以てbar－

　ris七erたるの絶封的資格要件となし、夫れ自身、集中主義を

　執ると同時に、solici七〇rに樹しては、之れをInns　of　Cour七
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　のメンバーより除く等、其の問の分離を策した。之れに1封し、

　solicitorは、各地方の裁判所に分厨し、各地にて團膿を組織

　し、b＆面s七erの如く集中的團膿を設くるに至らなかつた。斯

　くb我rrisもerが、團膿的集中：主義を執れることが．solici七〇rと

　職能上にも、又、祉會的にも分離するに至れる一原因と考へ

　られる。（誌一）

　（言垂一）　　Ger1瓢1d。H．】B．，　1）ie　Englische　Geric『btsver£＆ssung．Bd．II．（1910）。S．

　　891．

第臣．　以上は、假令、意識的ではなかつたとするも、b乱rr撤er

　の側のsolicitorを排して自ら高きに居らんとする作爲的行動

　に墓因するのであるが、禽、外部的にも、此の爾者を職能的に

　分岐せしむるに付き、重大なる原因が存した。帥ちその一は、

　，近世紀のイギリス法に於て特に顯著なる謹按法1aw　of　evi－

　deneeの登達であつて、夫れが爲め法廷に於ける謹篠の取扱

　に付き、特殊の技能と経験とを必要ならしめたることであり、

　その二は、イギリスにては陪審制度が廣範園に行はる』結果、

　法廷に於ける封陪審員の駈引乃至辮論の技術が特に必要とせ

　られたることである。斯くしてイギリスの訴訟法が、法廷に

　於ける辮論に付き．特殊なる技能と経験とを要求せしことが、

　barristerをして、職能的に全くsolicitorより分離せしむるに

　至りし決定的原因をなしたと考へられる。（註一）

　（註一）　Holdsworth，ibid，VoL　III。p．654．

　以上述ぶるが如き諸原因に基き、b乱rris七erは、職能上にも、
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肚會上にも、全くs・1icitorとは分離するに至り、barristerは、

所謂、r紳士中の紳士」として肚會的に高き地位を占め、政治的

にも有力なる勢力の源泉を爲すに至つた。（註一）　併しながら是

れと同時に訴訟手績上には、SOlici七〇rの夫れとは著しき差異を

生じたのであつて、帥ちb乱面s七erは、當事者と直接交通せす

sollcitoでを仲介とするが爲め、當事者の代理人はsolici七〇rであ

り、自らは寧ろ輔佐人たるの立場に立つこと㌧なつた。（註二）そ

の爲めbarr域erは、自己の報酬に付き何等拘束的の契約を爲す

ことを得す、且つ報酬の請求訴訟を提起し得ざるものとせられ

た。（註三）又、法廷に於ける其の辮論は、依頼者たる當事者を拘

束し得ないのであるが、其の反面には職務を誠實に執行する限

り、依頼者より怠慢、不熟練等の理由に依り出訴せられざるこ

と、其の他の特椛が與へられてある。（註四）

　（註一）樹、Inns　of　Courtは普通法の爲めに存した施設であつたことは、愛

　　に云ふ迄もなく、從つて普通法と衡李法との封立の激化が、solicitorをIms

　　of　Courtより排斥するの一因をなしたものと考へられる。

　（註二）　Ger1翫nd，a・翫・0・S・890・蜷谷氏、英國辮護士制度P・74・

　（註鼠）　Holdsworth，ibid・Vo1・VI・p・440弓Blacl｛stone，ib三d，Vo1・III・p・28・

　　盤谷氏、前掲PP。76－77．91－98．

　（註四）　：Blackstone，まbid，VoL　IIL　p・293Jellks，Book，P・79・盤谷氏前掲PP・

　　103－104。

　以上述ぶるが如くにて、barris撤が、高踏的態度を持して依

頼者との直接の接鯛を避け、且つ主として法廷に於ける辮論に

其の活働を集中すること㌧なれるが爲め、現在にては、別に



第二章辮護士制度の滑革 ■05

soli砒or（訟師）なる者が存し、當事者とb乱rrisもerとの問に介

在し、當事者の眞の代理入として、b乱rristerの職務に属する法

廷に於ける辮論を除くの外．其の他訴訟に關する一切の事務を

執って居る。

　此の80／icito勢（訟師）は、前述せる嶺omey（代訟入）の後

身とも看るべきものであるが、滋七〇meyi其の者の礎形ではない。

（諭一）元來．SOlicitoアは．各種の事業を計劃し、諸般の職務を庭

理する者の名稽であつたが、後、夫れが訴訟手績に干與すること

とな◎、第十六世紀の末葉には、大法官磨に提出せられし事件

が、其の補助判事室（ch窃mbers　o£愉e　msters　in　Cl1泓11cery）に

停滞せる場合、其の審理の促進を運動（S・licit）することを以て

專らの仕事となした。（註二）然るに第十七世紀の初頭には、更に

i進むで此のsollciもorが、訴訟手績上には、attomeyと同一地歩

を占むる職業として認めらる只二至り、其の後．前述の如きb冊

Tisterの高踏的政策に依今Inns　of　C‘）ur七より脱退せしめらる

るに及むで、此の爾者は、共にln蛉ofCh舩ceryに所属し、種

種なる経緯があつて、途に爾者合艦したのである。（誼罠）郎ち一

八七三年の1裁判所構成法（Judi餓ture　Aet）は、b趾risterを除く

一切の法律職業を一團として、之れに最高法院訟師（solici七〇rs

o£七heSupremeCourt）の名穗を附したのである。（註四）

　（註一）solicitorの澹革1（就ては、Holdsworth，ibid，Vo1。VI，PP，必8－457，3

　　Jenks，Book．P．85。
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　（註二）　要之、Solicitorは、第十六．七世紀に於ける衡手法：Equityの長足的

　　進歩に件ひ法律職業家として新たに擁頭せしものであつた。

　（註翼）　Iloldswort｝1，まbid，VoL　VI、p。457弓Jenks，：Book，p。85。

　（言圭四）　　Jenks，Book，P．85，

　斯くしてbarris七erに封立し、之れに厨せざる一切の訴訟事務

を庭理する機關としてsolicitorなるものが成立した。此のsoli－

ci七〇rは、依頼人と直接に接鯛し、事件を引受くるのであつて、

當事者の眞の代理人と看るべきものであるが、（註一）荷、他の一

面には、高等法院（Supreme　Court）1こ所屡する官吏たるの資格

を有つのである。（註二）伺、solicitorは、相集つてIn・corpor滋ed

：Law　Society（肚團法人法律協會）を組織する。（註翼）

　（註一）Gerland7徽・O。S・890・

　（註二）　印ちsolic三torは、其の所麗するSupreme　Courtの懲戒椹に服するσ

　（註鼠）此のIncorporated　hw　Societyは、第＋八世紀に潰滅したるInns　of

　　Ch乱nceryの再建と看ることが出來るのであつて・そのsoliciもorとの關係は、

　　大盤に於てInns　of　Courtのbarr観erに野する關係に匹敵せしめ得る。

　　Jenks，B・・k。P．85／6・
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　前章に於ては、辮護士制度が、過去、如何なる登展の過程を

執つたかを概説したるが、績いて本章にては、現今の各國辮護

士制度を叙説する。併しながら現行の制度に就ては、云ふまで

もなく資料が極めて豊富であり、寧ろ過多とも構すべきである

が故に、此等資料を整理して、各國の辮護士制度を通観するこ

とは、他日の機會に譲り、本稿には、唯、其の文献を墨げ、併

せて概読するの程度に止むる。

　而して各國の辮護士制度の夫れ夫れに關する交献、主に特殊

問題に關する資料は、軌れも其の場所に就て塁ぐること㌧なし、

愛に各國の辮護士制度を通観せる文献のみを墨ぐる。但し其の

種類極めて乏しい。

1）Magnus，J．，IDieRechtsanwaltsGhaft，1929・

　　本書は、1．ヨーロツパ、H。アフリカ、皿Lアメリカ、IV・アジア．V・オース

　　トラリア　に分ち、殆んど世界各國の辮護士制度が、夫れ夫れ主として其の

　　國の法律家の手に依り簡明に叙蓮せられてあり、我が國の辮護士制度は、升本

　　重夫氏が執筆せられて居る（S・425一一439）o伺、巷宋、「辮護士史一の部には、

　　本稿に屡：々引用せられし、Wengerのドローマ法に於ける辮護士制度」拉に

　　S面werinの「ゲルマン法に於ける辮護士制度」が載せられてある。
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2）　Appletol／，江，Trait6de1泓Pro£ession　dフavocat，1928，Parisンpp．77

－122．

　　本書中、legislat圭ons6trangδresの題下にて、イギリス、ドイッ其の他約＋

　　七ケ國に付き、辮護士制度を簡明に紹介して居る0

3）諸外國に於ける辮護士制度概槻（司法資料、大正十五年、第九五號）

　　本書は、前掲マグヌス著書奮版の部分的抄課であり、ドイツ、オーストリ

　　ァ、イギリス、フランス、イタリー等を初めとし、総計二十三ケ國の辮護士

　　制度が概説せられてある0

4）　小齋甚治郎氏「各國の辮護士制度大観」（法律新報、昭和九年二月第

　三五二乃至三五四號）

　　本稿は、それより先、帝國辮護士會護行機關誌「正義」昭和八年（第九巻）

　　十一・月・十二月號拉に昭和九年（第一〇巻）一月・二月號に連載せられしも

　　のと同一であP、大盤、前禍3）に依れるものである。

5）升本重夫氏、世界各國の辮護士制度　（法律新聞三一四九、三一五〇

　號）

6）　　］匪611er，H．A。，Europas　A（1vokatell　Halxibuch，1913．

　　本書は、辮護士の國際年鑑とも云ふべきものにして、コペンハーゲンの辮

　　護士であるMδ11er氏を主脳として編纂せられしものであP、濁、英、佛の

　　三ケ國語を以て記述せられてあるo

第一節ドィツ
1

　ドィツの司法制度は、ナチス治下に於て著しい鍵革を蒙り、辮

護士制度も、亦、其の例に洩れないのであるが、基本の法律と
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しては、依然として．一八七八年の緋護士法璽ec玉1ts翻W誠Soyd一

搬撒9，vom■轟瓦1878である。（謙一）而してナチスは恥一九三

四年一月三十騒の「新國家建設法」Re圭c加geseも呂飾e罫de王！Ne岱

⑳u衛躍α舗Rei磁s，vom30。」鍛u証玉934。に依りも其の政綱た

る中央集灌の目的を蓬成し．各邦L油（1erの主権を國Rei硫に

移談せしめた¢）であろが、（同第二f集）も1更に之れに憩き司法オ糎

を完全に闘Rei磁に集中せしむるの趣旨を以て．辮護士法の規

定を改正し．（註農）叉．新たに統一せる「司法官養成規則」轟stiz一

瓢s婆撮du盈gsordn聡蓼を欄定した。（誰翼）（誰脚

　（離一・）　銘のドイツ辮護二lf法の註繹としては㌔F鋪ed議nder，M．，Kommen撫r猛ur

　　駐edlt3＆nWaiもsordnung，1920・が有名であるQてll｝、本法の邦課は、「獅逸辮護士

　　法制」（司法賛料大正十一年第＋三號）．及び司法省理事局褒刊、「辮護士法改

　　E法律案参考費料」に掲載せられてある。

　（餓嵩）　ナチス政灌下に於ける辮護士法の改正としては．先づ一九三三年七月

　　二＋日の法律Reichsge艦z　zur∠駕enderung　e浦ger　Vorg曲ri£ten　der　Reeぬts一

　　鋤轍ltドordnung，derZivilpr・zess・r伽ungunddegA蜘e醜erichtドgesetzeド，

　　VOm，20Juli，1933（RGBI．1。522・）第一條に依り、辮護＋の認可に關する癖

　　護士法第五條も第六僚rこ、拒絶原因たる新たなる事項を誼；加し、」猛つ同十四條

　　乱，二十一條aを加へたのであるがも一九三四年二月十六臼の「司法ヲ國

　　二移譲スルコトニ開スル第一次法律」：Ersもes　Gese縮zur　Ueberle董tung　der

　　驚c撫p建eg雛uf面sReicL，v・m16．Febmd934（RGβLL91）第三條は、

　　司法椎を各邦Li～nderより國Reichに集中すの目的を以て．鐸護士法第三條

　　を修正し、第四條を慶止した　（本法の言睾文は、法曹倉雑誌一三雀四號に掲載

　　せられてある）。而して同年＋二月二＋日の法律Gese宅z　zur　Aenderung　der

　　Rec血ts魏w我1勧rdnung，マ・m20・Dezember1934・（BGBIJ・1258）に困り、辮

　　護士認可の拒絶に關する第五條、第六條に、更に新拒縄原因事項を疸加した・
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　　此等に就ては後述するo

　（謹三）　此の司法官養成規則は、一九三四年七月廿二日に司法省令として公布

　　せられ、Justizausbildungs・rdnungdes：RJM，，v・1n£2Juli，1934（R（モBLI．

　　727・）後、試験の方法に關する規定に付き、数同に亙る修正が爲きれた。凡べ

　　て判事、検事拉に辮護士たらむとする者は、本規則に依る考試拉に修習を受

　　くることを必要となし、斯くてドイッ國内全般に亙り司法官養成の規定が統

　　一・せられたのであるo　VgL、Vagller，M．，」『11sti肱usbildul／gsordnミmg　des　neuen

　　Relchs，1934。侮此の規則の課交は、法曹倉雑誌一三巻昭和十年四號に掲載せ

　　られてある○侮、1本規則制定以前のドイツに於ける菖司法官養威制度に就て

　　1よ、　～Veber，　K．，　Die　Entw量cklung　des　juriだもischel1　］Pr極fungs－　ulld　Aus－

　　bildungsweqells　in　Preussen，（Zeitsch．£deut　ZPO．Bd』LIX。Heft．5）。齋

　　藤常三郎博士、狽逸ザクセン州の第一同司法官試補登用試瞼（一九二二年正

　　月）の實況（破産法及和議法研究第二巷附録）。同博士・司法官及び爵護士の

　　養成（同上第三雀附録）拉に齋藤秀夫氏、ナチスの民訴槻（法學四巻昭和＋年四

　　號PP，97－101）プ・シアに於ける司法官教育關係法令彙纂（司法資料一八

　　五號）。

　（註四）　ナチス治下に於けるドイツ辮護士『制度に關しては、次の如きi文獣があ

　　るo　Fiedle馬E。，〕DerRec五tga，nwalt三ml）rittel1Reic五，1933．3Neubert、R，7

　　～Vesen　und：Bedelltung　der　Anwa，1tscha實im　Dr猛ten　Reich　（Zeitgcllrif㌃der

　　Akademie£｛1r　Deutsches：RecLも。2．Ja五rg．1935．HefL2．）轟井秀夫氏「ナ

　　チスと辮護士」（民商法難誌二巻四號）（本稿は、前掲、Neuber右の論丈の抄

　　言畢に依る糸召介である）o

　術、特に辮護士のみに關した問題ではないのであるが、非ア

リアン人種、就中ユデア入排斥はナチス政綱の一であつて、爲

めに辮護士に關しても、一九三三年四月七日の法律蛇に同七月

二十日の其の施行令に依り、共の排斥が規定せられた。（譲一〉帥

ち此等法令に依う、世界大職滲加者虹に老齢の辮護士に翼し相
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當の考慮は彿はれては居るが．非アリアン人に封する辮護士た

ることの認可の拒絶拉に現に辮護士たる非アリアン人の期限を

附しての退職を規定した。（註調術、共産窯員も、亦．同時に辮

護士の業務より絡べて之れを放逐した（警摯百窪養暴隻疑）。

　（註一）ReiChsge戯zhberdie罰ul農sSUngderReel・tSanW我ltScL我ft，V・m7・April，

　　1933（RGBi．1、178），Ver・rdnungdesRKzurDurchf漉rτmgderGesetze

　　Uber　die　Zul駁ssung　zur　i葛edlts臨nwa1も9ch窃fむund　zur　P我もent撚1w証t躍chafも，voln20

　　Juli1933（RGβLI．528）．杉村章三郎氏タト三氏共著もナチスの法律（昭1和九

　　年）、　PP・21－22・

　（註二）其の結果として、プ・シアの裁判断に出入を許されたるユデァ系辮護

　　士の藪は、三、三七八名より二、〇六六名に減少したと云ふ（法曹會難誌十二

　　巷昭和九年七號五〇頁参照）o

1互。

　ドイツに於ては、辮護士貧ec批saRw泓1七たるの資格はも判事

の夫れと同一一である（繧聲羨）。部ち。前掲r司法官養成規則」は。

孕畦瞼ξ事又は発肇護士ナこらむとする者に封する共多遷1せる考試虹にイ彦

習の規則であつて．（註一）之れに依れば、、三ケ年以上五ケ年以下

正規の大學にて法律學を學びたることを要件として（撰三）。第一

次司法國家試験：Erste　luritisc始Sta乱tSpr置u丑gを受けしめ（蓋3

茎縢謹獲箸同）。此の試・瞼に合格したる者Rechtskuud嬉eの中よ今

其の願出に依b適當の者を修習勤務Vorbereitungsdienstに探用

する（竪揉）。而して其の修習勤務の期問を三ケ年とし・其の修習

の揚所は素より主として裁判所であるが、荷、辮護士の下にて
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も五ケ月以上修習すべきものとせられる幌湊）。此の修習勤務を

畢りたる者に封し．第二次の大國家試験Die　grosse　St乳乱tspr丘一

fu醤を課し．其の全人格～即ち專門的拉に一般的の知識、事

務の庭理に就ての實際的技能、品性其の他個．尺的特質一が、

r司法官たるの資格」1蹴higkeitzUm：Richtersam七に相感するや

否やを確定する（賑）．（調

　（註一）　ドイッに於ては、辮護士志望者の考試、修習が、判検事の夫れと同一

　　であり、將來、判槍事たらむとする者も、侮．一度は辮護士事務所にて修習

　　することを必要と爲して居るQ此の黙、爾者の修習過程を全く分離．せるオ師

　　スi・リーの夫れと著しき相違を示し、イギリスのInnsofCourtに於ける共

　　通的修習に著しき近似性を嚢見するQ在朝、在野の法曹の提携を密ならしめ、

　　併せて法曹夫れ自身の戯愈的地位を昂上せしむる方法として、我國に於ても、

　　將來、試補修習制度の改正に際し、考慮せらる＞必要があるQ

　（誌轟）　此の大試、瞼に於ては、膏に專門的知識のみに止まらず、晶性其の他の

　　個人的特質をも考査する黙に、其の特異性が見出される。

　而して此の大國家試験に合格したる者は、判事たるの資格を

有し、又、國Reichの現行法規に從ひ、各州に於て辮護士とし

て認可せられ得る。帥ちナチス政権下に於ては、判事たる資格

ある者は、各州に於て當然、辮護士として認可せらる㌧ことを

原則とし、所謂、自由辮護士主義が、國Reichの全般に亙り原

則的に行はれる。（註一）併しながら他方に於て認可拒絶に關する

辮護士法第五條の規定を改正し、認定事項を檜加したるが爲め、

事實上には、全國的に一種の免許主義が行はるることとなつた。

而して新たに認可拒絶の原因とせられたる事項中には、注目
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に値するものがある。例之、定年に達し退職したる官公吏に封

しては當然認可を拒縄すべくや又、満五十五年を越えたる者に

封しては．其の認可を拒絶し得るものとなせるが如き帥ち夫れ

である。（詰誕）

（註一）前掲．一九三四年二月十六日の「司法ヲ國二移譲スルコトニ開スル第

一…欠法律」第三條一項に「判事タルノi資格ヲ得タル；者二封シテハ、國ノ現行

法規二從ヒ各州二於テ1辮護士ヲ認可スルコトヲ要ス」と規定し、斯謂勘自感

i辮護士主義Die聾e19＆be　der　Rec五ts翫nw我ltschafもをば國盆e量嶺の全般に亙

　墾探用ナる旨を明かにしたo帥ち夫れ迄は。大國家試験が各州に於て各別に

行はれしが爲め・辮護士法第四條の規定に依り自由辮護士主義も、自ら其の

試験に及第せる州にのみ限定せ・られたのであつたが、ナチス政擢下に於て前

述の如く司法椹を國IReichに集中し。統一せる司法官養成規則を捌定せし結

果として。自由辮護士主義を全國に亙聾擾大せむとし。前掲第一次法律第三

條第一項の規定を以て、從來、冤許主義を執れる辮護士法第二條の規定に代

らしめ・同時に同第四條の規定を康止したのである（前掲第三傍二項）・

（註二）　辮護士法第五條は、辮護士認可の絶封的拒絶原因を規完し、叉、同第

六條は裁定約拒絶原因を規定するのであるが・爾條と転前掲、一九三三年

七月二十日の法律拉に一九三四年十二月二十日の法律に依り．　（本稿一〇九

頁註二参照）其の拒絶原因たる事項を櫓加ぜられた。

　帥ち辮護士法第五條の規定する、辮護士たることの認可の絶封的拒絶原因

の第七號として、前掲一九三三年七月二＋日の法律は、F申立人ガ、國、地方自

治盤、公共團盤其ノ他ノ公法團騰ノ官公吏トシテ定年二達シ、退職シタル者」

を加へ、更に前掲一九三四年十二月二十日の法律は．同條第四號乃至第六貌

に代へ、騎たに第四號乃至第七號の廣範園に亙る認可の絶封的拒縄原因を規

定し・前掲第七號を第八號に繰下げた。その新たに規定せられたる事項は、要

之、申立人の從來の行歌に徴し、信頼し得べき職務の執行を期待し得ざるか、

若くは其の経濟事情が、依頼者の利盆を傷くる虞れあるが如き場合であつC・
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　（誰一）　ドイツに於ても．過去には辮護士の職務が、A（lvok島tと1）rokuratoで

　　とに分たれしこと前述の如くである（本稿五九頁以下）。然るに濁逸普通法に

　　於て民事訴訟に付き書而審理の行はる》に至りし結果、法廷外、拉に法廷内

　　嬬護士の匪別を存する要なきに至Pたるを重なる原因として、辮護士の種類

　　の軍一化せられしことも、亦、説蓮せし虎である（本稿六四頁参照）。

　以、と大審院辮護士を除き、一般の辮護士は．控訴院以下の各

裁判所に於て民事飛事に付き共の職務を行ふのであるが（奨蕉）、

民事に關むては一種の地域制が行はれ、合議裁判所の手綾に關

しては．辮護士は、其の所厨の裁判所に於てのみ．當事者を代

理し得るものとせられる（野轟肇蕨）．（謝嵐プ・シァ、ザク

セン其の他．北ドイッ諸州にては、辮護士の一部が公詮人No揺r

の職務を兼露る。（誰嵩）

　（議一）　昆事訴訟に就ては、匪裁判所手績を除き、繋護士直接張制主義を執る

　　と共に．受訴裁判斯所馬の辮護士に限P、訴訟代理人たることを許す一種の

　　匠域制1・ok乱1isierungが行はれる（民訴七八條一項）○　郎ち辮護士法第二七

　　條は、上．記民訴七八．條の規定を講足するに止まるのであつて　（VgL　Fried一

　　夏hlder・説・臨αzu§27・L（S・95））・從つて之れに該當せざる場合には、其の職

　　務執行に關し、何等地域的制限を蒙らぬ（辮二六條）o

　（謎二）　斯くi辮護士に公誰入の職務を蕪ねしむることは、フリードリヒ大王の

　　司法制度改革に際し、從來のAdvokatを慶止し、Ass1ste賜rlt癒e（司法補助員）

　　を以て代へたるが爲め、失業せるAdvokatに公謹事務を執らしめたるに其の

　　端を嚢する・此の経緯は、臨に蓮べたるが如ぐである（本稿七一頁参照）。

　辮護士のi藪は、　ドイヅに於ても最近ロ著しく増茄し、・一九三三

年一月一日現在にて、一九、二七六名であると云ふ。（註一）之れを

一九〇五年一月一日の現在藪、七．八六三名に比すれば、二倍雫
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に相當するのであつて、か』る辮護士歎の急激なる檜加は、必然

的に其の素質蛇に肚會的地位の低下を齎らさ望るを得露。（註嵩）

か㌧る弊害は、既に一般に認められ、員藪の制限nUmerUsclaUSUS

其の他の方法が考究せられつ』あるのであるが．上記．ナチス

の辮護士法改正も、亦、辮護士界の浮化が、i其の主要なる目的

である。（盤罠）

　（誌一）St乱tist1schesJ＆1・rbuch無d批sde趣cheReich，1933・S、530・（此の統

　　計は、法曹倉瓢誌十三巻九號に鐸載せらる）o侮、激字に示されたる辮護士中

　　には、帝國裁判所所属辮護士二四名、粒にバイエルン最高法院所属繋護士三

　　名が除かれ・てあるo

　（誰童嵩）　一八一ヒノ匁鯉三ドイツ辮護：ヒ法施そ了以冴《の多諄譲iヨ∫ナ曾力II数は、Neubert氏荷奪

　　掲諭文中に表として示されてある（此の表も、亦、民商法雑誌二巻四號に掲

　　載の鞄井氏前揚紹介丈中に課載せらる）」

　（識置）Neubert，撒．0・

工v。

　最後に辮護士の報酬に關しては、ドィツには一八七九年の辮

護士手歎料法IDie　Ge撮hrenordnuDg　f伽Rech七sanwえ批eカダある。

（註一）辮護士の職務の重なるものは民事事件の庭理であり、而し

て民事訴訟に關しては、’匿裁判所手績を除き、所謂、辮護士直

接張制主義が探らる』を以て、國家が辮護士の手藪料を公定す

ることは、素より當然であらねばなら露。（註二）併しながら事イ牛

に難易があり、又、辮護士の職務途行には、著しく／尺的色彩が

濃厚であるが故に、特に訴訟救助の爲め附添を命ぜられたるが
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如き場合を除きも其の報酬に關し、依頼入との問に特殊の契約を

爲すことが認められる（溌聾志±罫登叢）。但し其の額が不當と認め

られたるときは、辮護士會々長の意見を徴し、訴訟手績に依1ン

減額せられ得る（騰）．

　（謹一）　本法に開する註程書としては画Frled1三tnder，Diedentsche　Geb琶血ren－

　　ordnung飯Recht蜘w臨evom7．Ju1U87SinδerF3SSUngvo瓢2αM翫i

　　189S・6・Au遭・1921がある。薙r．本法の邦謬は、「濁逸ノ辮護士法制」（司法

　　資料十三雛）及び「辮護士法改圧法律案滲考資料」（司法省鋼事局畿行〉に掲

　　載ぜられてある○

　（註謡）手敷料の算定方法としては、ドイッ辮護士手数料法は、訴訟物の領格

　　に依るの方法を執駅同法九條）．且つ訴訟費用の算定の爲めにする債格の決

　　定は、辮護士手敷群｝の言卜算に薄…用す’るものとする（同法一トー《際）o

v、

　既に掲記せる文献を除き．　ドイッ辮護士制度に關し見當蔭た

る著作、論文を掲げて見る0

1）著　書
　　Gne三st，R．，FreieAα▽oca加r，1911，9鼠u即flM．，Anw窃ltmαAn刷ts右瓢d

　1926．3Kneer，A．，DiedeutscheRech伽nwaltscha負，1916・ぢS・ld翫n，H・3

　Pie　Treu1娘且d　deutscぬer　Rechts＆nw温te職nd　Notare，1911弓Finger，R。，Die

　Sendung　des　Rec猛sanw81ts．1930弓　F圭且ger，：R．多Die　Kunst　des　Rec五tg鴫

　鋤w＆1ts，1926．多Me1sner，Ch、，Anwaltsbr抽r，1929弓Lev童n，L・，：Die

　recLtlic五e　und　wi櫓面出幾1iGi・e　Bedeutung　des　Anw窃1伽w伽gs，19エ6・多

　：BenedikちE7：Die　Advok乱tur　ullserer　Zeit。1912弓Kraft，」，，Die　H：afむp鐙clht

　dαRichter，：Rechtsanw蕊1te　md　Notare，1911弓Wieruszowski，A．，Goethe

　班s　Recht訟nwalt，1909。3Kisclh，～V．，Ulsere（葺erichte，1908。S。90－107　（本
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と同一内容）。「諸外國に於ける辮護士制度概観」（司法資料第九五號）pp・1－33。

齋藤常三郎博士、「司法官及辮護士の養成」（破産法及和議法研究第三巻）（本

稿は、ドイッ奮司法官養成規則の解説である）。花岡博士、「濁逸に於ける辮護

士の養成」（法曹會雑誌七巻昭和四年三號）o末川博士、「濁逸二於ケル辮護士

ノ私法上ノ責任二就テ」（法叢一巻一號）（本稿は、前掲H呈rsch，L，Zur　Haf～・

pHicht　des　Rec｝1t3＆nw鼠1もsの抄諜紹介である）。升本：重夫氏、「濁逸辮護士の牧入

に就て」（法曹公論三五巻昭和六年五號）o

　　　　　　　　第二節　オーストリー

　　　　　　　　　　　　　　1。

　オーストリーの辮護士制度は、第十二世紀若くは第十三世の

頃まで遡り得るのであるが、史料に乏しい。（離一）此の國の最初

の辮護士法としては．一六三六年の辮護士法であつて、是れは

ウィーンの州知事裁判所h麟marscllaUische　Ge「ic玉1t　im　Wien

に付き定められしものであつた。（註二）此の當時は．國内各地方

に依う訴訟手綾法規を異にしたのであつて、辮護士法も、亦、地

方に依り遜かたるを免れなかつた。か』る不統一は。マリア・テ

レジア（1740－1780）の當時にも、術、存したのであつた。（註罠）

　（誌一）　之れに鰯れたる丈献としては、KUbl，E，GeschGhte　derδsterreichis－

　　chen　Advokatur，19磐5。S．20f箪

　（髄瓢）mbl，a、我。O．S。52。

　（謹翼）皿agnus，DieRec五融nwaltsc五誰，S．164，

　オーストリーに於て、統一せる辮護士制度の行はれたのは、ヨ
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ゼフニ世（1765一茸90）の治世下に於ける中央集権の實現以來

のことである。帥ち同帝の公布せし一七八一年の普通裁判所法

Die　Allgemelne　Gerichもsordnung，vOm1・M函，1781には砺第三

八章「辮護士に就て」von　demAdvok泓tenの題下に、辮護士に關

する各種の規定が設けられた。（誌一）之れに引績き一八〇二年四

月十二日の宮延命令H・fdek賊は、辮護士制度に一大攣革を齎

らした。郎ち此の時に至る迄、オーストリーにては自由辮護士：

主義が行はれたのであるが、此の宮廷命令に依り暫定的に辮護

士試験を休止し、禽、之れに引績く諸命令に依り、辮護士の認可

には、三ケ年に亙る修習と皇帝の特許を要するものとせられ、斯

くて辮護士定員制が施かる』に至つたのである。（詰二）

　（註一）VgLFuger－Wessely，Gerichも1油esVer鋤reninStreits紬ennac互

　　derδsterr。allgem．Gerichts－u，K・nkurs・rdnungマom1，Ma量，1781．Bd・II・

　　S．108ff．

　（註二）　既にマリァ・テレジァの嘗時、辮護士虹に代訟人の敷増畑の爲め、訴訟

　　事件櫓加せりとの調査報告が爲されたることがあり、其の報告書中には、一

　　六五二年に、宮廷命令を以て宮廷裁判所々属辮護士拉に代訟人の数を制限せ

　　しことある旨の記載がある（Br量x、，A．，Org凱ni繊tionderAdvoc醜ur，1869・S・

　　47・）而して其の後種々の経緯があつて、一七八一年の普麺裁判斯法は、自由

　　i辮護士主義を採用し、其の趣旨に依る規定が設けられた（同411條以下）。然

　　るに爾來、辮護士の敷が必要以上に檜加したるが爲め、人員制限の手段が執

　　らる〉に至つたのであるO　Vgl』Brix，段．我．0．S．47弓Magnus，窃・窃・O・S・167・

　此の定員制は、一八四八年迄支持せられたのであるが、當時

のオース1・り一に於ける革命的風潮は、辮護士制度に就ても、か

かる官僚主義を容れす、自由辮護士主義と辮護士地位の濁立と
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が叫ぱる㌦に至つた。斯くて種々なる迂鈴曲折を経て．一八六

八年に至り自由辮護士主義と辮護士自治の原則の上に立てる現

行辮護士法が欄定せられたのである。（詫一）

　（詑一）臨9躍，照．0。S・i68弓K醐，鍛・○・S・106亀Br至x，徽・0・＄・50猛

　　　　　　　　　　　　豆．

　オーストリーの辮護士翻度に闘する主要の法規は．前述せる

一八六八年七月六日の辮護士法（註一）並にそれに附随する一八

七二年四月一9の辮護士拉に辮護士試補懲戒法規（霊嵩）である

が．既の爾法律とも．一九〇六年に一部改正せられ．更に一九一

九年には．置界大戦後の國情の鍵更に因り著しき改正が加へら

れた。欝．此の改正に際し．從來、辮護士法を初めとし．關係條

交に辮護士の名稻是してAdvok謡とあつたのを魁凡べてRec批s一

紐w幽　と改め．從つて辮護士法夫れ自身も、爾來Re曲t瞼n－

w藏so戴nupgと改繕せられたo

　（誼一）　Rec五tsanwaltsordnung7vom　67Juliヲ1868・戯：の法律はbン初め　Ad－

　　vok謡enordnungと稻せられたのを、本文に蓮ぶるが如く一九一九年二月六

　　日の法律に依軌前記の如く改められたのである。本法蛇に懲戒法規に關す

　　る註繹書としては、Lo矧ng，IE．，Osもerre1c雄gc五es　Anw批1搬echt。1925。

　（註二）Di吻linarst蜘tf肋Re磁s臨n刷te　Und　Re曲anW＆1鵬nW蕊rter7

　　Gesetz　vom1、April，1872，本法も亦、一九一九年二月六日の法律に依砂、表

　　題拉に條文中のAd▽ok舗をRec血漁工1wa王右に、叉Ad▽oka加rkandidatenを

　　：Rechtsanw撮も鰍nw激船rに改められ’たo

　オーストヲーにては．大學法律科出身者が公職に就くが爲め

には、四ケ年（八學期Semester）問に分割受験の可能である、三



■22 辮護士制度の研究

同に亙る學術國家試験theoretisclle　S七aatspr亘fungenの通過を

其の資格要件とする。（駐一）而して辮護士たらむとする者は、

在學中大學にて施行する三同の學士試，験Rigorose丑に及第し、

Doktora七deで：Rechteの學位を獲たることをも必要とし、（註二）

即ち學士試験虹に學術國家試験各三同、合計六同の試験に登第

したる者が、初めて辮護士試補Rec五tsan、職1幅nw翫yterに採

用せられる。而して辮護士試補に探用せられたる者は、七ケ年

に亙る事務修習を必要とせられる。但し修習開始後四ケ年を経

過するときは、擦訴院Oberlandesgerichtにて施行する辮護士

試験Rechts乱nwaltspr“fungに慮試し得るものとし、此の試験を

通過するときは、爾後の修習期問は、辮護士と共同してのみ事

件を推任することを許される。即ち狗立して合議裁判所の事件

を搬任することは、七ケ年の修習期問を終了したる後である。

　（霊主一）　學術國易く試瞼　theoretisclle　Staatspr潰fungen　をま、　沼ξ制史、　司法立立に國

　　法學rec五tsh油orische，judizielleund晦atswissensch娘lic血eの三部に分たれ、

　　四ケ年問の在學中に分割、受瞼することが出來るQ而して試験委員には、大

　　學教授、i辮護士、官吏が任命せられ’る。

　　　序ながらオーストリーにては、公職に就くには、所定期問の大學課程を履

　　修したる上、此の學術國家試験に及第したることを以て其の資絡要件と爲し。

　　學士試験Rlgorosel1に通過してDoktorの構號を有することを必須とぜぬo

　　例之、判事たるが爲めには、先づ學術國家試験に通過し、三ケ年の試補修脅

　　期問を経て判事試験：Richもemmtsp通fungを受くるものとするO　VgLGericLts－

　　organおatiOnsgesetz　§4．

　　　オーストリーに於ける法律學拉に國法學の學修課程に關する法規は・次の
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　　書に蒐められてあるo　Beek－Kelle，1）三e6sterre圭cllischen　Uni▽ersi斌tsges飢zeン

　　、V三en71906．S．805飢

　（註二）　此の學士試験Rigorosenは、各大學にて行ふ○而して法學部にて行ふ

　　學士試験の内容は。學術國家試験の夫れと大艦同一にて、同じく三部に分た

　　れ、在學軋分割して受験せしむる。其の詳細の規程に就ては．Beck－Ke1抵

　　我．｛L．O．S．8G5H「。

　以上述ぶるが如く、オーストトーにては．辮護士たるの資格

要件は．地に比類なき程に過酷であり、判事の試補修習期間が

三ケ年なるに封し七ケ年の長きに亙む、而かも一般公職に就く

者に要求せられざる學士試験の登第をも．其の要件の一に加ふ

る。（謹一）斯くの如く軍り辮護士に就てのみ邉重の資格要件を附

するに就ては、種々なる理由も附せられて居るのであるが、（誼謁

要之、辮護士の人員制限鱗鵬r薦c1訓s薦の爲めに爲されたる

ものに外なら露。（註罵）

　（誰一・）　去オしば判事たるが爲めには・辮護士試験に登第したることを以て、鋼

　　事試瞼の癒試に代ふることを許されるo　VgL　GerichtsorganiF面Onsgeseもz§4・

　　帥ちオーストリーにては、辮護士は判事たるの資絡を有するも、興事は、直

　　ちに辮護士となる資絡が與へられて居らぬ○袋に星、木丈に蓮、惹ミる繋護士の爲

　　めの入員制限numerus　el＆鵬usカご考へられて居る。

　（駐島〉例之梅辮護士の職務とする虎は、単に法廷に於ける事件庭理のみに止

　　まらず、法廷外に於ける法律事務の携任慮理（例之、財産管理、法律顧問）に

　　其の活動範園を見串すものなれば。法廷に於ける任務、殊に嘗事者の主張を

　　待ち其の眞爲、當否を判断すると云ふが如き消趣的任務のみを專らとする剣

　　事に比しも長年月の修習を必要とすと云ふが如き類であるo

　（註麗）　邸ちオーストリーにては、前述の如く、自由辮護士主義DieFreigabe

　　der：ReCI・tSan職ltSCl1誼か、或は其の入員制限nUmerUS　ClaUSUSかは、一七
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　　八一年の普麺裁判所法以來、否、夫れ以前より論畢せられ來つたのであつて、

　　現行辮護士法制定に際して航同じく議論の焦黙とな恥途に自由主義に立

　　脚せる現行辮護士法としては、自由辮護士主義を探用せざるを得なかつたの

　　であるが、他面、特に辮護士に就てのみ其の賓格要件を嚴重となし、判事よ

　　蟄の韓職の途を止め、以て事實上の定員制限を齎らすことに依り、既得権階

　　級たる癖護士界：方面の反輩」を緩ラ和したのであるo

　オーストリーに於ては、辮護士に付き何等の種類若くは階級

を設けす、從つて凡べて辮護士に属する法律事務は、一入にて

庭理することが出來る。（註一）又．婦入辮護士は、嘗ては許され

なかつたのであるが、一九二〇年の法律改正に依り、婦人に嬰

し辮護士たるの途が典へられ、現に何名かが此の職に從事して

居る。（讃1二）

　（識一）M設9nus7＆・a・0・S。！70・

　（註嵩）：L・hβ三ng，鍛・O・S．62弓M乱gnus，a・馳・0・S。170・

　　　　　　　　　　　　亙豆．

　辮護士の報酬に關しては、一九二四年以來、手藪料規則が改

正せられ．（羅一）事件の種類、訴訟物の憤格に依る手籔料の公定

が行はる㌧に至つた。（註二）但し辮護士は、公定の表に依らすし

て當事者と其の報酬を協定し得ると同時に、裁判所は、當事者

より支梯3、べき金額が、必要にして、且つ合目的なbやを審査す

る権限がある。（註三）民事事件に關する辮護士の報酬は、夫れが

費用法に定めらる㌧範園のものなる限り、訴訟費用額中に算入

せられる（鷺畏一）。

　（駐一）　辮護士の手敷料に關しては、從來の手敷料法に代り、一九二三年四月
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四日の法律（｝esetz　vom4，April，1923が施行せられ、此の法律の委任に依

夢、一九二四年四月九日の命令を以て、新辮護士手敷料規則が公布せられた・

Vgl．Lo五sing，a，紘0．S。267。

（誰嵩）M段gnus，a・翫O・S・171・

（離罠）　上記、一九二三年四月四日の法律第二條二項。

　　　　　　　　　　　　IV．

　辮護士の懲戒に關しては、（註一）辮護士法と引離して、別に辮

護士拉に辮護士試補懲戒法規がある。（註二）此の懲戒法規は、現

石辮護士法が、辮護士自治の原則に立てるが爲め、同じく其の

精神に墓き規定して居る。即ち懲戒委員會DiSziplimrr就は、各

辮護士會に設け、會員辮護士中より選出したる委員を以て構成

し、辮護士會槍事1）erA：awaltderKa玉nmerの訴追に依り．懲戒

裁判手綾を開始する。此の辮護士瞼事は、i辮護士會々員中より

選出せらる』ものにして、帥ちオーストリーにては、懲戒事件に

就ては、其の起訴拉に裁判に付き自治を認むるのである。（註三）

此の懲戒委員會の裁判に封し不服なるときは．大審院に上訴し

鴛る。而して大審院には．懲戒事件の．L訴を審理、判決するが

爲め懲戒事件部Disziplinarsena七を置く。此の部は五名の判事

を以て構成するものとし、裁判長拉に陪席制事二名は大審院判

事とし、陪席剃事中二名は、i辮護士中より選任する辮護士牛り事

A．nw⑳1trichterとする。（註四）

　（註一）　オーストリーの辮護士懲戒制度は、辮護士の自治の原則に立脚し、我

　　國の夫れの如き官僚的懲戒裁判制度と好個の封照を爲す。因つて我が辮護士
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懲戒裁判制度改善の機蓮を醸成する一助にもと思ひ、嘗つてオーストリーの

制度を紹介したことがあるQ詳細は、夫れに就て看られたい。摘稿「填太利

に於ける辮護士懲戒裁判制度」（正義大正＋四年一巻三號、四號）。

（註二）　前掲一二一頁（註二）滲照。Vgl』Loぬsing，a・a・0・S・345ff・

（註三）　反之、ドイツにては、懲戒事件の起訴は、刑事訴訟法の規定に從ひ、

検事が之れを爲すものとする（辮護士法六六條。刑訴一五二條）○

（註四）此の辮護士鋼事Anwaltrickterの制度は、一九一九年二月六日の法律

に依り設けられたのであつて、之れに依り上訴審迄、辮護士自治の精憩を侵

入せしめたのであるo其の改正法律に關しては、Vg1』Lohsil19，批．我．0．S。455£

　　　　　　　　　　　　V．

　オーストリーの辮護士制度に關する文獣は、其の藪が多くな

い。前掲せしものを除き、見當りたるものを以下に掲ぐる。

1）著　書
　　Sternberg，M，，DieK・nzipienturinOsterreic五，W至en，1904．三：Ettinger，M。，

　　Die　Advoc乱tur　im　modernen　Verke五re，Wien，1900弓：Kras乱，B7Altes　unα

　　Neues叢ber　die　Advok乱tur，Wien，1908弓：Bylo貫E，Das　Advokatorisc五e　Inユ。

　　mUni嵐tsr㏄htinOsterreic五，Graz，1914．三K＆nn，」．，Neu－Orga曲ti・n・der

　　RelbrmderAdvok＆tur？W1en，1903弓Kastner7R．7NumerusCl我ususoder

　　f面eAdvOkatur7Wien21912．

2）邦　書
　　「諸外國に於ける辮護士制度概観」（司法資料九五號）pp．33－44．小齋甚治’

　　郎氏、「各國の辮護士制度大観」（法律新報三五二號及び正義九巻一〇號）。摘

　　稿、「填太利に於ける辮護士懲戒裁判制度」（正義一巻三號、四號）。
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第三節フランス

　　　　　　　　　　　　1．

　フランスにては、法律事務の取扱が、榊OC紬（辮護士）と餌OU6

（代訟入）とに分たれる。解oc滋は、イギソスに於ける醸rr撤er

（状師）と同じく專ら法廷に於ける辮論を以て其の職務となし、

餅OU6は同じくイギリスのsolicitorの如く、當事者を代理し。

主として法i廷外の訴訟事務を取扱ふ。εもvoeatは、かの大革命當

時、一時壌絶せられたのであるが．中世のadvoc磁の登達せし

ものであり、叉、aVOU6は、同じく大革命の際に、初め、avocat

を屡止し之れに代るものとして設けられ．後、之れを壌止し、再

び、革命前のprocureurに代るものとして復活せしめられしも

のなること、既に之れを述べた。（註一）』叉、何故に、フランスにて

は、斯く辮護士に二種類を生じたるかに就ても、同じく沿革に

於て述べた。（註二）因つて愛には再説せ濾。

　（註一）　本稿八五頁以下滲照。

　（註二）　本稿八二頁滲照。

　フランスに於ては、辮護士制度に關する法令が纒つて居ら露。

帥ち大革命當時以來、必要に慮じ部分的なる輩行法令を出して

居るのであるが、1その基本たるものとしては、餅ocatに關して

は、「法學校二關スル共和十二年風月廿二日（一八〇四年三月十
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ三日）法律」：Loi　du22Ven七6se　all　XE，Relative乱ux　l丑c。les　de

Droit「辮護士ノ執務及ゼ辮護士會ノ取締二關スノレー九二〇年六

月二十口命令」D6cret　du201uin1922，Portan七鳩glemen七d7ad－

mlnistr乱tion　publique　sur　lヲexercise　de　I乱profession　dヲavocat　et

h　discipline　du　barr綴u等であり、avou6に關しては、「裁判

所ノ構成二關スル共和八年（一八○○年）風月廿七日法律」、Loi

du27VeRt6se　an　VIII．，Sur　rorganisation　des　t：ribun乱ux・前掲「法

學校二關スル共和十二年風月廿二日法律」、蛇にr大審院、控訴院

及ヒ始審裁判所附属代訟人常議員會設置二關スノレ共和九年（一

八○一年）霜月十三日命令」A「r6t6du13f「imai「e泓n　IX・，Qui

6tε駈bli七une　ch乱mbre　des　avou6s　aupr6s・…　　等である。（註一）

　（註一）其の他、a▽oc＆t並に我vou6に關する主なる法令は、Dalloz，Code　de

　　Proc6dure　Civile，にある。樹、其の邦課は、「英佛ノ辮護士法制」（司法費料

　　第十二號）に掲載せられてある。

　　　　　　　　　　　II．

　フランスに於て辮護士avoc舳たらむとする者は、法學士の

免状dip16me　de　licenci6endroi七を有し、且つ三年乃至五年の

實務修習s七璽eを経なけれぱなら露。而して此の實務修習を許

可せらる㌧に就ては、若干の條件が附せられるのであるが、（註一）

此等條件を具備するときは、當然、修習を許可せらるべく、其

の許可を拒絶せられたる場合には、控訴院に異議の申立を爲し

得る。（註二）
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　（註一）　ApPleton，Tr乱it6de　la　pro免ssion　d，抗vocat（1928），P。169．佛國司法制

　　度後篇（司法資料一六五號）p・125・

　（註二）前掲「佛國司法制度」後篇PP・125，159－162・

　實務修習の期間は、三年乃至五年とし、此の修習を畢へて後、

初めて濁立に其の職務を執り得る。辮護士＆v・磁は、法廷に

於ける辮論p撤doireを以て、その專らの職務となし、訴訟に付

き當事者を代理する権限を有せ露。（註一・　併しながら治安裁判

所、工業裁判所蛇に商事裁判所にては．例外的に其の代理権の

認めらる」揚合がある。（註二）事件に付きavocatを選任すると

否とは、當事者の任意とし、選任する場合には．汎vO語を通じ

て爲すことを通例とする。

　（註一）APPleton，TrBit6，P。313．

　（註二）　Appleton，Tmit6，pp．313。et　s、前掲「佛國司法制度」後篇p。14L

　aVOC乱七は、後述するaVOU6と異なり、完全なる自由職業とせ

られる。（註一）帥ちフランスに於ては、かの抗ncie：nr6gimeの頃

以來、一貫して自由辮護士主義が探られ、過去にも現在にも人

員制限11umerUSC1乱USUSの制度が設け られて居ら阻。（註二）但し

特別の要件を備ふることに依り、特に許可せらる㌧ことを必要

とするr滲事院虹に大審院附属辮護士」Avoc帥蹴Conseil　d’：Etat

et温乱Cour　de　Cass醐onに就ては、六十名と其の定員が規定

せられる。（註罠）女子は、一九〇〇年十二月一日の法律に依り、辮

護士たるの資格を典へられたのであるが、男性辮護士の如く、司

法官の職務を補充することを得臓。（註四）
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（註一）ApPleton，Tr＆it6，P・279・

（言主二）　　ApPleton，Tr窃it6，P・196．

（註三）H批eger，W．，Der　franzδs圭sche　Zivnprozess・S・68・前掲「佛國司法制

度」後篇PP・240－242。

（註四）H＆eger，W．，＆．a。0。S。63．前掲『佛國司法制度」後篇P。126・

　　　　　　　　　　　　　　III，

　辮護士avoca七は、自治的に辮護士會barre乱uを組織し、其の

職業的統整虹に取締に任する。（註一）帥ち辮護士會barre翫Uは、

各控訴院蚊に主なる始審裁判所に附麗して設置せられ、夫れ夫

れ常議員Conseil　de　rOrdreを置き、i辮護士名簿登録に關する

紛雫、辮護士と依頼入との間の紛議、特に其の報酬に關する雫

ひ等を裁決する。（註二）術、此の常議員は、辮護士の風紀取締の

任に當り、殊に懲戒事犯に關しては、自ら懲戒委員會Conseilde

Disciplineを構成し、且つ自ら起訴権をも有する。（註罠）

　（註一）　Appleton7Tr＆1t6，pp．123。et　s。3Magnus，a。a，O．S．94丘前掲「佛國

　　司法制度」後篇pp。153－174．

　（註二）D6cret　du20Juin1920・Art・16・前掲、「佛國司法制度」後篇、PP・159

　　－166．

　（註三）D6cretdu20Juin1920，Art．3L－43・前掲、「佛國司法制度」後篇PP・

　　167－182。

　i辮護士aVOC飢の報酬に關しては、別段に手歎料法の規定な

く、各事件に付き協定する庭に委す。而して辮護士に封する報

酬は、訴訟費用法中に規定せられたる小額の外は、敗訴の當事

者の負搭たるべき訴訟費用中に算入せられ濾。（註一）辮護士の報
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酬に關しては、出訴を禁するの規定なき略、實際問題としては、

多くの場合、肝OC乱tと依頼人との問には漉OU6が介在し、（註二）

從つてavoca七が、直接、依頼入に封し報酬請求訴訟を提起す

るの必要なきのみならす、偶々、紛議を生するも、各辮護士會

附属の常議員會Conseil　de1’Ordreに於て之れを審判、解決す

るものとし、各辮護士會にて、多くは規程を設け、辮護士我vocat

自身の出訴を禁する。（註三）

　（註一）　前掲「佛國司法制度」後篇、p・151・

　（註二）代訟入avOU6は、依頼者に代り辮護士餌ocatに封し支彿ひたる報酬

　　の立替に付き、夫れが過多ならざる限P、依頼者に封し償還を訴求すること

　　が出來る（一八三一年五月＋一日ッールーズ控訴院判決）Q

　〈議三〉Appleton，Tr謡6，PP・418－42L斯く：辮護士卿ocaUこ封し、報酬請求

　　訴訟を禁ずるは、其の地位の昂上、瞠面の保持の爲めに外ならないのであつ

　　て、判例は、前記の如く仲介に立てる代訟人aVOU6に封し、辮護士脚oca也

　　に支沸ひたる報酬立替金に付き償還請求訴穫を認むるが故に．事實上には、

　　何等の不都合なく、充分にavocatの利盆が擁護せられるっ

　　　　　　　　　　　　　IV．

　訴訟に付き、法i廷に於ける辮論以外の職務を執る者として、代

訟入解OU6がある。即OU6は、其の所屡する始審裁判所蛇に控

訴院に於て、訴訟に付き當事者を代理し、申立を爲す外、依頼

入とavoca七との間に立ち、主として法廷外に於ける諸般の事務

を執る。（註一）當事者は、始審裁判斯虹に控訴院に於ては、代訟

人乱V・U6をして代理せしむることを張制せら鵬．（調（軽穫）

　（註一）　一九一二年七月二日の命令に依軌辮護士に差支ある場合、例外的に
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　　代訟人avOU6が、法廷に於て辮論することを許さる＞に至つた。前掲「佛國

　　司法制度」後篇、P。206．

　（註二）前掲「佛國司法制度」後篇PP．197－201．

　斯く代訟入avou6は、訴訟に於ける當事者の代理入であるが、

他面に於て司法附属吏ofacier　minist6rielsの身分を有し、且つ

定員制：皿merus　claususが行はれて居る。即ち代訟人たるの資

格としては、法學士の免歌を有すること、五ケ年問の實務修習

を爲したること等、辮護士aVOC滋と同様なる規定が設けらる

るも、（註脚）事實上、代訟人avou6に任命せらる」には、此等資

格を具備するの外、荷、現任代訟人叉は其の未亡人若くは相績

人の推薦を必要とする。（註二）

　（註一）　此等avou6たるの資格に關しては、Haeger，a・a。O・S，72fL前掲「佛・

　　國司法制度」後篇p・195・参照。

　（註二）跳の推薦は、今日、我國に於ける公謹人の夫れの如く、主として地位

　　の費買に依りて行はれるo　VgL　H肌eger，肱8．0。S．71，

　代訟人器ou6は、其の所属する各控訴院拉に始審裁判所に於

て、夫れ夫れ常議員會Conseil　de「Ordreを組織し、職業的統整

虹に取締に任すること、辮護士avoea七の場合と同様である。

　　　　　　　　　　　　V．

　フランスのavOca七虹に勘VOU6に關する文献の主なるものは、

上に引用してあるが、荷、念の爲め其の主なるもの、及び未だ

引用せざるものを掲ぐれぱ次の如くである。

1）著　　書

　　Appleton，」．，Trait6de　la，pro£ession　d，avocat，1928；Ga，rsonnet　et　Bru，Tm三t6
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　t五60rique　eも　1）r乱t墨que　de　pro（i（5dure，　t，　1．　§§248　翫282弓　C血ade飴ux31）e　I窃

　86par乱tion　des　fbnctions　dツ我vocat　et　d，島vou6，Th6se，1912弓　Cresson，M・，Us窃ge

　et　rるgles（1e　I翫proflessioll　dフ窃vo（）乱t，1888多　2　Vol弓　Cresson，Abr696　des　Usage

　et　rる91es　de　1窃　profession　d7avoc抗ち　1907・3　】）es　Cressollniるres・　」・2］［】ntretie豆

　8url＆pr・免ssi・nd’a▽・c我tetlesrきglespr・£essi・nnelles719213Duve翻，G・，

　Let量tre磁▽oc謡ン1913弓F抗u，E7Lesecre鴬pr・£essi・nneletr汎voc批tフTh醜

　1912．多Fourne星，五∫．，Hisもoire（玉es窃voc耽ts　au　p泓rlement　e右du　b窃rreau　de　P乱rls，

　　（1813），2V・1弓L8b・uret，Desl・・n・睡esdes｛馬v・c乱ts，Th色se・1906弓Leem鵬

　1）e　la　respons島bilit6　civile　（池8　我vocats。　丁血さseg　1909。多　Liouvil互e，F・，De　l馳

　pr・飴ssi・ndヲ＆v・c窃t，1868弓M：ass・ni6，Lajuridicti・ndubarre＆u，1912弓M（）H・t7

　Rる91esdel脇pr・角ssi・nd7批▽・c蕊，1S662V・1弓P窃yenetDuveau，：Lesrδ91es

　dehpr・色ssi・nd’窃v・catetlesus乱gesdubarre躍deParis，1925，；P・ttierア

　P．，Dudr・itdesav・c我tsetdesa▽・u6sderepr6senteretpl磁erde欄tles

　tr量bunaux　♂excep櫨on，　Th～lse，　1914．3　R蕊ndoux，A，，エノ批ccδs　dG　1抗　1）ro角ssion

　dヲ＆v・c謡etlesp・uv・irsduc・nse三1dediscipline，Thるse，1912弓：R・ber宅，H・，

　1／Avoc乱t，1923。3Sergeant，L．，1）e　la　nature　juri（iしique　du孤in拍tらre　de　ravoc泓も7

　：Resp・nsabiliも6，五・n伽ires，丁五らse，1901．タV舗9eur，E，：L’Or（lreetle励leau

　des乱voc仙tsフTh春8e71900、

2）邦　　者

　　　「英佛ノ辮護士法制」（司法資料第＋二號）。辮護士法改正法律案滲考資料（司

　　法省刑事局護行）（本書第三篇、「佛國ノ辮護士法制」は、前掲司法資料第＋二

　　號と同一）。「諸外國に於ける辮護士制度概観」（司法資料第九五號）pp・93－100・

　「佛國司法制度」後篇（司法資料一六五號）pp・119－242・小齋甚治郎氏「各國

　　の辮護士制度」（正義九巻十一號及び法律新報五三三號。但し此の爾者は、同一

　　内容である）。井上毅著、「佛國司法三職考」（明治＋一年版、木版本）。近藤倫

　　二氏、「佛蘭西のi辮護士」（随筆）（正義五巻一、、七、一〇號）。



■34 辮護士制度の研究

第四節　イギリス

　　　　　　　　　　　　1．

　イギリスにては、在野の法曹が、其の職能上、：磁rrister（状

師）とs・licit・r（訟師）（註一）とに分れて居る。此の辮護士職務

の二分制は、軍リィギリスのみに止まらす・、フランス、イタリ

ー等に於ても見受けられ、（註：二）軌れもその蛮源を同じくするの

であるが、イギリスに於ては、特異の登達を途げ來つたのであ

る。即ちその詳細は、既に之れを述べた。（註三）

　（註一）　barr1sterとsolicitor　とを、法i廷内辮護i士、法i廷外i辮護i士と課し、又、

　　辮護士、代辮士とも課される。勃れも必ずしも適課と云ひ難き散．奮來の例

　　を逐ひ、謬語としては、本文の如く「駅師」「訟師」と稻した。

　（註二）本稿一二七頁及び一五五頁滲照Q

　（註…1）　本稿八八頁以下滲照。

　而して此の：B＆rris七erとSolici七〇rとは、嘗ては、その專門的

知識に於て、更に又、その肚會的地位に於て著しき上下の差別

があり、其の問に、上級、下級の旺別を存したのであるが、現

在に於ては、Solicitorの素質昂上の結果、其の差異が著しく

狭ばまり、　くとも專門的知識に於ては径庭を存せざるに至つ

た。

　イギリスの辮護士制度に關しては、本節、末尾に掲記せし諸
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著書、論文の外、種々なる機會に於て我國に紹介せられあるが

故に、愛には詳説せす、唯、其の梗概に止むる。

　　　　　　　　　　　　II．

　宏く辮護士の職務に属するもの㌧うち、法廷の辮論pleading

を專らにする者が、B躍rister（状師）である。此の：B＆rristerた

らむが爲めには、イギリスに特有なる施設として登達し來れる

四法學院：Four　InnS　of　C・ur七の軌れかに入學し、（註一）所定年

限の墨習を了へ、且つ現に夫れに所属することを必要とする。即

ち臨rr撤erは、1且ns　of　Cour七にて學習し、且つ現に夫れに所

鰯するが故に：B乱rris七erたるのであつて、B躍risterとInnsof

Couytとは、不可分離の關係に在る。（註二）

　（註一）Inns　of　Courtの浩革は、既に之れを蓮べた（本稿九七頁以下参照）。

　　而して現在には、：LiucohヲsInn，IHnerTemple，MiddleTemple及びGmy，s

　　亙nnの四法學院の存することも、亦、既に逮べし如くである○

　（註二）　此の關係は、我國若くはドイッに於て、辮護士が、其の職務執行の要

　　件として辮護士會に加入するとは全く異なるQ　VgL　Gerland，a・窃・0・S・925・

　詳言すれば、1臨rris七erたらむとする者は、先づInns　ofCour七

の軌れかに入學しなければなら澱。而して其の入學には、英語、

ラテン語拉に英國史に關する試験があり、（註一）且つ煩項なる手

織必要とする．其の在學鯛は．通常＋二學期（叢驕）とし、

特別の事情あるか、叉は本試，験に合格したる者は、二學期を短

縮せられる。（註二）本試験は二部に分たれ、軌れも法律に關する

試験とし、第一部は入學後何時にても受験し得るものとし、第
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二部は、第一部試験に合格し、且つ在學六學期を経た者でなけ

ればなら諏。（註還）而して此の試験に合格し、且つ所定期問在學

したる者は、Bencher會議の承認を経、其の紹介にて初めて出

廷し得る。而して其の際、百ポンドに近き手藪料を納入しなけ

れぱなら露。（註四）

　（註一）　此の入學試、瞼は、四法學院により選定せられたる聯合試、瞼委員會にて

　　行ふ。而して特定の資格ある者には、此の試、験を冤ぜられる（璽谷恒太郎氏、

　　「英國辮護士制度」p，250．）。

　（註二）　講義せらる＞科目に就ては、盤谷氏前掲書PP。267－268滲・照。

　（註罠）　盛．谷氏前掲書PP．271－273，高柳賢三教授「新法學の基調」PP。384

　　－388．

　（註四）　此の手敷料は、當該法學院に納入するのであつて、印紙税を含め、最

　　低八十九確、最高九＋九硬十志とする。

　斯くてBarristerの資格を獲得したる者が、Barristerとして

の職務を行ふには、引綾き法學院Inns・f　Courtに所属しなけ

ればなら露。即ちInns　of　Courtは、軍純なる敏育施設たるに

止まらすして、此の施設に依りて敏育せられしBa　risterの職

業團膿である。か㌧る複合せる目的の追求は、此の施設の套生

蛇に蛮達の沿革の然らしむる庭であつて、去ればその專門敏育

施設としては、現在と錐も、荷、極めて不完全の歌態にあう、

（註一）其の敏育の方針は、寧ろ先輩の指導に依る、紳士中の紳士

としてのB8rristerに傳統せる品格拉に精神の養成と云ふ黙に

向けられて居る。（註二）

　（註一）　法學院に於ける法律學の講義が、簡軍であり、其の講師も亦．必ずし
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　　も一流の學者とは限られて居らぬ。その爲め講義を聴、講する學生は僅少であ

　　夢、多撒學生は、一〇〇ギニと云ふ高き手数料を支彿ひBarr撤erの事務所に

　　て實務を修習し、且つ試験準備を爲すと云ふo　VgL　Gerland，汎識・O・S・939・

　　叉、Inns　ofCourt断在地附近には、受験準備專門の：臨rristerが多数あ砂て、

　　學生の爲めco翫c強を爲して居るとのことである・高柳教授前掲書p・388・雌

　　等は、執れも法學院が法律學の教授に付き施設不充分なることを示すものに

　　外ならぬ。

　（註二）　各法學院の種々なる施設は．凡べて臨rr銚erに傳統せる晶格並に精

　　紳の陶冶に向けられて居ることは、直ちに麹取せられるのであるが、殊に我

　　國に屡々紹介せらる＞が如く・學生が本試験を受くるが爲め・講義を聴講す

　　ることを條件とせられずして、毎學期紗くとも六同は、其の所厨するInnの

　　食堂にて一同と血式睡餐を取蟄しことを必要條件と爲し、而して其の晩餐に

　　は、先輩のBarristerが列席し、且つ種々なる傳統的風習の存すること等は、

　　最もその適例である。此の晩餐の模様は、高柳教授前掲書pp・378－384に

　　詳細である○

　此のIn．nsofCOurtが、斯くて輩純なる辮護士の團膿に非ら

す、又、其の養成機關に非ざる特異の組織は、臆がて其の構成

員たるB乱rr撤erの祉會的地位を昂上せしむるに付き特異の機

能を登揮した。郎ち其の特異なる機能は、結局する庭．夫れが

自主的職業團膿として．其の後輩たるべき者の養成施設をも濁

占したることに職由するものと考へられる。

　先づ第一に、In粥of　Courtが、：Barris七er養成の爲めの唯一

の施設たるの特権的地位を利用し、種々なる方法を以て、B跡

risもerの．1＼員制限が策されて居る。即ちその方法としては、先

づ煩項なる條件を附してInns　of　COllr七への入學を著しく困難
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ならしめ、且つ相當に高額の學費の外、在學中、拉に殊に：銑レ

r撤erに就職に際し、多額の手藪料を徴牧すること㌧なすなど、

相當地位ある者の子弟にして、且つ選まれたる者に非ざれぱ．此

の關門を通過し：Ba麺sterたり得ざるの機構とせられる。斯く

してBarristerの．尺員の増加を絶えす抑止、統整すると同時に、

その素質の低下をも防ぐの機能が、Inns　of　C・urもに依りて螢

まる㌧のである。

　加之、此のh：nsofCourtは、Barristerの團膿であう、それ

に斯属する：B訓risterは、辮護士の職を執るのであるが、一定

の公職、殊に判事は、必す此の：臨rristerより探用するものと

せられ、（註一）斯くして：臨rristerの名の下に、在朝、在野の法

律實務家を統轄し、（註二）而かも更に他面には、i辮護士の職務中、

當事者との交渉、其の他、難務とも看るべき事務は、墨げて

solici七〇rの任務となし、且つ此のsolici七〇rをばIn蛉of　court

より排除し、：艶rristerとは全く別種の法曹たらしめて居る。（髄

三）

　（註一）　盤谷氏、前掲書pp・237－248・

　（註二）樹・Barristerの資格を有する者にして・在朝、在野を問はず全く法律

　　實務に從事せず、實業界、政治方面、其の他社會各方面に活動する者が多数

　　存する。VgL　Gerland，乱．＆，O。S．942．去れば、イギリスに於ける：B＆rrおter

　　は・Inns　of　Courtに所屡する法曹家と云ふことを意味し、他國に於ける辮

　　護士と云ふ観念とは必ずしも一致せざることに注意を要する。去れば、イギ

　　リスに於て、B繊rrister中より判事を採用すると云ふことを以て、必ずしも、

　　我國に於て辮護士中より判事を採用すること》比較論断し難い。
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　（註罵）　Solicitorの前身たるAttomeyも、嘗ては法曹の一員としてInns　of

　　Courtに所鵬したのであるが、Barristerの地位昂上の爲めの排他的行動に因

　　り、第＋六世紀の頃、之れより退かしめられしこと既述の如くである（本稿

　　九九頁参照。）

　斯くして蜘yristerは、Inns　of　COllrtを其の城塞として．一

方には其の人員の制限を行ふの外、他方、法律實務家（辮護士）

としては、其の高踏的態度に相礁する法廷に於ける辮論pl餓d－

ingのみを專らとし、而かも判事は、必す此の：B証rist醒より探

用せらる㌧の制度と爲したるに因り、愈々、其の地位を昂から

しむるに成功したのであつた。（註一）　帥ち現在イギリスに於て

は、B艦isterが、高き祉會的地位を占め、蕾に法曹家としての

みならす、肚會の各方面．殊に政治方面に於ける其の活躍の著

しきことは、周知の事實である。（註謁

　（註一）　B＆rr揃erの法曹家としての地位の昂上は勘同じ法曹家たるSolicito1

　　の夫れを犠牲に供したものであることを観過してはならぬ。

　（註二）　か》るB窃rr1脱rの特権的地位が、果して今後、何時まで存績し得る

　　であらうかは、興味ある問題である。

1買．

　以上蓮ぶる庭に依りて明かなるが如く、イギリスには、他國、、

例之、我國に於ける辮護士に其の儘該當するものは存しないの

であつて、Barr撤erの資格を有する者が、辮護士の職務（舞琵蓑

藁藷）を行ふのである。而して此のBa買isterの資格を有する者・

必すしも法律事務に從事せざること前述の如くであると同時
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に、此の：Barris七erの穆號を授與する椎は、Inns　of　Co皿七に属

し、國家の手に存せ鍛。（註一）此等が、他國の辮護士制度と異な

る黒占である。叉、BaTristerには、JuniorBarristerと1くing’s

Counselとがあり、JuniorB＆■risterは一般の夫れを云ひ、Ki119’s

Counselは、在職十年乃至十二年を超え、Lo組Cllancellorの上

奏に基き國王之れを任命する。（註二）一九一九年以來、女子も、

亦、Barristerたり得るに至つた。

　（言主圏“）　辮護士たるの冤許C跳IHngtoも五eB島rはlmlsofCourtカ｛、其の資格

　　を供へたる者に勤し、Ben崩er（理事）會議の承認、其者の氏名公示等の手綾

　　を経て、之れを輿ふる（藍谷氏、前揚書PP。260－265）o而して此の認可は、

　　lBellcher會議の自由なる認定に依る決議に基くのであつて、實際間題として

　　も、其の認可を拒まれた例は、絶無ではな）・。Vgl。Ger1翻d，翫。窃．O。S．941．

　　璽谷氏、前掲書p．12．

　（註二）Gerland，a乱O・S・955£鞭谷氏、前掲書PP。155－160．此のK至nggs

　　Counse1は、軍なるB＆頭sterの資格であるQ然るに嘗て我國に於て、敵星

　　亨が、イギリス留學より露朝し、代言人の職を執るに當り、當時、肚會的地

　　位低かりし一殻の代言人の間に伍するを潔しとせず、司法卿大木喬任にイギ

　　リスのQueenヲs　COUnse1の制度を紹介し、司法省附麗代言人の制度を新設せ

　　しめ・自ら月俸百圓を給せられて・それに任命せられしことは・有名なる挿

　　話である。奥耶昌洪氏、日本辮護士史pp・232－237・

　Barristerの主なる職務行爲は、法廷に於ける辮論pleading

である。（註一）帥ちβarr撤erは、其の依頼せられたる事件につ

き、裁判所に於て當事者を代理し、辮論を爲すの外、各種の申

立を爲し、叉、必要なる訴訟書類を作成し得る。（註二）衙、Baレ

risterは、依頼人の爲め、法律上の鑑定を爲し、叉、其の意見
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を陳蓮する。但しS磁磁oγの如く緩績的に特定會祉若くは個入

の法律顧間となる二とは．其の地位に相癒せざるものと一般よ

り認められて居るo

　（蕪一）　イギリスに於ける陪審裁判は．法廷に於ける辮論乃至所謂法廷戦術に

　　依る敷果を趣めて必要とするのであつで噛：是れが．聴がてか》る辮舌並に技

　　能を有する】3湿r載er癒るもの＞出現を促した重大なる原閃であると看るこ

　　とカξ嵩來る○

　（蕪轟）　Gerl撒d，翫臨（）・s。949・

　翫癒s七erは．前述せし如く、傳統的に自らを高きに持ずる結

果として．事件の推任に付き．直接．訴訟依頼なと交渉するこ

となく．常に801雄紐を仲介となし、其の報酬Honor瓢i璽m毫）．

亦、SOli磁orよ蔭支梯を受け．sOlici七〇では．それを常事者より

取立つる。而してB澱鼠erの報酬は．事件の要領書：Brie£の

交付と同時に鹸沸にて支梯を受くるを蓮例とし．欝．其の際、要

求するも報酬の訪沸を爲さ薗るときは、．Brieぞの受領を拒絶し

得る。（註一）去れぱイギリスにては、：臨睡sterに封し、報酬支

綿講求訴訟を禁止するも．それが爲めB礁減er肖身の利盆は

害せられ，て居ら譲。（註轟）

　（註一）　盤谷氏、前掲書P・77・

　（誰二＝）　B鍍r1sterに封し1幸艮酬の立替沸を爲したるSo1至citorは、散頼人に封し、

　　其の姓濟を請求し得るo帥ちB我rr楓erに封し、報酬支沸の請求を認めざる

　　法律上の根擦は、依頼人との間に何馨の契約關係なしと云ふにあるも．か》

　　る制度の設けられたる，所以のものは、B鉦risterの品位を昂むるにあつて、之

　　れ’あるが爲め甑反つてB鯉ri蠕erに封しては、種々なる形式に於て報醐前捌1の
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　　慣行を生じたのであるo　Vgl・Gerland，＆・＆・0・S・960・聴、谷氏、前掲書、PP・

　　77。91－103．

　B5Lrristerに射する懲戒梅は、Inns　of　Courtの夫れ夫れに属

する。帥ち各法學院は、軌れも其のBencher（理事）に依り懲

戒委員會を組織し、所属の：B乱Yristerに饗し懲戒椹を行使する。

而して其の裁判に封しては、監督鷹たるKil！g’s：Bench：Division

の判事に上訴し得る。（註一）

　（註一）　Gerl韻d，泓3・O，S・965・

　　　　　　　　　　　　IV。

　以上遙ぶる：臨Tristerの職務に屡する以外の訴訟事務を執る

者をSolicitor（訟濤頂）　とする。Solieitorは．Barristerと訴訟｛衣

頼入との問に立ちて其の仲介を爲し、主として法i廷外の訴訟事

務を專らにする。帥ちSolicitorは、常に訴訟依頼入と直接交渉

の地位に立ち、事件に付き當事者の代理．ア＼となるのであるが、他

面、最高法院に所属する司法官吏たるの身分を有し、其の監督

を受くる。（註一）Solici七〇rは、：Barris七erの貴族的、高踏的政策の

犠牲とせられ、同じく法曹にてありながら、枇會的に遙か低く

評領せらる㌧の地位に置かれ、今、禽、其の傾向の存すること

は既に之れを蓮べた。（註二）

　（註一）Solicitorが、裁判所1（從驕する官吏たるの身分を有することは・澹革

　　的事實に基く。而して現在にては、高等法院の懲戒椹に服すること以外には・

　　何等の關係を有せぬ。VgL　Gerland，a・乱・O・S・898・

　（註二）本稿一〇二頁参照。但し現在に於ては、B紋rristerの特灌的地位の崩竣
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　　と共に、Solicitorの地位も著しく；昂上し、其の数多きに非ざるもB乱rr至ster

　　と同様、公生活に於て重要なる役割を演ずる者を輩出するに至つたo　VgL

　　Gerland，徽．O。S。893、

　Solicitorの養成方法は、：B乱rristerの夫れとは著しく相違し、

從つて共の資格も、亦、異なる。帥ちso！i磁orの養成方法は、概

して實務的であり、Soli嶺orたるが爲めには、開業のSol量citor

の下にてArむic／edαerk（見習書記）として實務を修習するこ

とを必要とし、其の年限は、其の者の學歴に依り三年乃至五年

とせられる。尤もB鉦r撤erがSoliαltorに．韓業せむとする揚

合には、此の實務修習を菟せ・られる。而して此のArticled　Clerk

（見習書記）は、其の實務修習の前後を通じ．：L抗w　Socie砂の施

行する合計三同の試，験に鷹試し．合格することを必要とするの

であるが、前掲のB鍛ister拉にOxford，C鈍ml）ridge其の他特

定の大學のB乱Chelor　of　hwの學位を有する者は．前二周の試

，験を菟ぜられる。（註一）第三同の最絡試験は、法律學一般拉に訴

訟手績に關する學術試験であつて．So！icitorを志望する総べて

の者に課せられる。（註嵩）

　（註一）　第一同の豫備試験は、普通學の試験であつて、倫敦其の他の都市に於

　　て行ひ。Articled　Clerkとして、雇用の契約書に署名する以前に此の試験に

　　合格することを要する。第二同の中間試瞼は、法律學初歩に關する試験であ

　　つて、Art鯉ed　Clerkとして満十ニケ月以上勤務するときは．鷹試すること

　　を許される。

　（註二）　跳の試瞼は、純然たる學術試験であつて、從つてArtlcled　Clerkと

　　して實務を修習するのみにては、そオしに慮試するの學力をば獲がたきが爲めb
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　　Solicitorの團彊たるIllcorporaもed：恥w　Societyにても、必要なる講：義を開

　　き、聴講：せしむるo　Vgl．Gerl乱11d，＆．窃．O、S．905．

　此の最終試，験に合格するときは．：L乱w80cieもyより合格の讃

明書を交付すべく、而して：M薦ter　of：RoUSは、此の詮明書を

添付してSolicit・r開業の出願を爲したる者に勤しては、其の

要件を具備する限り、原則として之れを許可する。（註一）邸ち

Solicitorに關しては、自由冤許主義が行はれ・る。（識二）序ながら

80hcitorの免許を受くるには、滞二十一年以上の男子たること

を必要とするが故に、女子はSolici七〇rたることを得ぬ。

　（註一）Gerland，a・窃・O・S・906・

　（註二）但しArticled　Clerkとして三年乃至五年の長きに亙る實務修習を必要

　　とし、且つ其の修習に付き指導のSOlicitorに支沸ふべき謝’禮金は、三百二

　　十膀を下らずと云ひ、更に其の修習に付きSolicitorとの間に作成する契約

　　書には、印紙税八十硝を課せられる。術、其の他、開業の際にも手撒料並に印

　　紙税を納付することを要するのであつて、此等費用を合算するならば、Soli－

　　citorとなる蓮の総経費は、千確を超過すると云ふo　VgL　Gerland，＆・纏・0・S，

　　901。906、斯くしてSolicitorの人員檜加が調節せられる。既述せるオースト

　　リァに於ける辮護士試、験の修習期間を特に七ケ年の長きに定めたのは、此の

　　イギリスの制度に模倣せるものと考へられる（本稿一二三頁参照）・

　8磁嶺orの職務は、法廷外に於ける法律事務の庭理であつて、

法律問題の鑑定蛇に法律顧問の如きは、其の主なる職務範園に

属する。而してSoli嶺・rの職務執行に關しては、地域的制限が

設けられないのであつて、（註一）全國の各裁制所にて、法廷に於

ける辮論を除くの外、事件に付き當事者の代理人として訴訟行

爲を爲し、又、諸般の手績を執り得る。荷、例外として、c・unty
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COUTt其の他．：Pet七y　Session，Qmrter　Sessi職等の下級裁判所

にては、B趾risterと同じく辮論を爲すことが出、來る。

　（註一）　　Gerl泓nd，紘鉱O，S。91α

　Solicitorは、其の勢務に封し依頼者より報酬を受くるに付き、

事件の種類に依り特励の合意を爲すことを許されるのである

力葺、カ）、』る事例は稀れである。（誰＿）巨∬ち一“般にSdicitorはもi其

の慮理したる事件に付き．各裁判所に行はる』手藪料規定に依

b算定せられたる手藪料を受くる。而して801撤t蟹には、B蹉

risterに封すると異なり．其の立替金拉に報酬に付き．依頼者

に鋤し請求するの樺利が認められて居る。（註二）

　（誰一）Gerland，踵・0・S・918・

　（註二）　　一八』四三年訟師法三一ヒ隔　三三八｛1条o

　SOliCitOrの團膿として、1丑COrpo鍛tedLaWSOCietyがゐる。此

の團艦は、法入格を有し、倫敦に所在地があり．Solici七〇rの職

業的統整の衝に當つて居る。（註一）Solicitorの試験は、煎蓮の如

く此のSocietyが行ひ．又、開業のSolicitorに掲しては毎年

Ce面且c泓teを登行する。（註二）但しSolicitorは．身分上高等法

院Supreme　C・urtに所属する官吏であり、從つて其の懲戒権

は、此のSocie七yに存せすして所属のSupτemeCourtに在る。

（註罵）

　（註一）　Gerhnd，撫紘0。S，898．但しそのSolicitorに劃・する關係は、Ilmsof

　　Courtが：B翫rr観erに關する一切の事項を自治的に掌理するに比し、遙かに

　　狭少なる擢限のみ・を有するo　Jenks，TheB（》okofEngli8hl胤w7P．86、
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行）（本書第二編「英國ノ辮護士法制」は、前掲司法資料第＋二號と同一）。「諸

外國に於ける辮護士制度概観」（司法資料第九五號）pp・79－92∫英國裁判所構

成諭」（司法資料第四六號）pp・52一一18L（本書は、前掲Gerl翻d原著の醗課で

ある）。冠木精喜氏、「英國の辮護士」（法律論叢一〇巻昭和六年二、三號）（本

稿は、前掲Jenks7The　Book　ofEnglish　Law　の當該音罷ヲ｝の抄言睾である）o　z∫、

齋甚治郎氏、「各國の辮護士制度」（正義一〇巻昭和九年一號及び法律新報三五

三號、但し雨者同一内容）。穂積陳重博士、「穗積遺丈集」第三冊pp・460－473（英

國の辮護士と公判）。高柳賢三教授、「新法學の基調」pp・367－390（人問味の

あるイギリスの法律家養威法）。穂積重威氏、「法律小話」pp・139－166（英國

の辮護士）・同氏、「英國法制研究」pp・86－121）。同氏、「英國ノ辮護士」（正義一

巻大正十四年一、二競）（本稿は同氏著、前掲「法律小話」の當該部分と同一内

容）。盤谷恒太郎氏、「英國四法學院共通學則」（正義二巻大正十五年九號）（本

稿は、同氏著前掲「英國辮護士制度」に附録として再録せらる）

　　　　　　　第五節　中華民國及び満洲國

　　　　　　　　　　　　　　五．

　中華民國の辮護士制度は、大膿に於て我國の夫れを模倣して

居る。邸ち、その凡べてが「律師章程」（需響藻譲希昌昔鑑暑）に規

定せられて居るが、夫れは、我國の辮護士法と殆んど同様なる

規定となつて居る。以下、略述する。（註一）

　（註一）本稿は、主として民國留學生、北準大學法學士劉鱗文君の提供せる資

　　料に擦れることを附言する。外にM乱gnus，我．窃。0。S。418－424，にも、民國

　　の辮護士制度が略述せられてあるQ樹、以下、引用の條丈は、艮國二十三年

　　一月嚢行、「中華民國現行法規大全」（上海商務印書館獲行）に嫁るQ

　先づ「律師章程」は、律師の職務範園を次の如く定むる（緩一）。
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　一、當事入ノ委託若クハ法院ノ命令二依り、通常法院二於

　1テ法定ノ耳哉務ヲ執イ矛，スノシコト。

　ニ、特甥ノ規定二基キ、特別審剰機關二於テ共ノ職務ヲ行

　フコト○

　竃、當事入ノ委託ヲ受ケ、契約ヲ爲シ遺言（遺囑）ヲ詮明

　シ．又．契約共ノ他ノ法律行爲二闘スル書類ヲ代理作成スル

　コトo

　律師章程の規定する律師の職務範園は上蓮の如くであるが、

民國の民事訴訟法に依れば、律師に非ざる訴訟代理入は、法院

が裁定を以て禁止し得るに止まる（藝民震）。帥ち民國にては、民

事訴訟に付き、未だ辮護士問接強制主義をも探用するに至らす。

合議裁判所に於て、禽、律師に非ざる者の訴訟代理を認むるこ

とに注意を要する。

　次に律師たる資格として、「律師章程」には、「一．中華民國人

民ニシテ満二十一歳以上ノ者。（註一）二、律師考試令二依ル考試

二合格シ、若クハ本章程二依リ考試ヲ冤ゼラルル資格アル者」と

規定し（揉二）、而して考試を経すして律師たる資格あるものとし

て、次掲の者を列墨する（羅三）。但し現在に於ては律師考試令を

飲くが故に、事實上、之れに該當する者のみが律師たることを

得るものとし、此等の者に律師謹書を給與するに就ては、比較

的多額の手i歎料を徴牧する。（註二）

　一、司法官任用法令二依リ司法官タル資格ヲ有スル者
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　＝、甑抜律師委員會ヲ経テ審議合格シタル者（註置）

　豊、嘗テ律師トシテ登録シ．後．其ノ請求二依り、若クハ

官吏其ノ他ノ俸給アノレ公職二就任シタルカ．又ハ商業ヲ螢ミ

タルガ爲メ其ノ登録ヲ取浩（撤錆）サレタル者

　囲．本章程施行前二律師謹明書ヲ領有セシ者

（駐一）　民國に於て領事裁剣椹を有せざる國の人民の利盆保護の爲め、本國に

　於て律師たる資務ある其の國人に劃し、民國に於て律師たることを詐す。但

　し其の國人の訴訟事件のみを庭理し得るものとす（無領事裁判椹國律師出庭

　暫行章程一幅三條滲照）Q

（雛嵩）　書費百八十元、印花税（印紙税）二元（律師章程五條）o

（註欝）　民國にては、現在》曲の資格に依り律師護登書を授輿せられ》律師とか

　る者が大多撒である。而して之れに關し「郵抜律師委員會章程」（民園＋七年

十二月二十日司法行政部公布、同二十二年一月二十日修正）がある○本章程に

依れ，ば、軌抜律擶雄委員會の亜昆抜を受け‘むとする者はヤ次に　町纂す’る資着各の一

　に該當することを要する（同一條）o

一
、

國立若クハ最高教育行政機關ヲ経テ立案又ハ承認シタル國内外ノ大學、

　濁立學院、專門學校二於テ、法律學ヲ三年以上修習シ、卒業謹書ヲ有シ、

　且ツ成績特優ナル者

二、前項ノ卒業誰書ヲ有シ、維績シテ研究院二入リ、若クハ外國二留學シ、

　法律ヲー年牛以上研究セシ者

罵、第一項ノ卒業詮書ヲ有シ、國立若クハ最高致育行政機關ヲ経テ立案又ハ

　承認シタル各大學、濁立學院、專門學校二於テ・法律主要科目ヲー年以上

　敏授シ、又ハ、法律主要科目ノ著作ヲ出版シタル者

四、第一項ノ卒業謹書ヲ有シ、司法若クハ司法行政機關二於テ、委任（判任）

　以上ノ實職二一年以上在任シ、又ハ文官高弊若クハ普通考試、叉ハ縣長、

　承審員ノ考試二及格シタル者

五1、國立若クハ最高教育行政機關ヲ経テ立案又ハ承認シタル大學、濁立學院㍉
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　　　專門學校二於テ民刑事法五年以上ヲ教授スル者

　　六、最高敏育行政機關ヲ経テ承認シタル外國大學、學院若クハ專門學校二於

　　　テ法律ヲ三年以上學習シ、考試二合格シ、外國律師葱照ヲ有スル者

　　　以上に該當する者、律師の職務を行はむとするときは、資格護明書を添附

　　して司法部に出願し、司法部より委員會の審議に附する。委員會は、書面に

　　基きて審査し、委員多撒の同意を以て可否を決する（同四條乃至六條）。而し

　　て審査意見書は、之れを司法行政部に逸付し、部長の査定に依軌冤試合格

　　；者に封して合格誰書を給輿する（同七條）。冤試合格謹書を領有したる者は、

　　誰書に記載の日より四ケ月内に手績を爲すことを要し、此の期間を徒過する

　　ときは其の資格を失ふ（同八條〉o

　律師として其の職務を行ふには、先づ律師名簿に登録せられ

なければなら沁（羅七）。律師名簿は、之れを各高等法院に置き

く撰八）、登鎌したる律師は、當該高等法院の管轄匠域内に於て其

の職務を行ふのであるが、地方法院に於ける其の職務執行に付

き、著しき地域制限を設け、一地方法院の管轄画域を以て限と

爲す。但し必要あるときは高等法院に呈請し、其の許可を得て、

他の地方法院の管轄匿域内に於ても、兼ねて其の職務を行ひ得

る（爆二量）。最高法院に於ける職務執行に關しては、何等の特別

制限を設けす、登録を経たる律師は、凡べて最高法院に於て其

の職務を行ひ得る。

　律師たるの資格に付き、女子を除外する規定を存せざるを以

て、女子も、亦、律師たることを得べく、現在、上海其の他の

地に若干名を存する。
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　　　　　　　　　　　　ヱ1．

　律師章程は、律師の義務に付き特に一章を設け規定する（箋秦

蓋葦隻篠）。例之、律師は官吏若くは其の池俸給ある公職を兼ね、

又は商業を瞥む二とを得寺と云ひ（曼雇）、或は、律師は、當事人

問に係孚の擁利を牧買することを得摩と云ふ等（製榛）、大膿に於

て、我國奮群護士法の窺定に近似して居る。

　律師は、律師公會を設立する。律師公會は、地方法院若くは

高等分院附設地方法院分庭所在地に設け、之れに加入するに非

ざれば、共の職務を執ることを得ぬ（臨嚢）。律師公會は、所在地

の地方法院首席瞼察官若くは高等分院首席瞼察官の監督を受く

るものとし（豊蒸）、其の他、之れに關する律師章程の規定は、大

鵬二於て我が鱗護士法の夫れに同じい（騰奎童講．

　律師の報酬に關しては．律師章程に別段の規定なく、各事件

に付き當事者との合意に委せられる。但し各律師公會が夫れ夫

れ規定を設けて其の標準を示して居る。（註一）但し其の標準は、

敦れも．實際事件の塵理に付き最高限を示して居る由である。

成功報酬に就ては、規定上、之れを禁止したるものなく、反つ

て慣習的に一般に行はる㌧もの㌧如くである。

　（註一）　以下に、一例として北準律師公禽の定めたる手敷料規定を掲ぐる。

　北亭律師公會會員牧取公費表

　畢、分収公費辮法

　一、徴求意見毎小時五元以下　二、閲巻毎次＋元以下　罵、接見在留人毎次

　　＋元以下　囚、節録丈稿或造具溝冊毎百字一角以下　五、撰函件及聲講書毎
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　件十元以下　穴、撰和解欺毎件二十元以下　七、民事出庭費毎次六十元以下

　八、刑事出庭費毎衣三＋元以下　蔑、出具專供委任人滲考之意見書及其他丈

　件毎件五十元以下　十、撰民事第一審訴歌反訴駅辮訴歌毎件六十元以下　†

　一、撰刑事第一審訴歌辮訴歌毎件四十元以下　十二　撰民事第二審及第三審

　上訴歌抗告欺辮訴歌毎件一百元以下　†罵・撰刑事第二審及第三審上訴厭抗

　告欺鼎訴朕毎件六十元以下　十四、撰第一審民事案件沮加理由書毎件六十元

　以下　†鼠、撰第一審刑事案件辮護意旨書毎件四＋元以下　十汽、撰第二審

　及第三審民事案件担加理由書毎件百元以下　†七、撰第二審及第三審刑事案

　件i辮護意旨書毎件五＋元以下　十八、叛理民事執行案件或庭理和息事項公費

　四百元以下†九．在本市管轄匿域内履勘調査公費毎吹六＋元以下二†、在

　本市管轄匠域夕卜塵理事務者除依各該歎牧取公費外毎日二＋元以下

　乙、糖牧公費鱗法

　陶、辮理民事案件第一第二雨審牧取公費総額毎審一千元以下第三審収取公費総

　額六百元以下但訴訟物償額在五萬元以上者得観訴訟傾額爲準其毎審公費総額

　第一第二爾審均不得超過訴訟物債額百分之三第三審不得超過百分之二

　二、耕理刑事案件第一第二爾審牧取公費総額毎審六百元以下第三審牧取公費糖

　額四百元以下但案情重大或因委任人有特殊身分地位者其公費得檜加之惟毎審

　公費糖額伽不得超過一千元

　三、辮理刑事訴訟附帯民事訴訟及行政訴訟或訴願案件者得依照本條辮理民事訴

　訟各規定収取公費

　非訟事件之牧取公裂赫法得親該事件之性質關係歎叡及身分爲標準拉参照乙種

　一欺規定興委託人協議定之

　　　　　　　　　　　III．

　律師の懲戒に關しては、律師章程の末章に其の規定を設け（畢

楚葦圭昊篠）、更に別に律師懲戒委員會規則（暴男護蔀箕藷高吉施暑司）が

ある。

　懲戒を受くべき行爲は、律師帝程蛇に所囑律師公會會則に違
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反せる行爲とし．懲戒事犯に關する．起訴挫は．斯属律師公會會

長蛇に地方法院首席瞼察官にあるものとする（髪蕪）。而して懲

戒の申立あるときは．高等法院長を委員長として高等法院内に

閉かる』律師懲戒委員會に於て審査し、多歎決を以て決議する

轡墜墾篁灘）。嫌認辮U）に録ノては・被懲献若くは

高等法院首席搬察官よう覆審の請求を爲し得るものとし．此の

講求あるときは．最高法院長を委員長として最高法院に開かる

る覆審査律師懲戒委員會の議に附する（馨蟹蕃難爵杢墜篠豊禦）。　懲

戒の庭分は一．訓戒．　嵩．停職一月以上二年以下、　憲、除名

（難襲雛饗齢舗製鷲響）の三種類とする（攣暮程）。

　其の他．大膿に於て我國に於ける辮護士懲戒手綾と同様なる

手績規定が設けられる。唯1、異なれる黙としては、我國に於け

るが如く判事懲戒法の規定を準用せすして．前述の如く別に、

律師懲戒委員會規則を設けたる黙である。

　　　　　　　　　　　　工v．

　次に満洲國に於ては、建國後．荷、目淺きが爲め、末だ新た

に律師法を制定するに至らす．目下、其の立案申のもの』如く

である。（蕪一）砺して満洲國に於ては、建國の初めに公布せし「暫

行援用從前齢之件」（綴幕諜ブL）に働．從前施行せられし中

華民國の法令は、建國の主旨．國情及び新たに公布せられし法

斜鞭せざる限り、其轍力を有凱．めら駄が故に（塑藤）、

現在の庭、律師に關しては、民國に於けると大膿に於て同一の
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規定力∫行はる㌧わけである。（註二）

　（註一）　満洲國法曹協倉の、當法學會よりの間合に封する同答に依れば、「目下、

　　満洲國司法部に於て律師法の完成施行を急ぎ居り、治外法椹撒慶以前に辣理

　　士法と並行して公布施行の豫定なり」とのことである○

　（註二）　本文掲記の「暫行援用從前法令之件」は、其の規定暖昧であ既律師

　　法に關しても、殆んど無法律の歌慧にて適當に虚理するもの》如く、例之、律

　　師たるの資格に付ても、各地法學專門學校叉は大學出身者は．當然律師たり

　　得るものとなし、各地高等法院に届毘若くは其の許可に依り開業しつ〉あり

　　と云，ぷ　（前孝昌同答）o

　併しながら問題となつて居るのは．日本人辮護士の地位であ

る。日本人辮護士は、素よう帝國の領事裁判所に於て、其の資

格を以て職務を執勢得ること論を侯たないのであるが、満洲國

裁判所に於て其の資格が認められて居ら露。因つて現在に於て

は、日本入辮護士は、通常の訴訟代理入として滴洲國裁判所に

於て當事者を代理し、其の職務を執ることを黙認せらる、程度

にある。（註一）將來、治外法権撤屡の問題と共に、十二二分に考究

せられなければならぬ間題である。

　（註一）　大堀市治郎氏、「満洲國の辮護士制度に就て」（並義一〇巻昭和九年一

　　一號九四頁）。瀧川政次郎氏、「満洲國司法』制度の現在及び將來」（法律時報七

　　巻七號八頁）。伺、満洲國辮護士の現況に關しては、本稿の外、日本辮護士協

　　會満洲國特派代表報告の第五、「瀧洲國律師公會の現況」（法曹公論昭和八年

　　十二月號一三六頁以下）参照。但し其の禍載する民國の規程は、敦れも奮法

　　にて現在施行のものではない○
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第六節　其の他の諸國

　1．イ参甥一

　イタリーにては、往昔は、判事．辮護士、法學者の三者問に

嚴密なる匿別を存しなかつたのであるが、漸次、成文法律に依

り公詮人not鑓o，辮護：士餅voe錨0及び代訟入procu凱七〇鐙の匝

別を生するに至つた。（謹一）帥ち公詮入は之れを除き、訴訟事件

の庭理は、法廷の辮論を專らにするaWO磁oと、法廷外の訴訟

事務を執るprocu麟oτeとに分たる』こ二と．フランスの乱VOC紬

と　乱vou6　とに於けると同じい。而してprOeur就oreに当1して

は．別段に冠會的奪敬が彿はれては居ら癒が．麗VOC乱七〇の祉會

的地位は夫れに比し遙かに高く、此の職に從事せる者にして．祉

會的名聲を博せる者　しとせ露。（議嵩）

　（謡一）　Magllus，跳・窃・0・S・501・

　（識二）臨gnus，a・翫・0・S・50L

　イタリーの辮護士制度は、一九二六年ロツコAlfredRoeoOに

依りて行はれたる司法制度改革に依り、根本的なる獲更を受け

た。夫れ迄は、一八七四年六月八日の法律虹に同年七月二六日

の同施行令に依りて規律せられたのであるが、年月の経過に依

う根本的修正を必要とし、從前、屡々、大改正が試みぢれたので
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あるが成功せす、而してフアッシオ政権下に於て、漸く夫れが實

現せられたのである（註一）。

　（羅一）　　蓋lagnusフ縞．a、0．S。502代

　avvooat・とproc・・麟・reとの職務範園の分配は、フランスの

餌oe舳とaVO語の夫れに大膿同じい。因つて愛には詳説を省

く。但しイタリーには、aVVOC乱toとprocur泓tOfeの爾職務を一

身に粂濾る者が認められ、現在に於ては、寧ろ之れに属する者

が大多籔であると云ふ。（離一）而して斯く爾職業が一身に蹄属す

ることの許されたる結果として、共の問の成交法上の麺別も、

亦、必ずしも明確ではない。唯、地域制限に關しては、明確なる

匠別を存し、帥ちavvocatoとして其の職務を行ふ揚合には、何

等の制限を蒙らないのであるが、procur温oreとしては、i其の所

属せる裁判所に於てのみ職務を行ひ得る。（註二）

　（註一）　　］～1跳gnusン批．窃，0．S。505。

　（註二．）AI8gnus，乱・泓。0・S．507。

文　　献

ヱ）洋　　書

　　Ordh繭・dellep1・f6ssi・nidi秘w・c蜘edipr・cu蝋・re，1934。3蜘gnus7Die

　Rechts窃nw乱1tsc血澁，（1929），S．501－520弓ApPleton，」．7丁雌t6del＆pro角ss王on

　d勉voc髄，（1928）・PP・107－110・3（沼革に關し）：Deutscぬ，P，，：Die　Anw烈tsc1識銑

　三n　It窃lien　▽01n　7－12J’a五r五undert71903．

2）邦　　書

　　「諸外國に於ける辮護士制度概観」（司法資料九五號）pp・206－226・小齋甚溶

　郎氏、「各國の辮護士制度」（正義九巻昭和八年一一號拉に法律新報三五二號、但
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　し爾稿の内容同一・）。

　（鞭醤）　前掲も司法資料九1五號は、：M：脇gnUS：善版の邦課にして、1又勘前掲、沸p一

　　診leton，丁漁踊，拉に邦書杢部は、敦れも、一九二六年の司法剃度改革に及む

　　で居らぬ。

　翼、スイス

　スイスSc丑1w飽は．各州K離to丑が宏大なる範園の主纏を

有つ聯邦國家であり、辮護士凝度に就ても．各州が．其の主灌

に基き夫れ夫れ別の規定を設くる。去ればスイスには、各州に

鮮護士翻度を存するに止まり、統一的の夫れを歓いて居る。

　スイスに於ける現在の辮護士制度は．一八〇三年、各州が其の

主瀧と立法擁識を同復して以來の登達にか㌧るものである。（註

一〉卸ち此の時以來．i辮護士制度は、各州に於て異なれる立法の

下に夫れ夫れの登淫を途げ來つたのであるが．民主主義の横溢

せる國情の然らしむる庭、自由菟許主義の主張が盛であら、第

十九世紀を蓮じ、屡々．此の主義が、成法に採用せられた。（註魯

併しながら鮭會状勢の獲轄は、自由菟許主義の弊をば、漸i欠、

一般的に痛威せしめ．その結果第十九世紀の末葉の頃より．諸

州が相踵で．辮護士に付き特定の資格條仲を必要とする資格冤

許主義を執るに至つた。（註菖）

　（註一）スイスの辮護士制庚の澹革1（關しては、縢rc五er，E・5紬weize癬C勧eド

　　An轍1tsre出，（1920）。S．1－39弓L呈ndegger，T・，1）ieAnw貌lt紬誼玉mGebiete

　　desK我ntonsA段rg翫u』E玉nerechts臨torischeS彰udie，（19i1）・縄11紬er，E，

　　猛鞭Gesch董cllte　der　Adv磁＆tur　im　Kanton　Z猛蜘L，沁der‘‘：Fe囎我be、dem

　　Sdlwe量z．3鞭鼠ellvere至11gewidmet　von　der　recht9－und　s飯a難w漣e溢ch技斑ld〕轍
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　　：Fakultltt　z茸rich，（1908）．「瑞西國辮護士法」（司法資料四七號）Pp・1－33・

　　（本書は、チユルヘル前掲書の邦課である）。

　（註嵩）　Ztlrcher，＆，批、O・S。23伍「瑞西國辮護士法」PP，18－33．

　（註罵）Ztlrcher，瓢・0・S・35猛「瑞西園辮護士法」pp・29－32・絢、現在にて

　　も、　G1＆rus，Zug7GTaub臼nden，ApPelze11挑．Rh．7Sc11＆frh乱usen　等のz∫、カント

　　ンにては、依然として自由免訂主義を執る。併しながら此等自由冤訂主義

　　の採用は、傳統的なる民主主義の一顯現であつて、此の自由免計主義の支持

　　せらる＞反面に於て、自ら適當なる祀：會的統制が存し．決して辮護士の職務

　　を、無秩序紫需Lの裡に置くものではな）・。VgL　Magnus，a．a．0．S。259－260．多

　　Z費rcher7＆．窃．0．S．6L

　斯くして、現在、スイスに於ては、各州：K乱ntonが、夫れ夫

れ辮護士に闘する法規を設け、聯邦憲法は、軍に共の基本規定

を置くに逼ぎ澱。從つて辮護士制度の亘細に亙つては、各州の

問に著しき差異を存する。（離＿）

　（註一）例之、Uriに於ては、最近に至る迄、州倉hndesgemeinde（巨ロち表決

　　橿を有する市民の集會）が、毎年、官臨構成員の選墾蛇に法律案の裁決の爲

　　め召集せらる＞に際し・代辮人：恥rsprecherをも選墾したのであるが、現在

　　は、此の州會が慶止せられ、入民投票Volks批bstimmUngにて決定せらる＞

　　こと＞なつた⊃而して如何なる者を代辮人と爲すべきかは、未だ法規上明確

　　にされて居らぬ。叉・Turg熈に於ては、第一審裁判所々長は、概ね辮護士

　　であり、其の裁判厨管轄匠域外にては、在任中にても辮護士の職務を行ふ。

　　Vgl．ム』〔agnus2乱．乱。0，S．256弓　ZOrcLer，a．拠。O，S。63。

　先づ第一に、辮護士たるの資格であるが、一八七四年の聯邦

憲法第三三條に依り、其の資格を如何に定むるか、凡べて各州

Kantonの規定に委せられる。（註一）而して州に依りては．辮護

士に付き．禽、自由免許主義を執り、（註二）若くは公選の方法に
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依らしむる庭もあるが、（註置）多くの州は、其の者の人格、學歴

を考査して免許するの主義を執つて居る。（註四）但し其の資格要

件は、州に依りて異なるも．學歴としては。概ね、大學に於て

法律學を學修し卒業したるか、或は資格試験に通過したること

を必要とし、街、此の資格を有する者に翼し、多藪の州は、牛

ケ年乃至ニケ年に亙る實務修習st璽eを要求する。（註蜀又、多

くの州にては、女子が辮護士たることを認めて居る。（註六）

　（註一）聯邦憲法Bundesve愈ssungderSchwei2ier三schenE三dge・ユ・ssensch誼，v・n｝

　　29．M飢1874、第三三條は、凡べての學術的職業に通ずる規定として、其等

　　の業務を行ふに付き一定資格の誰明にか』らしむることを、各州の立法椹限

　　に委して居る。

　（註二）　本稿一五八頁（註三）滲照。

　（註罠）　例之、Kanton　Uriの如し（本稿一五八頁（註一）滲照）。

　（言主四）　Z貢rcher，我。＆・O。S・64・E

　（註蕊）Z伽c五er，鍛・0・S・81驚Magnus，蹴・O・S・％9・

　（駐穴）Z登紬er，徽・0．S・73亀M我9nus7徽・0・S・265・

　以上述ぷるが如くにて．スィスに於ては、自由冤許主義を執

れる若干の州K我nto且を除いては．辮護士の業務に付き、免許

主義が探られる。（註一）而して其の免許は各州に依り與へらる㌧

のであるから．其の職務執行は、免許を與へられし州内に限ら

れ．自ら地域制限が存する。但し其の搬任事件に就ては、最高

裁判所たる聯邦裁判所：Bu面esgerich七1こ於ても辮論を爲し得る。

（註二）斯くスイスの辮護士には、其の職務執行に付き地域制限を

課せらる㌧のであるが、他方、憲法経過規定第五條に依り職業
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的r移曹の自由」Ereiz逓gigkeitが認められ、（註筥）部ち一の州

にて辮護士たる資格ある者は、他の州に於て辮護士の業務を行

ひ得るものとせられる。併しながら州に依り著しく共の施行せ

らる』法規を異にし、叉、辮護士たるの資格要件に高下、難易

の差異を存するのみならす、州の所在の如何に依り使用する國

語を異にする等の事情あるが爲め、事實上並に法規上、此の自

由は著しく制限せられて居る。（註四）

　（詮一）Zhrcher7瓢・0・S・65・

　（註嵩）　而して其の辮論には、其の居住する州の國講（掲、佛又は伊語）にて

　　爲し得る。

　（註罵）憲法経過規定むbergallgsbestimmung第五條は、廣く學術的業務に從

　　事する；者に付き、　r一ノ州又ノ・多撒ノ州ヲ代表スル宗務官麗Konkordatsbe－

　　hδrde二於テ其ノ資格ノ詮明ヲ受ケタル者ハ、全聯邦内ニテ其ノ業務ヲ行フ

　　コトヲ得」と規定する・跳の規定は、素より辮護士にも適用がある。　VgL

　　Z｛irc｝1er，a．島、0．S，141fL

　（註四）　瓦島gnus，a。翫．0．S．263。

　スイスに於ては、各州を通じて辮護士軍一制が行はれ、フラ

ンス若くはイタリーの如く、異なれる種類の辮護士問に、其の

職務を種類に依り分配するの制度は探られて居ら組。（註一）又、

民事訴訟に關しては、各州とも辮護士に依る張制代理主義を採

用せぬ。（註二）辮護士に翼する懲戒裁判樺は、多くは各州の最高

裁判所h6chsten　kal1七〇n泓len　Geric五tshofがそれを有する。（註三）

　（註一）M乱gnusフ我、a．O，S．263。

　（言主二二）　Z負rcher，抽・窃・0・S・154・

　（註罠）Z茸rcher，a・批．0。S。102亀Magnus，a・我・O・S・265・



第三章　現今の各國辮護士制度 ■6■

　III．　ソヴィヱツト隠シア

　ソヴィエット共和國の辮護士制度は、一九一七年の十月革命に

依り、奮帝政時代の辮護士制度の崩壊せしめられて以來．（註一）

幾多の迂鍮曲折を経、（言鑑）現在に於ては．一九二四年十月骨一

日のr裁判所構成ノ基本原則」第一七條を基本とし、（註置）一九

二六年十一月十九日の新裁判所構成法（箋彙究懲篠）（註四）に依りて

規定せられる。

　（註一）　蕉帝政時代の辮護士制度は、一八六四年の裁判所構成法に依りて規定

　　せられ、宣誓辮護士prissJ＆sehnije　powere11垣leと稻したo同法制定に至る迄

　　の7旨革立立1こ其の規定の詳糸田は、　次の書に詳らカ》であるo　］～Iagnus，D圭e　Rechts一

　　＆nw跳1tsch誼（1929）。S・216－228。

　（註二）　革命政府の司法制度改革は、當時の司法大臣ケレンスキーに依Pて行

　　はれた。郎ち一九一七年の「＋月革命」の結果、同十一月廿四日の「裁剣所

　　ノ組織二關スル布告」に依珠奮帝政時代の辮護士制度を慶止したのである

　　が、當時、混謝の時期にて、之れに代るべき制度を設くるに至らず、一時、

　　辮護士の職務をば、侮等の專門知識をも、其の他の資格要件をも必要とせざ

　　る絶封的自由職業となした。併しながら秩序稽整ふと共に、其の弊に耐えず

　　早くも翌一九一八年には、数次に亙つて「裁判所ノ組織二關スル布告」（第二

　　號乃至第七號）を登し、辮護士に關する規定をば部分的には從前よPも寧ろ

　　嚴重なる内容に於て復活した。新規律の設けらる』に至りし過程には若干の

　　経緯存するも、結局に於て、從來の辮護士をば官吏の身分に於て復活せしめ塾

　　之れに俸給を給與し、無償にて民事、刑事に關する辮護士の任務を行はしむ

　　ると同時に、訴訟當事者に封しては原則的に其の附添を強制したのであるo

　　　併しながら雌の制度は明かに失敗に飾した。帥ち一九二〇年の布告に依蟄

　　早くも、其の官吏たる身分が除かれ、績いて一九二一年に於ける新経濟政策

　　（NEP〉への移行は、i辮護士制度をば一の自由職業として復活せしむること
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　となつたQ帥ち一九二二年五月廿六日の「辮護士二關スル布告Jに依り、そ

　の新たなる規定が設けられ、更に同年七月五日の「椹利擁護人合議會二關ス

　ル命令」　と共に、一九二四年の裁判所構成法を経て（同三九條乃至四四條）

最後に若干の修正を以て一九二六年十一月十九日の新裁判所構成法に纒承せ

　られ（同八O條乃至九〇條）、今日に及むで居る。

　以上述ぶる・シア革命に於て、奮帝政時代の自由職業としての辮護士制度

　が崩屡し、新たなる辮護士制度の出現するに至りし其の過程は、フランス大

革命に於ける夫れ、拉に過去に於てはフリードリヒ大王の下に於ける司法制

度の改革、現在に於てはナチス政椹下に於ける同じく司法制度の改革等と比

較して、其の間に興味ある共通黙が獲見せられ得る。而して此等過去の實験

　は、辮護士なるものは、それに謝する國家的統制の濃度如何は、其の國家組

織乃至時代的イデオ・ギーの如何に蹄着するも、基本的には自由職業として

のみ其の機能を震揮せしめ得るものなることを感得せしむる。

　・シア革命に於ける辮護士制度の攣遷に關しては、次の資料滲照。FreUnd，

H，，　Straf弩esetzbuch，　　Geric五tsver魚ssungsgesetz　　und　　Str島f1）rozessordnung

80wjetmsslands，（1926），S・36－40弓Galin，L・，Gerichtswesen　und　Stra∬

system　im　revolution翫ren　Russ1我nd，（1920），S。20飢3Magnus，Die：Rec批s一

歌nw乱1tsch誼（1929）。S。228－237，「諸外國に於ける辮護士制度概観」（司法

資料九五號）PP・154－170・「勢農・シアの辮護士」（法曹五巻昭和二年三號、

本稿は、前掲司法資料九五號と同一内容にて、共に　Magnus奮版の・シア

の部の邦課である）。大喜多光氏、「ソヴイエット・・シアの刑事辮護人制度に

就て」（法學志林二八巻大正＋五年九號。本稿は、前掲、Freund著の當該部分

の抄課である）。小山松吉氏、「ソヴイエト露國の司法制度及訴訟手績」（法曹

一巻大正十二年一號PP。155－157．本稿の此の部分は、前掲G島1in著の抄課

である）。

〈註三）　Fremd，＆，＆．O。S・447．

（註四）　Freund，a．風O。（1926）・S。325．拉に司法資料第一四九號掲載の「裁

剣所構成法」は、勃れも一九二二年の夫れの濁課拉に邦課である。但し其の

穫利擁護人合議會に關する規定は、一九二六年の裁判所構成法改正に際し、若
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　　干の攣更を受けしに止まれること前註に述ぶるが如くである。侮、一九三五

　　年二月五日の第七同全聯邦ソヴイエツ1・大會にてソヴイエッ1・聯邦憲法が修

　　毘せられ、從つて裁判所構成法の規定にも憂更を生ぜしもの》如く考へらる

　　るも、未だその資料を入手せぬo

　現在、ソヴィエット共和國には、奮帝政時代の辮護士業A即服＆一

Typaに相當するものは存績せ戯。　即ち辮護士の職務は、擁利

擁護入合議會1£飢一er・・且3a田HTH・・KOBの構成員に依りて行はれ

る。（註一）此の合議會は、他、國の辮護士會に相當し、（謹二）各、縣

裁判斯に附厨して設置せられ、其の最初の構成員は、縣裁判所

の推薦に依り、縣執行委員會ry6epHcE・・首・・cnoユH・・Te価HL磁

m皿・・Te（Gubispolkom）の幹部會がそれを任命し．其の後は、嘗

該合議會の幹部會が、新加入の採否を決する。但し前掲、縣執

行委員會（Gubispolk・m）は、そのi新たなる探用に射して拒否椹

を有する。（註罵）斯くて此の合議會の構成員が．辮護士の職務を

軌るのであるが．禽、必要ある場合には、裁判所は其の他の者

をして特定事件に關する権利擁護の任務を執らしめ得る。（註四）

　（註一）M畠repoB欄量，Ocno田coBeTσ1耕o】IP＆B昆（1929），卿．62卜626・

　　同上邦課書・山之内一郎氏課・ソヴエート法論第四巻p・198－199・（本書原

　　本は、江家義男講師より借用した○伺、ソヴイエツト辮護i士制度に關連し、同

　　講師の適切なる指示、協力ありたることを附記し、謝意を表する）。

　（註二）他國の辮護士會と異なる黙は、辮護士たる資格を有するが故にそれに

　　所厨するに非ずして、其の構成員が、櫨利擁護人の職務を行ふのであつて、

　　跳の黙、イギリスのImls　of　CourtとB跳rrisもerとの關係に類似するo

　〈註三）Mare脚βσE断，CTP。625。山之内氏、前掲課書p・199．斯くして行政機

　　關たるGub1spolkomの統整を直接、之れに加ふるの途が開かれて居るっ
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　（註四）MarepOBO帽K雄，CTp．624－625．肉之内氏前掲課書p，199。雌塵にも、職

　　業の狗占を許さ》“るソヴィエツト國家の理想が現はれて居る○

　言ふ迄もなく、ソヴィエット共和國は、勢農階級國家なるが故

に、其の裁判組織も、亦、階級的イデオ・ギーを以て貫かれ、從

つてソヴィエット辮護士は、此の國家的階級裁判への奉仕を張要

せられて居る。（註一）帥ち前述の如く、其の合議會の構成に付き、

行政機關たるGubispolkomの支配の透徹せることは、その爲

めの機構に外ならないのであるが、街、此の合議會の構成員に

探用せらる㌧が爲めには、選墨権を有することを要件となし、

（註二）以て非革命的分子の此の職務に從事することを防止して

居る。而して法律的素養に關しては、寧ろ之れを輕親し、二年

以上、ソヴィエット司法機關に於て少くとも豫審判事より下級に

非ざる職に從事したるか、然らすむば二年問法律學校にて法律

學を學習したるか、若くは各合議會の施行する試験に合格した

ることを以て足れりとする。（註三）

　（註一）M残re皿OBCE岨，CTP．624．山之内氏、前掲課書P・198・

　（註二）　一九二五年のソヴイエット憲法は、満＋八歳以上の市民にして生産劣

　　働に從事する者に封し選暴擢を輿へ、非勤勢階級に封しては、選墾穫を興へ

　　て居らぬ（同六八、六九條）。Vgl・，M璽nus，乱・我・0・S・240，

　で註三）　M跳gnus，窃乱O．S・240，3：』ski，II・J・，hw　alld　Just三ce　i且Sov1蕊

　　：Russまa，1935．P，12，

　権利擁護入の選任は、當事者自身之れを爲し得るも、概して

公設の法律相談所を通じて爲さる㌧ものとし、其の報酬は、依頼

人が、勤勢階級なりや否やに依りて其の額を異にするものとす
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る。（誌一）而して其の報酬は、依頼人より合議會に支梯ひ、合議

會は、改めて各所厨員に封し．其の職務執行の割合に慮じ報酬

を給與する。（註二）

　（註一）人民裁判所よ9救貧椹を與へられし者は、凡べて民事鼓に刑事の事件

　　に付き報酬の支彿を冤ぜらるるの外、劣働蒋、被傭者、農民等は、手数料表

　　の定むる慮に依り其の報酬を支彿ふべく．其の他の者は、各事件に就て合意

　　すべきものとするQ　VgL　M璽nus，泓，紘0、S・243・

　（註二）その給興を受くる李均額は、熟練勢働春の牧入と大髄同一であると試

　　謁、o　L乱ski7ibid，p。13。

　IV．其の他の諸國

　以上述べたる以外の諸國の辮護士制度の記述は、他の機會に

譲り、本章の初めに掲げたる交獄の外、其の他の諸國の辮護士

制度に關する文献にして、特に見當りたるものを掲ぐる。

1）デンマーク

　　M費ncね一：Petersen，H．，DerZivilpr・zessD技nem乱rks（1932）S・21一％・多

　Ab紬泓ms，N．，Pr・cumt・rst泓nden　iD乱nm鋤rkindtil　Midten・fdet18・

　A我rhundrede，1902。

2）ベルギー

　　DueLa1ne　et　Pic乱rd．，五1anuel　pratique　de　l我pro鉛ssion　dg脳voc＆t　en　Belg三quep

　1869．

3）　アメリカ合衆國

　　Rose，W．Ml．ンCode　of　Federal：Procedure　（1907），Vol。1．pp。548－578，多

　B・ldwln7S．E2丁加AmericanJudiciary7ユ925，PP。344－364・∫C訓ender，C・N・ア

　Americ窃n　　Courts，　t｝1e至r　　Org窃nisation　　乱nd　　：Procedure，　1927㌔　正）P。　1一一16．多

　Deer至ng，」．H．，丁五eC・de・fCivi1Pr・cedure・ftheSta毛e・fC窃曲rn三秘，1915。

　§§275－299弓W我rren，Ch。，History　of　the　American：B我r，1912。
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　堀江專一郎博士、「米國の辮護士の歌況」（正義五巻昭和四年九號）。花岡敏夫

博士、「米國辮護士協會ノ目的、理想」（課丈）（正義一一巻大正＋四年二號）Q宮本

英雄氏「米國の裁判制度」（英法研究pp・474－497ウ。川端登氏、「米國の辮護

士」（法學論叢八巻大正＋一年三號）。「北米合衆國裁鋼制度」（司法資料八二貌）

PP・117－126．（本書は、Deering前掲書の邦課である）。「米國裁判所の組織及

び訴訟手績」（司法資料一三〇號）PP・1－24（本書は、C窃llender前掲書の邦

課である）。


